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第１章 背景 

（１）児童の権利に関する条約について 

 「児童の権利に関する条約」（以下「条約」という。）は、18歳未満を「児童」と定義し、国際人権

規約において定められている権利を児童について敷衍し、児童の権利の尊重及び確保の観点から必要と

なる詳細かつ具体的な事項を規定したものである。平成元年 第 44回国連総会において全会一致で採択

され、日本は、平成６年 4月に批准した。現在では、日本を含めた世界 196の国・地域が締約している

世界的な条約である。 

条約は、「児童」を権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様、ひとりの人間としての人権を認めると

ともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めている。 

 

 

（２）本調査研究の実施に至った背景 

 こども基本法（令和４年６月 22日法律第 77号）は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進

していくための包括的な基本法として、令和４年６月に成立し、令和５年４月に施行された。こども基

本法第 15条において、「国は、こども基本法及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広

報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努める」ものとされている。 

 また、同法に対する附帯決議において、「日本国内のこどもや大人に対する、児童の権利に関する条

約の趣旨や内容等についての普及啓発に、その認知度を把握しつつ取り組む」こととされている。 

 本調査研究は、条約についての認知度を把握するとともに、その結果も踏まえた効果的な普及啓発方

法を検討することを目的として実施することとした。 

 

（３）検討委員会の設置について 

 調査研究の実施に当たり、条約の認知度等調査の調査設計や調査結果の分析、条約の効果的な普及啓

発方法について検討することを目的として、「検討委員会」を設置し、所要の検討を行った。 

 

①構成員名簿（五十音順、敬称略） 

所属及び役職 氏 名 

工学院大学教育推進機構教職課程科 教授 安部  芳絵 

東京大学社会科学研究所 准教授 齋藤  宙治 

全国連合小学校長会 調査研究部長 佐藤  友信 

九州大学大学院比較社会文化研究院 教授 施  光恒 

東京大学大学院教育学研究科附属 発達保育実践政策学センター 

准教授 
野澤  祥子 
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②開催内容 

開催回 開催年月日 議 事 

第１回 令和５年９月 14日 （１）「児童の権利に関する条約の認知度等調査及び同条

約の普及啓発方法の検討のための調査研究」の概要

及びスケジュールについて 

（２）児童の権利に関する条約の認知度等調査 調査項目に

ついて 

 【主な意見】 

（１）「児童の権利に関する条約の認知度等調査及び同条約の普及啓発方法の検討のための調査研究」

の概要及びスケジュールについて  

・特になし 

（２）児童の権利に関する条約の認知度等調査 調査項目について 

・「児童の権利に関する条約」は「こどもの権利条約」にしたほうが小学生は分かりやすいのでは

ないか。 

・「児童の権利に関する条約」よりも「こどもの権利条約」を前面に出したほうがよいと思った。

教科書でも「こどもの権利条約」となっており、かっこ書きで「児童の権利に関する条約」が入

っていないものもあると思う。「こどもの権利条約」だと知っているが、「児童の権利に関する

条約」だと分からない可能性もあるのではないかと思う。 

・こども向け調査に学年の問いがあるが、年齢を把握しておくと国際比較もできるため、年齢の問

いがあったほうがよい。 

・こども向け調査の問い「よく出かける場所」の選択肢には「塾」を入れてはどうか。 

・こども向け調査の小学生の問い「よく出かける場所」は、親などの大人とよく出かける場所とな

っているが、「児童館」はこども一人でも行くため、親などの大人とよく出かける場所だと回答

からもれてしまう可能性があるのではないか。学童保育や児童館だと、１年生にも分かるような

形でこどもの権利が示されているところもあり、必ずしも大人とセットでなくてもよいと思った。 

・こども向け調査の問い「日々の情報収集源」の選択肢の「大人」は漠然としており、カテゴリが

大きいように思う。 

・こども向け調査の問い「こどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと」に「勉強する」

という表現があるが、こどもの権利について知りたいと思っていても勉強はやりたくないと思っ

ているこどもがいると思う。大人は「学ぶ」となっているため、こどもも「学ぶ」や「知る」な

ど軽い表現にできるとよいのではないか。 

・こども向け調査の問いに「守られていると感じる権利」があるが、大人向け調査にも対応する問

いを「（大人が）守っていると感じる権利」などの形で入れてはどうか。 

・条約の認知度はこどもも大人も学歴や年収によって変わるのではないかと思う。学歴や年収に関

する問いを入れてみてはどうか。 

・「守られていると感じるこどもの権利」の選択肢にある「親からの暴力やひどい扱いから守られ

ること」、「生活が難しい場合に、国からお金などのサポートを受けること」は、尋ね方の主語

が「あなたが」だと、虐待を受けているこどもや貧困家庭のこどものみが回答の対象になってい

るように感じた。 
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・「守られていると感じるこどもの権利」の尋ね方は「あなたが」だと答えづらいこどもが出てく

ると思う。「日本社会」のほうが答えやすいと思った。低学年のこどもは「日本」だと主語が大

きすぎるため、「あなたやあなたのこどもたち」など具体的にぼかす工夫ができるとよいと思っ

た。 

 

開催回 開催年月日 議 事 

第２回 令和５年 12月１日 （１）児童の権利に関する条約の認知度等調査について 

（２）文献調査結果の報告 

（３）有識者ヒアリングの実施方針 

（４）今後の普及啓発に向けて 

 【主な意見】 

（１）児童の権利に関する条約の認知度等調査について 

・こども向け調査の問い「守られていると感じるこどもの権利」で「差別禁止」は、中学生、高校

生になるにつれ、回答した人の割合が少し下がってきているような結果だった。年齢が上がり、

社会との接点が増えるにつれ、ジェンダーなど全体の差別のようなものがあると感じるのかと思

った。ただ、逆に言えば、学校の中であまりそのような差別を感じないのかもしれない。 

・「よく出かける場所」の結果は、都市部と地方で差があるのではないかと思った。今、地方では

デパートが非常に少ないため、デパートにはあまり出かけないのではないかと思う。そこのとこ

ろも参考にして、広報に役立てることができればと思う。 

（２）文献調査結果の報告 

・公益財団法人日本ユニセフ協会が発行している「子どもの権利条約カードブック」はどのぐらい

の部数がどこで使われたかなどが分かると有意義かと思った。 

・学校で出前授業以外に、例えばカリキュラムの中で人権教育のような形で、こどもの権利条約を

どのように教えているか分かるとよいのではないかと思った。出前授業以外にも、学校における

カリキュラム内で、こどもの権利条約に幾分含まれているところがあるのではないかと思うがど

うか。 

・小学校から高等学校まで、学習指導要領に基づいて学習が展開されることを基本としているため、

人権や政治の仕組みに関わる学習は、学習指導要領に基づいて、行われているという認識である。

条約を取り上げてどうやるかということはマストではないため、自治体がこどもの人権教育に熱

心に取り組み、市政や区政にもこどもの声を反映させるんだと考えているところは学校でもこど

もの人権教育が経年的に行われているのだと思っている。 

・文献調査の結果を可能ならばデータベースとして公開して欲しいと感じた。 

・人権教育について意識している教職員はいると思う。文献調査の結果の周知が図られ、教職員の

目に触れられる機会があるとよいのではないかと思った。 

（３）有識者ヒアリングの実施方針 

・各調査結果で学校の話が多く出ているため、ヒアリング対象の方に学校との連携で、具体的に何

を行っているか伺っていただけるとありがたいと思った。 

・都心部と地方は、広報に際しても差が出てくると思う。ヒアリングにおいて、地方の話を聞くこ

とができないかと思う。 
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・「守られていると感じるこどもの権利」の尋ね方は「あなたが」だと答えづらいこどもが出てく
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地方でのこどもを取り巻く状況、また、そのこどもたちにこどもの権利がどの程度認知されてい

るのかなど、何か聞いてみたらよいと思う。 

・今後の課題感や何か期待すること、自分たちでこういうふうにしていこうと今後考えていること

など、今までの取組とともに今後のことも聞いていただけるとよいのではないかと思う。 

（４）今後の普及啓発に向けて 

・普及啓発の対象には、未就学児や妊娠期も視野に入れた方がよいと思う。具体的には母子手帳を

通して普及啓発をするというのはどうかと思う。また、こどもと関わる仕事をしている人の中で、

特に学校の教職員に対しての普及啓発が重要かと思う。普及啓発を優先的に行うべきタイミング

は、世界こどもの日の 11月 20日がまずは大事だとは思う。一方で、日本のこどもたちの自殺は

８月、９月に多くなるため、その前後にこどもの権利についての普及啓発があるとよいと考えた。 

・母子手帳を通した普及啓発はとてもよいと思った。反面、父親や祖父母などもう少し広く家族を

とらえる視点も必要かと思う。母子手帳とともにリーフレットなどが配布されるとよいと思った。 

・学校はやはり一番重要なところかと思うが、園でも、４、５歳児であれば絵本や映像で学んだり

することができる。また、こども向けのものほど、園の先生やこどもの親には響くことがあるの

ではないか。０歳から権利に関することを学び、その経験が基礎となって、小・中学校で、「権

利」という言葉が出てきたときに、自分の経験と結びつけながら、理解していくことができると

よいと思う。 

・一番効率よく啓発できるのは学校だと思う。現在、学校で学んでいることは、内容的には条約と

重なる部分がかなりあると思う。現在、学校で行われていることと連携を取りながら進めていく

形がよいと思う。普及啓発のタイミングは、12月 4日から 12月 10日までが人権啓発週間という

ことで、各学校で人権教育を行い、自治体も人権の啓発活動に力を入れる。そこで、こどもの権

利を強調することがあってもよいと思う。 

・学校で「〇〇教育」というのは非常に多く、それはすべて大事だが、丸ごとやろうとするとやは

り重たいという気持ちは確かにある。校長などが経験を踏まえた上で、この学習がこどもの権利

に結びついているということを言ってあげることが大事なのは確かだと思う。 

・小学校高学年になれば、物事の理解が深まっていく段階に入ると思うので、小学１年生から小学

４年生ぐらいまでは、意見を言うトレーニングを重ね、いろいろなことを知っていく、世界が広

がっていく小学５年生、小学６年生でこどもの権利について学ぶことができるとよいのではない

か。自分たちでやってみたいというところまで、飛躍できるポテンシャルは小学５年生ぐらいで

あれば持っていると思う。より深く学んでいくのは、中学生や高校生の段階になるのではないか

と思っている。 

・普及啓発というときに、どの対象や内容を優先するのかは目的によっても変わってくると思う。

今のこどもの権利の認知度をもう少し向上させたいという意味での普及啓発だと、やはりこども

に関わる大人とこども本人たちにアプローチするのが重要かと思う。そういう意味では学校現場

で普及啓発を行うのが一番よいと私も感じる。学校で取り上げることの意義としては、こどもた

ちが学校で学ぶと、そのこどもたちが大人になったときに認知・理解が積み上がっていくという

意味でも、やはり学校へのアプローチが一番広くできてよいのかと個人的には思う。こどもと関

わりのない大人は、やはりこどもの権利に対する意識が希薄になりがちであるため、意識が希薄

な人の認知度も上げていくような目的であれば、そのようなところにアプローチすることももち
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ろん必要だろうと思う。優先的に普及啓発をする内容については、４原則のうちのこどもの意見

の尊重と最善の利益は、認知度等調査のデータを見ても、少し認知度が低いことから、そこの普

及啓発は少し強調してもよいのかなと思う。 

・「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」の根本理念からいくと、普及啓発が学校

だけというまとめ方はあまりしないでいただきたいと思っている。学校はやはり大事なところで、

ある意味まとめて普及啓発ができて効率はよい。ただ、世の中が学校に任せておけばよいという

風潮になることはよくないと思う。親がこどもの権利を分かった上で子育てをしていくなど、家

庭の中で育まれるものを堆積していくということでいうと、こどもが生まれたときから、こども

の権利の学びは始まっていると思う。こどもの誕生前からこどもの権利の概要を知るという視点

が大切なのではないかなと思った。 

・こども家庭審議会のこどもの居場所部会の委員の話だと、こどもたちが家庭と学校以外の第３の

自分の居場所として感じるところは、児童館、図書館とか、学校図書室のようなものが具体的に

は上がっていた。斜めの関係の大人がいるようなところで、学校外の普及啓発をやってもよいと

感じる。児童館だと０～18歳まですべてカバーしており、乳幼児期の親子連れもかなり多い。そ

の意味では児童館をターゲットとしてもよいと思う。 

・社会全体に普及啓発していくということは重要だと思う。そうでないと分断を生じてしまう。社

会全体に向けてメッセージをどう届けるかは重要だと思う。 

・こどもが自ら声を上げることができることは非常に大事である一方で、声を上げられないこども

たちも当然いる。その声を上げられないこどもたちがいた時に、声を上げられないこどもが悪い

のではなく、その声をあげられないこどもを国や自治体がどうサポートしていくのか、それが権

利なんだというところも同時に伝えていく必要があると考えた。 

 

開催回 開催年月日 議 事 

第３回 令和６年２月 21日 （１）「児童の権利に関する条約の認知度等調査及び同条

約の普及啓発方法の検討のための調査研究」の取り

まとめについて 

 【主な意見】 

（１）「児童の権利に関する条約の認知度等調査及び同条約の普及啓発方法の検討のための調査研究」

の取りまとめについて 

・日々の暮らし向きは、中学生、高校生の認識となるため、実際の暮らし向きは分からない。その

ため、調査結果の深掘りなど、全体的な解釈以外は難しいのではないか。 

・日々の暮らし向きとこども基本法、条約の認知度はあまり関係がない印象を受けた。日々の暮ら

し向きが「下」と回答した人はサンプルサイズが小さいが、認知度が低くなっているため、普及

啓発時に気にかける必要があると思った。 

・日々の暮らし向き「下」のこども基本法、条約の認知度の結果は気になる。日々の暮らし向きは

低くなるほど認知度が低くなっているため、どう普及啓発をしていくのかとあわせて考えていく

必要がある。こどもが正しく家庭の状況を理解しているかどうかの問題もあるが、数としては一

定数いるため、経済的に困難な状況にあるこどもが多くいる場所で普及啓発ができるとよいと思

った。 
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・日々の暮らし向き別のこども基本法や条約の認知度は、あまり変わらない印象を受けた。「中の

下」「下」の結果は気になる。日々の暮らし向きの「中の下」、「下」のこども基本法、条約の

認知度が低い要因としては、生活に追われて余裕がなく、こどもと社会のことを話す時間がない

こともあるのかと思った。どうやってこの層に普及啓発をするのかは検討する必要があると思っ

た。 

・こども基本法を知ったきっかけは、小学４～６年生と他の学年でこれほど大きな差があると、な

にか要因があると思う。選定された学校が関係しているのか、小学４～６年生での学校教育の関

係か、小学４～６年生あたりで親から離れ始めて自分で調べることができるようになるのか。学

校で学んでいたとしても、授業内で、インターネットで調べるよう言われたら、この年令だと回

答は「インターネット」が増えるかもしれない。 

・こども基本法を知ったきっかけは、小学３年生から社会科が始まり、小学４～６年生になるにし

たがって社会全体のことを扱っていき、法律についても学んでいく。小学４～６年生は GIGA 端

末を使って調べることもあると思うので、このような結果になるのかと思った。ただし、学校の

先生の話が少ないのは気になる。 

・小学３年生から社会科の授業が始まり、総合的に世の中を知っていく。６年生では政治について

も学び始める。小学１～３年生がこども基本法を学ぶには、発達段階からして早いと思うが、小

学４年生ごろから自分で学ぶスタイルを確率していく。細かく学年別でみたときには６年生の結

果が特徴的になるかもしれない。GIGA端末はツールとして使うことは多く、こどもたちに浸透し

ているため、こどもたちの学びに寄与していると思う。 

・こども基本法を知ったきっかけの小学４～６年生の傾向の違いは、首都圏や関西の都心部のこど

もは受験をするこどもも多いかと思うが、こどもから見る学校の先生の地位が下がってしまうの

かと思った。小学４～６年生になると、塾の先生の信頼度が高いこともあるのではないか。こど

も基本法を知ったきっかけの「その他の人、もの」が 19.5％で多いため、この中に塾の先生が含

まれていたりするのではないか。塾にポスターを貼るなど、塾を通じた普及啓発もあるのかなと

思った。 

・こども基本法を知ったきっかけで、小学４～６年生で新聞が多い理由は、カリキュラムの関係も

あるのか。新聞を使った調べ学習のようなものがあるのか。 

・新聞を使った調べ学習はない。この新聞はこども向けの新聞の可能性もある。こども向けの新聞

は図書室などにもある。 

・小学４～６年生、中学生は「差別の禁止」、「生きる権利・育つ権利」の認知度が高い。この違

いはいわゆる「４原則」として伝わった認知度ではなく、別の文脈で伝わり認知度が高くなって

いるのかと思った。 

・中学生から高校生にかけて認知度の差があまりないが、この年代の特徴なのか、中学生と高校生

はこども基本法や条約を知る機会がないのか、知る機会がないのであれば、中学生、高校生が改

めて知るきっかけづくりを検討してもよいのではないか。 

・「４原則」の認知度は、条約とは別の文脈で認知度が高まっていると思った。人権教育で差別は

いけないなどの規範のようなものが小学４～６年生以上では浸透しているのかと思った。規範に

ひっかけるような形で啓発してもよいと感じた。 

・こどもの権利だと思っているものと守られていると感じるこどもの権利の比較で小学１～３年生

のみ結果が他の学年と異なるのは、メタ認知の問題ではないか。小学４～６年生以上になると、
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自分のことも他者のことも認知できるようになり、この結果になるのではないか。こどもの権利

だと思っているものと守られていると感じるこどもの権利の比較は、社会的な権利に関するもの

ほど、小学１～３年生で守られていると感じるこどもの権利が高くなっている傾向にある。社会

性の発達もこの結果に関係してくると思う。 

・こどもの権利だと思っているものと守られていると感じるこどもの権利の比較はおもしろい結果

だと思った。中学生から高校生にかけて、守られていると感じるこどもの権利が下がっている。

メタ認知もあると思うが、守られていると感じるこどもの権利は自分に関係があることについて

高校生で下がっている。社会に対しての視野が広がる部分もあるが、自分事で考えても守られて

いないと感じることがあるのではないかと思った。 

・こどもの権利だと思っているものと守られていると感じるこどもの権利の比較をみて、小学１～

３年生だと、社会的な認識には広がらないのだと思った。小学４～６年生以降は、守られている

と感じるこどもの権利が下がっていくが、批判的な意識が強くなっていくことがあると思う。自

分の身近なことに関連づけて考えるように思った。 

・大人向け調査の年齢に偏りがある。若年層に多く割り付けていることは前回の委員会で伺ったが、

属性の表を見ると、偏ったサンプルのように感じてしまうため、若年層が多いことについて説明

を入れておいたほうがよいと思う。 

・妊娠期から条約やこどもの権利に関する普及啓発を行ったほうがよい。０歳のこどもから権利が

あるということを報告書内でも強調したほうがよいと思う。 

・自治体で子どもの権利条例について検討される場に、乳幼児期の専門家が含まれていないことが

あったと聞いた。そのようなこどもの権利を検討する場には、乳幼児期の専門家を参画させたほ

うがよいが、乳幼児がこどもの権利の対象だという認識がまだ低いのだと思う。 

・普及啓発について、学校に期待する記述になっているが、人権教育は学習指導要領に基づいて行

われるので、単に学校の中で教えるとするのではなく、学習指導要領の中に、こども基本法や条

約を位置付けていく必要があるのではないかと思う。 

・先生が学ぶ場が教職課程の中では現状ない。教員養成のカリキュラムの中にはこども基本法も条

約も含まれていないため、そこもあわせて入れていく必要があるのではないか。 

・学校における人権教育が十分な記載になっていないように思う。「人権教育」は特定の教科では

なく、普遍的なものとして位置付けている。 

・こどもたちがよく行く場所でコンビニ、スーパーが多かった。普及啓発の場としてうまく活用で

きないかと思った。 

・学校の役割は大きい。学校の中での人権教育、道徳教育で条約に触れる形になると、認知度も確

実に増えていくと思う。 

・日本の人権教育は、日本は情緒的な言葉が多いように思う。「人の気持ち」「やさしさ」「あた

たかさ」「つながり」など、正義の倫理よりもケアの倫理に近い教え方である。研究者によって

評価する人といない人がいると思うが、うまく活用していけばよいと思う。学校で教えられてい

る言葉とポスターやパンフレットの書きぶりをあわせると、学校の人権教育ともつながってよい

と思う。 

・こどもや大人に絞らず、世の中の皆で政治参加できる社会をつくっていくというビジョンの基、

取り組んでいくことが大事だと思う。 
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・今回は難しいと思うが、普及啓発をするときにこどもたちとつくることも検討してもらえるとよ

いと思った。こどもに伝えるときに、こども同士の言語だと伝わりやすい部分もあると思う。こ

どもの力を借りるのはよいと思う。一方で、あいまいな言葉を使ってしまうと伝わりにくくなっ

てしまうこともあるため、「こどもの権利」を「思いやり」のようにぼかすことはせず、権利は

権利で伝えていくことも重要だと考えている。 

・認知度・条約の内容を知らない人は、テレビや SNSなど身近な媒体での普及啓発を求めている傾

向にある。内容を知らない人が活用している媒体を利用して普及啓発を行うとよいのではないか。 
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第２章 児童の権利に関する条約の認知度等調査 

１ 調査実施の概要 
（１）目的 

本調査は、条約についての認知度を把握するとともに、その結果も踏まえた効果的な普及啓発方法を

検討することを目的として実施した。 
 

（２）調査対象 

①こども向け調査 

・全国の国公立、私立の小学校、中学校、高等学校を全国 12 ブロックに分類し、各ブロックの学校

数、児童・生徒等数をふまえて無作為抽出した（小学校：35校、中学校：19校、高等学校：13校）。 

・また、全国の国公立、私立の中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校は、全国の学校数、児童・

生徒・学生数等をふまえて無作為抽出した（中等教育学校：１校、高等専門学校：１校、特別支援

学校：３校）。 

・小学校１～３年生、小学校４～６年生、中学生、高校生それぞれ 5,000人程度 

 ※本報告書内で、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校に在籍する児童・生徒・学生は、小学生
相当の場合、児童が回答した回答フォームの種類（小学校１～３年生用、４～６年生用）を基に、小
学校１～３年生、小学校４～６年生にそれぞれ振り分けて調査結果をまとめ、中学生、高校生相当の
場合は、生徒・学生が回答した年齢を基に、中学生（12～15歳）、高校生（16歳～）にそれぞれ振り
分けて調査結果をまとめている。 

②大人向け調査 

・全国の 18歳（高校３年生と回答した者を除く）から 89歳までのアンケートモニター5,000人 
 

（３）調査期間 

①こども向け調査 

 令和５年 10月 23日～11月８日 

②大人向け調査 

 令和５年 10月 16日～10月 20日 
 

（４）調査方法 

①こども向け調査 

 １人１台端末（タブレット）を用いた Web上での回答を基本とし、学級時間やロングホームルーム

等、学校時間を活用して調査を実施した（学校時間内の実施が難しい場合は自宅等からの回答も可）。 

②大人向け調査 

 アンケート登録モニターを対象にアンケート調査を配信した。 
 

（５）回収状況 

①こども向け調査 

対象 有効回収数 

小学１～３年生 4,463件 

小学４～６年生 4,213件 

中学生 3,386件 

高校生 4,301件 

②大人向け調査 回収数：5,000件  
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・小学校１～３年生、小学校４～６年生、中学生、高校生それぞれ 5,000人程度 

 ※本報告書内で、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校に在籍する児童・生徒・学生は、小学生
相当の場合、児童が回答した回答フォームの種類（小学校１～３年生用、４～６年生用）を基に、小
学校１～３年生、小学校４～６年生にそれぞれ振り分けて調査結果をまとめ、中学生、高校生相当の
場合は、生徒・学生が回答した年齢を基に、中学生（12～15歳）、高校生（16歳～）にそれぞれ振り
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②大人向け調査 

・全国の 18歳（高校３年生と回答した者を除く）から 89歳までのアンケートモニター5,000人 
 

（３）調査期間 

①こども向け調査 

 令和５年 10月 23日～11月８日 

②大人向け調査 

 令和５年 10月 16日～10月 20日 
 

（４）調査方法 

①こども向け調査 

 １人１台端末（タブレット）を用いた Web上での回答を基本とし、学級時間やロングホームルーム

等、学校時間を活用して調査を実施した（学校時間内の実施が難しい場合は自宅等からの回答も可）。 

②大人向け調査 

 アンケート登録モニターを対象にアンケート調査を配信した。 
 

（５）回収状況 

①こども向け調査 

対象 有効回収数 

小学１～３年生 4,463件 

小学４～６年生 4,213件 

中学生 3,386件 

高校生 4,301件 

②大人向け調査 回収数：5,000件  
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（６）報告書の見方 

回答は各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示してある。また、小数点以下第２位を

四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合がある。 

複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方になるた

め、回答比率の合計が 100.0％を超える場合がある。 

図表中の選択肢表記は、語句を短縮・簡略化している場合がある。小学生向けの調査では、学年にあ

わせて問いや選択肢をひらがな表記としていたが、本書ではすべて漢字表記に変換している。また、回

答比率が 0.0％の場合は比率を表示していない場合がある。 

単純集計やクロス集計では、無回答が含まれているが、クロス集計の分析の軸（＝表側）とした調査

回答者の属性や設問は、無回答を除いているため、各調査回答者の属性の基数の合計が全体と一致しな

い場合がある。また、分析の軸（＝表側）が対になっている項目については、比率の差を記述している。

その表現は％ではなく、ポイントであらわすこととしている。 

クロス集計では、こども基本法、条約の認知度別、こども基本法、条約の理解度別による分析を行っ

ている。認知度別の「聞いたことがある（計）」は「どんな内容かよく知っている」、「どんな内容か

少し知っている」、「名前だけ聞いたことがある」の合計である。理解度別の「内容を知っている（計）」

は「どんな内容かよく知っている」、「どんな内容か少し知っている」の合計、「内容を知らない（計）」

は「名前だけ聞いたことがある」、「聞いたことがない」の合計である。 

基数が 30 を下回るものについては、調査数が少ないため参考として図示するに留め、文中では言及

をしない。 

  

 

２ 調査結果の概要 
（１）こども基本法の認知度 

【小学１～３年生】      【小学４～６年生】       【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高校生】               【大人】 

 

 

 

 

 

 

どんな内容か
よく知っている
2.3

どんな内容か
すこし知っている

14.7

名前だけ聞いた
ことがある
40.4

聞いたことが
ない
42.6

（％）（n=4,301）

どんな内容か
よく知っている
2.6

どんな内容か
すこし知っている

10.6

名前だけ聞いた
ことがある
25.5

聞いたことが
ない
61.3

（％）（n=3,386）

どんな内容か
よく知っている
1.6

どんな内容か
すこし知っている

4.2
名前だけ聞いた
ことがある
10.1

聞いたことが
ない
84.0

（％）（n=4,213）

内容をよく
知っている
3.5

内容を少し知って
いる
14.8

名前だけ聞いた
ことがある
38.5

聞いたこと
がない
43.3

（％）（n=5,000）

どんな内容か
よく知っている
2.9

どんな内容か
すこし知っている

3.4
名前だけ聞いた
ことがある
7.9

聞いたことが
ない
85.8

（％）（n=4,463）

13 

 

こども基本法の認知度は、どの年代も「聞いたことがない」が最も高くなっているが、こどもにお

いては年代が上がるほどその割合が低くなる傾向にあり、高校生で 42.6％となっている。「どんな内

容かよく知っている」はどの年代でも４％未満となっているが、「どんな内容かすこし知ってい

る」、「名前だけ聞いたことがある」まで含めたこども基本法を何らかの形で知っている人の割合

は、小学１～３年生で 14.2％、小学４～６年生で 15.9％、中学生で 38.7％、高校生で 57.4％、大人

で 56.8％となっている。 

 

（２）児童の権利に関する条約の認知度 

【小学１～３年生】      【小学４～６年生】       【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高校生】               【大人】 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童の権利に関する条約の認知度は、中学生以下の年代、大人は「聞いたことがない」が最も高く

なっているが、こどもは年代が上がるほどその割合が低くなる傾向にある。高校生では「名前だけ聞

いたことがある」が 38.4％と最も高い。「どんな内容かよく知っている」はどの年代でも５％未満と

なっているが、 「どんな内容か少し知っている」、「名前だけ聞いたことがある」まで含めると小学

１～３年生で 16.8％、小学４～６年生で 32.0％、中学生で 43.2％、高校生で 67.1％、大人で 53.2％

となっている。 

  

どんな内容か
よく知っている
3.6

どんな内容か
すこし知っている

10.0

名前だけ聞いた
ことがある
18.4

聞いたことが
ない
67.9

（％）（n=4,213）

どんな内容か
よく知っている
2.9

どんな内容か
すこし知っている

4.1

名前だけ聞いた
ことがある
9.8

聞いたことが
ない
83.2

（％）（n=4,463）

どんな内容か
よく知っている
3.8

どんな内容か
すこし知っている

14.4

名前だけ聞いた
ことがある
25.0

聞いたことが
ない
56.8

（％）（n=3,386）

どんな内容か
よく知っている
4.8 どんな内容か

すこし知っている
23.9

名前だけ聞いた
ことがある
38.4

聞いたことが
ない
32.9

（％）（n=4,301）

内容をよく
知っている
4.3

内容を少し
知っている
15.8

名前だけ聞いた
ことがある
33.1

聞いたことが
ない
46.8

（％）（n=5,000）
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こども基本法の認知度は、どの年代も「聞いたことがない」が最も高くなっているが、こどもにお

いては年代が上がるほどその割合が低くなる傾向にあり、高校生で 42.6％となっている。「どんな内
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18.4
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67.9
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4.8 どんな内容か

すこし知っている
23.9

名前だけ聞いた
ことがある
38.4

聞いたことが
ない
32.9
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３ こども向け調査 調査結果 
（１）属性 

①性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年齢 

【小学１～３年生】             【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学生】                 【高校生】 

 

 

 

  

 
調
査
数
（

ｎ
）

男 女 答
え
た
く
な
い

4,463 2,271 2,052 140.0

100.0 50.9 46.0 3.1

4,213 2,109 1,995 109.0

100.0 50.1 47.4 2.6

上段：実数、下段：％

小学１～３年生

小学４～６年生

 
調
査
数
（

ｎ
）

男
性

女
性

そ
の
他
（

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い
・
わ
か
ら
な

い
・
答
え
た
く
な
い
）

3,386 1,713 1,588 85.0

100.0 50.6 46.9 2.5

4,301 2,241 1,881 179.0

100.0 52.1 43.7 4.2
高校生等

中学生

上段：実数、下段：％

 
調
査
数
（

ｎ
）

６
才

７
才

８
才

９
才

4,463 593 1,456 1,486 928

100.0 13.3 32.6 33.3 20.8

上段：実数、下段：％
 
調
査
数
（

ｎ
）

９
才

1
0
才

1
1
才

1
2
才

4,213 521 1,385 1,387 920

100.0 12.4 32.9 32.9 21.8

上段：実数、下段：％

 
調
査
数
（

ｎ
）

1
2
歳

1
3
歳

1
4
歳

1
5
歳

3,386 439 1,162 1,070 715

100.0 13.0 34.3 31.6 21.1

上段：実数、下段：％
 
調
査
数
（

ｎ
）

1
5
歳

1
6
歳

1
7
歳

1
8
歳

1
9
歳
以
上

4,301 698 1,731 1,260 590 22

100.0 16.2 40.2 29.3 13.7 0.5

上段：実数、下段：％
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（２）同居家族（多肢選択） 

【小学１～３年生】             【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学生】                 【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同居家族は、小学１～３年生では、「お母さん」が 97.3％で最も高く、以下、「お父さん」(89.1％)、

「お兄さん・お姉さん」(49.9％)、「弟・妹」(44.5％)となっている。 

 小学４～６年生では、「お母さん」が 98.1％で最も高く、以下、「お父さん」(89.7％)、「お兄さん・

お姉さん」(52.0％)、「弟・妹」(48.3％)となっている。 

 中学生では、「母」が 96.9％で最も高く、以下、「父」(85.4％)、「弟・妹」(51.7％)、「兄・姉」

(50.3％)となっている。 

 高校生では、「母」が 95.0％で最も高く、以下、「父」(82.1％)、「弟・妹」(46.8％)、「兄・姉」

(34.5％)となっている。  

n = 4,213

お父さん

お母さん

おじいさん

おばあさん

お兄さん・お姉さん

弟・妹

その他のこども・大人

89.7

98.1

12.1

16.7

52.0

48.3

2.4

0 50 100

(%)

n = 3,386

父

母

祖父

祖母

兄・姉

弟・妹

その他のこども・大人

同居している人はいない

85.4

96.9

12.0

17.2

50.3

51.7

2.9

0.1

0 50 100

(%)
n = 4,301

父

母

祖父

祖母

兄・姉

弟・妹

その他のこども・大人

同居している人はいない

82.1

95.0

9.4

14.3

34.5

46.8

3.0

1.2

0 50 100

(%)

n = 4,463

お父さん

お母さん

おじいさん

おばあさん

お兄さん・お姉さん

弟・妹

その他のこども・大人

89.1

97.3

16.3

21.5

49.9

44.5

4.6

0 50 100

(%)
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３ こども向け調査 調査結果 
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（２）同居家族（多肢選択） 
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（３）よく出かける場所（多肢選択） 
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 よく出かける場所は、小学１～３年生では、「スーパー」が 75.8％で最も高く、以下、「コンビニ」

(66.1％)、「公園」(55.6％)、「回転寿司」(37.9％)となっている。 

 小学４～６年生では、「スーパー」が 71.2％で最も高く、以下、「コンビニ」(64.9％)、「公園」(44.5％)、

「ショッピングセンター」(43.3％)となっている。 
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 中学生では、「コンビニ」が 67.5％で最も高く、以下、「スーパー」(58.0％)、「ショッピングセン

ター」(54.8％)、「塾・予備校」(39.8％)となっている。 

 高校生では、「コンビニ」が 75.5％で最も高く、以下、「スーパー」(49.5％)、「ショッピングセン

ター」(45.2％)、「公共交通機関（電車）」(40.5％)となっている。  
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（４）日々の情報収集源（多肢選択） 
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 日々の情報収集源は、小学１～３年生では、「テレビ」が 87.2％で最も高く、以下、「友達」 (76.3％)、

「学校の先生」(50.7％)、「親などの一緒に暮らしている大人」(46.0％)となっている。 

 小学４～６年生では、「テレビ」が 85.6％で最も高く、以下、「友達」(84.9％)、「親などの一緒に

暮らしている大人」(59.6％)、「兄弟姉妹などの一緒に暮らしているこども」(51.4％)となっている。 
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【中学生】                【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生では、「テレビ」が 81.6％で最も高く、以下、「SNS」(75.3％)、「友達」(56.6％)、「親など

の一緒に暮らしている大人」(46.2％)となっている。 

 高校生では、「SNS」が 91.1％で最も高く、以下、「テレビ」(66.3％)、「動画共有サイト」(48.8％)、

「親などの一緒に暮らしている大人」(43.7％)となっている。 
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（５）日々の暮らし向き（単一選択） 

 

【中学生】 

 

 

 

【高校生】 

 

 

 

 

 日々の暮らし向きは、中学生では、「中の中」が 53.2％で最も高く、以下、「中の上」(28.6％)、「上」

(12.0％)となっている。 

 高校生では、「中の中」が 46.1％で最も高く、以下、「中の上」(34.1％)、「上」(10.0％)となって

いる。 
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14.2％ 6.3％

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

2.9

3.4 7.9 85.8
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 n = 4,463

38.7％ 13.2％2.6 10.6 25.5 61.3
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 n = 3,386

15.9% 5.8%

1.6

4.2 10.1 84.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 n = 4,213

57.4％ 17.0％2.3 14.7 40.4 42.6
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 n = 4,301

（６）こども基本法の認知度（単一選択） 

 

 

【小学１～３年生】 

 

 

 

 

【小学４～６年生】 

 

 

 

 

【中学生】 

 

 

 

 

【高校生】 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度は、小学１～３年生では、「聞いたことがない」が 85.8％で最も高くなってい

る。「聞いたことがある（計）」は 14.2％、「内容を知っている（計）」は 6.3％となっている。 

 小学４～６年生では、「聞いたことがない」が 84.0％で最も高くなっている。「聞いたことがある

（計）」は 15.9％、「内容を知っている（計）」は 5.8％となっている。 

 中学生では、「聞いたことがない」が 61.3％で最も高くなっている。「聞いたことがある（計）」は

38.7％、「内容を知っている（計）」は 13.2％となっている。 

 高校生では、「聞いたことがない」が 42.6％で最も高くなっている。「聞いたことがある（計）」は

57.4％、「内容を知っている（計）」は 17.0％となっている。 

  

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない



20 

 

（５）日々の暮らし向き（単一選択） 

 

【中学生】 

 

 

 

【高校生】 

 

 

 

 

 日々の暮らし向きは、中学生では、「中の中」が 53.2％で最も高く、以下、「中の上」(28.6％)、「上」

(12.0％)となっている。 

 高校生では、「中の中」が 46.1％で最も高く、以下、「中の上」(34.1％)、「上」(10.0％)となって

いる。 

 

 

  

21 

 

14.2％ 6.3％

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

2.9

3.4 7.9 85.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 n = 4,463

38.7％ 13.2％2.6 10.6 25.5 61.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 n = 3,386

15.9% 5.8%

1.6

4.2 10.1 84.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 n = 4,213

57.4％ 17.0％2.3 14.7 40.4 42.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 n = 4,301

（６）こども基本法の認知度（単一選択） 

 

 

【小学１～３年生】 

 

 

 

 

【小学４～６年生】 

 

 

 

 

【中学生】 

 

 

 

 

【高校生】 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度は、小学１～３年生では、「聞いたことがない」が 85.8％で最も高くなってい

る。「聞いたことがある（計）」は 14.2％、「内容を知っている（計）」は 6.3％となっている。 

 小学４～６年生では、「聞いたことがない」が 84.0％で最も高くなっている。「聞いたことがある

（計）」は 15.9％、「内容を知っている（計）」は 5.8％となっている。 

 中学生では、「聞いたことがない」が 61.3％で最も高くなっている。「聞いたことがある（計）」は

38.7％、「内容を知っている（計）」は 13.2％となっている。 

 高校生では、「聞いたことがない」が 42.6％で最も高くなっている。「聞いたことがある（計）」は

57.4％、「内容を知っている（計）」は 17.0％となっている。 

  

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない
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全  体    n = 4,463

聞いたことがある（計）      n = 751

聞いたことがない    n = 3,712

内容を知っている（計）      n = 312

内容を知らない（計）    n = 4,151

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）
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49.9％ 27.4％

7.0％ 2.1％
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聞いたことがある（計） n = 751

聞いたことがない n = 3,712

内容を知っている（計） n = 312

内容を知らない（計） n = 4,151

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

条
約
の
認
知
度
別 

条
約
の
理
解
度
別 

＜条約の認知度、条約の理解度別のこども基本法の認知度・理解度＞ 

【小学１～３年生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度を小学１～３年生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 49.9％であった。条

約を“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答し

た人は 7.0％となっている。こども基本法の認知度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した

人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 42.9ポイント高くなっ

ている。 

こども基本法の認知度を小学１～３年生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 69.5％であった。条

約の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回

答した人は 10.1％となっている。こども基本法の認知度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答

した人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 59.4ポイント高

くなっている。 

 こども基本法の理解度を小学１～３年生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 27.4％であった。条

約を“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答し

た人は 2.1％となっている。こども基本法の理解度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した

人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 25.3ポイント高くなっ

ている。 

 こども基本法の理解度を小学１～３年生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 53.2％であった。条

約の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回

答した人は 2.8％となっている。こども基本法の理解度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答

した人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 50.4ポイント

高くなっている。  
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全  体    n = 4,213

聞いたことがある（計）    n = 1,352

聞いたことがない    n = 2,861

内容を知っている（計）     n = 575

内容を知らない（計）    n = 3,638

聞いたこと
がある
（計）

内容を
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（計）

15.9％ 5.8％

34.8％ 15.8％

7.0％ 1.1％

49.0％ 26.9％

10.7％ 2.5％

1.6

4.6

0.2

10.4

0.2

4.2

11.2

0.9

16.5

2.3

10.1

19.0

5.9

22.1

8.2

84.0

65.2

92.9

51.0
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内容を知らない（計） n = 3,638

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

条
約
の
認
知
度
別 

条
約
の
理
解
度
別 

【小学４～６年生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度を小学４～６年生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 34.8％であった。条

約を“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答し

た人は 7.0％となっている。こども基本法の認知度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した

人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 27.8ポイント高くなっ

ている。 

こども基本法の認知度を小学４～６年生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 49.0％であった。条

約の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回

答した人は 10.7％となっている。こども基本法の認知度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答

した人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 38.3ポイント高

くなっている。 

 こども基本法の理解度を小学４～６年生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 15.8％であった。条

約を“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答し

た人は 1.1％となっている。こども基本法の理解度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した

人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 14.7 ポイント高くな

っている。 

 こども基本法の理解度を小学４～６年生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 26.9％であった。条

約の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回

答した人は 2.5％となっている。こども基本法の理解度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答

した人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 24.4ポイント

高くなっている。 
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全  体    n = 4,463

聞いたことがある（計）      n = 751

聞いたことがない    n = 3,712

内容を知っている（計）      n = 312

内容を知らない（計）    n = 4,151

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）
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聞いたことがない n = 3,712

内容を知っている（計） n = 312

内容を知らない（計） n = 4,151

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない
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約
の
認
知
度
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条
約
の
理
解
度
別 

＜条約の認知度、条約の理解度別のこども基本法の認知度・理解度＞ 

【小学１～３年生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度を小学１～３年生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 49.9％であった。条

約を“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答し

た人は 7.0％となっている。こども基本法の認知度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した

人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 42.9ポイント高くなっ

ている。 

こども基本法の認知度を小学１～３年生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 69.5％であった。条

約の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回

答した人は 10.1％となっている。こども基本法の認知度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答

した人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 59.4ポイント高

くなっている。 

 こども基本法の理解度を小学１～３年生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 27.4％であった。条

約を“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答し

た人は 2.1％となっている。こども基本法の理解度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した

人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 25.3ポイント高くなっ

ている。 

 こども基本法の理解度を小学１～３年生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 53.2％であった。条

約の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回

答した人は 2.8％となっている。こども基本法の理解度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答

した人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 50.4ポイント

高くなっている。  
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全  体    n = 4,213

聞いたことがある（計）    n = 1,352

聞いたことがない    n = 2,861
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内容を知らない（計）    n = 3,638

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

15.9％ 5.8％

34.8％ 15.8％

7.0％ 1.1％

49.0％ 26.9％

10.7％ 2.5％

1.6

4.6

0.2

10.4

0.2

4.2

11.2

0.9

16.5

2.3

10.1

19.0

5.9

22.1

8.2

84.0

65.2

92.9

51.0

89.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 4,213

聞いたことがある（計） n = 1,352

聞いたことがない n = 2,861

内容を知っている（計） n = 575

内容を知らない（計） n = 3,638
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条
約
の
認
知
度
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条
約
の
理
解
度
別 

【小学４～６年生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度を小学４～６年生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 34.8％であった。条

約を“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答し

た人は 7.0％となっている。こども基本法の認知度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した

人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 27.8ポイント高くなっ

ている。 

こども基本法の認知度を小学４～６年生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 49.0％であった。条

約の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回

答した人は 10.7％となっている。こども基本法の認知度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答

した人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 38.3ポイント高

くなっている。 

 こども基本法の理解度を小学４～６年生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 15.8％であった。条

約を“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答し

た人は 1.1％となっている。こども基本法の理解度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した

人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 14.7 ポイント高くな

っている。 

 こども基本法の理解度を小学４～６年生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 26.9％であった。条

約の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回

答した人は 2.5％となっている。こども基本法の理解度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答

した人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 24.4ポイント

高くなっている。 
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全  体    n = 3,386

聞いたことがある（計）    n = 1,464

聞いたことがない    n = 1,922

内容を知っている（計）      n = 617

内容を知らない（計）    n = 2,769
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知
度
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条
約
の
理
解
度
別 

【中学生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度を中学生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 67.4％であった。条約を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人

は 16.9％となっている。こども基本法の認知度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の

割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 50.5ポイント高くなってい

る。 

こども基本法の認知度を中学生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と

回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 76.0％であった。条

約の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と

回答した人は 30.4％となっている。こども基本法の認知度を、条約の“内容を知っている（計）”と

回答した人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 45.6ポイ

ント高くなっている。 

 こども基本法の理解度を中学生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 27.6％であった。条約を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人

は 2.3％となっている。こども基本法の理解度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の

割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 25.3ポイント高くなってい

る。 

 こども基本法の理解度を中学生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と回

答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 50.2％であった。条約の

“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答し

た人は 4.9％となっている。こども基本法の理解度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答した

人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 45.3ポイント高く

なっている。 
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全  体    n = 4,301

聞いたことがある（計）  n = 2,885
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の
認
知
度
別 

条
約
の
理
解
度
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【高校生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度を高校生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 72.9％であった。条約を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人

は 25.9％となっている。こども基本法の認知度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の

割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 47.0ポイント高くなってい

る。 

こども基本法の認知度を高校生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と回

答した人のうち、こども基本法の「聞いたことがある（計）」と回答した人は 81.0％であった。条約の

“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「聞いたことがある（計）」と回答し

た人は 47.9％となっている。こども基本法の認知度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答した

人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 33.1ポイント高くな

っている。 

 こども基本法の理解度を高校生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 24.5％であった。条約を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人

は 1.7％となっている。こども基本法の理解度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の

割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 22.8ポイント高くなってい

る。 

 こども基本法の理解度を高校生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と回

答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 47.1％であった。条約の

“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答し

た人は 4.9％となっている。こども基本法の理解度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答した

人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 42.2ポイント高く

なっている。 

 これらを踏まえると、いずれの年代においても、こども基本法の認知度、理解度の高低と、条約の認

知度、理解度の高低に一定の関連がみられた。  
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全  体    n = 3,386

聞いたことがある（計）    n = 1,464

聞いたことがない    n = 1,922

内容を知っている（計）      n = 617

内容を知らない（計）    n = 2,769
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内容を
知っている
（計）
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全 体 n = 3,386

聞いたことがある（計） n = 1,464

聞いたことがない n = 1,922

内容を知っている（計） n = 617

内容を知らない（計） n = 2,769

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

条
約
の
認
知
度
別 

条
約
の
理
解
度
別 

【中学生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度を中学生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 67.4％であった。条約を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人

は 16.9％となっている。こども基本法の認知度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の

割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 50.5ポイント高くなってい

る。 

こども基本法の認知度を中学生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と

回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 76.0％であった。条

約の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と

回答した人は 30.4％となっている。こども基本法の認知度を、条約の“内容を知っている（計）”と

回答した人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 45.6ポイ

ント高くなっている。 

 こども基本法の理解度を中学生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 27.6％であった。条約を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人

は 2.3％となっている。こども基本法の理解度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の

割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 25.3ポイント高くなってい

る。 

 こども基本法の理解度を中学生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と回

答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 50.2％であった。条約の

“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答し

た人は 4.9％となっている。こども基本法の理解度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答した

人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 45.3ポイント高く

なっている。 
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全  体    n = 4,301

聞いたことがある（計）  n = 2,885

聞いたことがない    n = 1,416

内容を知っている（計）  n = 1,232

内容を知らない（計）    n = 3,069
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81.0％
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条
約
の
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知
度
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条
約
の
理
解
度
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【高校生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度を高校生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 72.9％であった。条約を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人

は 25.9％となっている。こども基本法の認知度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の

割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 47.0ポイント高くなってい

る。 

こども基本法の認知度を高校生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と回

答した人のうち、こども基本法の「聞いたことがある（計）」と回答した人は 81.0％であった。条約の

“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「聞いたことがある（計）」と回答し

た人は 47.9％となっている。こども基本法の認知度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答した

人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 33.1ポイント高くな

っている。 

 こども基本法の理解度を高校生の条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 24.5％であった。条約を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人

は 1.7％となっている。こども基本法の理解度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の

割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 22.8ポイント高くなってい

る。 

 こども基本法の理解度を高校生の条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と回

答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 47.1％であった。条約の

“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答し

た人は 4.9％となっている。こども基本法の理解度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答した

人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 42.2ポイント高く

なっている。 

 これらを踏まえると、いずれの年代においても、こども基本法の認知度、理解度の高低と、条約の認

知度、理解度の高低に一定の関連がみられた。  
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＜日々の暮らし向き別のこども基本法の認知度・理解度＞ 

【中学生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度、理解度を中学生の日々の暮らし向き別でみると、こども基本法を「聞いたこ

とがある（計）」は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 41.8％と高くなっている。こども基本法の

「内容を知っている（計）」は暮らし向きが“上”と回答した人で 21.0％と最も高く、次いで暮らし向

きが“中の上”と回答した人で 15.2％となっている。 

  

どんな内容かよく知っている

名前だけ聞いたことがある

どんな内容かすこし知っている

聞いたことがない
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【高校生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度、理解度を高校生の日々の暮らし向き別でみると、こども基本法を「聞いたこ

とがある（計）」は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 60.0％と高くなっている。こども基本法の

「内容を知っている（計）」は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 19.9％と最も高く、次いで暮ら

し向きが“上”と回答した人で 19.7％となっている。 

 

  

どんな内容かよく知っている

名前だけ聞いたことがある

どんな内容かすこし知っている

聞いたことがない



26 

 

＜日々の暮らし向き別のこども基本法の認知度・理解度＞ 

【中学生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度、理解度を中学生の日々の暮らし向き別でみると、こども基本法を「聞いたこ

とがある（計）」は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 41.8％と高くなっている。こども基本法の

「内容を知っている（計）」は暮らし向きが“上”と回答した人で 21.0％と最も高く、次いで暮らし向

きが“中の上”と回答した人で 15.2％となっている。 

  

どんな内容かよく知っている

名前だけ聞いたことがある

どんな内容かすこし知っている

聞いたことがない

27 

 

【高校生】 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度、理解度を高校生の日々の暮らし向き別でみると、こども基本法を「聞いたこ

とがある（計）」は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 60.0％と高くなっている。こども基本法の

「内容を知っている（計）」は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 19.9％と最も高く、次いで暮ら

し向きが“上”と回答した人で 19.7％となっている。 

 

  

どんな内容かよく知っている

名前だけ聞いたことがある

どんな内容かすこし知っている

聞いたことがない
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（７）こども基本法を知ったきっかけ（多肢選択） 

※（６）こども基本法の認知度で「内容をよく知っている」、「どんな内容かすこし知っている」、

「名前だけ聞いたことがある」のいずれかと回答した人を対象 

 

【小学１～３年生】             【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法を知ったきっかけは、小学１～３年生では、「学校の先生の話」が 43.7％で最も高く、

以下、「親などの一緒に暮らしている大人の話」(32.8％)、「テレビ」(31.7％)、「友達の話」(23.3％)

となっている。 

 小学４～６年生では、「テレビ」が 36.9％で最も高く、以下、「インターネット」(32.0％)、「そ

の他の人、もの」(19.5％)、「親などの一緒に暮らしている大人の話」(19.0％)となっている。 

  

n = 634
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【中学生】                【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生では、「学校の先生の話」が 51.0％で最も高く、以下、「インターネット」(30.1％)、「テレ

ビ」(24.1％)、「学校の配布物」(14.3％)となっている。 

 高校生では、「学校の先生の話」が 56.0％で最も高く、以下、「インターネット」(22.9％)、「学校

の配布物」(17.6％)、「テレビ」(16.6％)となっている。 

 これらを踏まえると、小学４～６年生以外では「学校の先生の話」が最も高いことが分かった。一方

で、小学４～６年生では、「テレビ」、「インターネット」、「親などの一緒に暮らしている大人の話」

が高い結果となっている。中高生では、「インターネット」、「学校の配布物」、「テレビ」の割合が

他の選択肢と比べて、高い傾向にある。小学生年代では中高生年代と比べて「親などの一緒に暮らして

いる大人」がこども基本法を知ったきっかけになっていることが分かった。 

  

n = 1,311
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親などの一緒に暮らしている
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（７）こども基本法を知ったきっかけ（多肢選択） 

※（６）こども基本法の認知度で「内容をよく知っている」、「どんな内容かすこし知っている」、

「名前だけ聞いたことがある」のいずれかと回答した人を対象 

 

【小学１～３年生】             【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法を知ったきっかけは、小学１～３年生では、「学校の先生の話」が 43.7％で最も高く、

以下、「親などの一緒に暮らしている大人の話」(32.8％)、「テレビ」(31.7％)、「友達の話」(23.3％)

となっている。 

 小学４～６年生では、「テレビ」が 36.9％で最も高く、以下、「インターネット」(32.0％)、「そ

の他の人、もの」(19.5％)、「親などの一緒に暮らしている大人の話」(19.0％)となっている。 
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【中学生】                【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生では、「学校の先生の話」が 51.0％で最も高く、以下、「インターネット」(30.1％)、「テレ

ビ」(24.1％)、「学校の配布物」(14.3％)となっている。 

 高校生では、「学校の先生の話」が 56.0％で最も高く、以下、「インターネット」(22.9％)、「学校

の配布物」(17.6％)、「テレビ」(16.6％)となっている。 

 これらを踏まえると、小学４～６年生以外では「学校の先生の話」が最も高いことが分かった。一方

で、小学４～６年生では、「テレビ」、「インターネット」、「親などの一緒に暮らしている大人の話」

が高い結果となっている。中高生では、「インターネット」、「学校の配布物」、「テレビ」の割合が

他の選択肢と比べて、高い傾向にある。小学生年代では中高生年代と比べて「親などの一緒に暮らして

いる大人」がこども基本法を知ったきっかけになっていることが分かった。 

  

n = 1,311

学校の先生の話

親などの一緒に暮らしている

大人の話

兄弟姉妹などの一緒に暮らし

ているこどもの話

友達の話
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ポスター

ちらし

新聞

イベント

その他の人、もの
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＜こども基本法の理解度別のこども基本法を知ったきっかけ＞ 

【小学１～３年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法を知ったきっかけをこども基本法の理解度別でみると、小学１～３年生では、こども基

本法の“内容を知っている（計）”と回答した人は“内容を知らない（計）”と回答した人よりも 15.9

ポイント高く「学校の先生の話」と回答している。他方で、「親などの一緒に暮らしている大人の話」

という選択肢については、“内容を知らない（計）”と回答した人が“内容を知っている（計）”と回

答した人よりも 2.9ポイント高くなっている。 

 小学４～６年生では、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人は“内容を知らない

（計）”と回答した人よりも 11.8ポイント高く「新聞」と回答している。また、こども基本法の“内容

を知っている（計）”と回答した人は“内容を知らない（計）”と回答した人よりも 8.8ポイント高く

「インターネット」と回答している。 
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友
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ポ
ス
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ち
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し

新
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イ
ベ
ン
ト

そ
の
他
の
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、

も
の

672 15.8 19.0 6.8 8.6 12.2 32.0 36.9 8.3 7.6 12.5 3.7 19.5

内容を知っている（計） 245 20.4 23.3 11.0 9.4 13.1 37.6 38.4 11.8 10.2 20.0 6.1 24.1

内容を知らない（計） 427 13.1 16.6 4.4 8.2 11.7 28.8 36.1 6.3 6.1 8.2 2.3 16.9

基
本
法
の

理
解
度
別

  全  体

（％）
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ポ
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ン
ト

そ
の
他
の
人
、

も
の

634 43.7 32.8 17.4 23.3 16.6 17.0 31.7 10.9 12.3 13.7 10.9 13.4

内容を知っている（計） 282 52.5 31.2 18.8 25.5 17.0 20.2 33.3 14.2 14.9 14.2 13.8 15.6

内容を知らない（計） 352 36.6 34.1 16.2 21.6 16.2 14.5 30.4 8.2 10.2 13.4 8.5 11.6

基
本
法
の

理
解
度
別

  全  体
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【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法を知ったきっかけをこども基本法の理解度別でみると、中学生では、こども基本法の“内

容を知っている（計）”と回答した人が“内容を知らない（計）”と回答した人よりも 20.8ポイント高

く「学校の先生の話」と回答している。 

 高校生では、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人が“内容を知らない（計）”

と回答した人よりも 7.5ポイント高く「インターネット」と回答している。また、こども基本法の“内

容を知っている（計）”と回答した人が“内容を知らない（計）”と回答した人よりも 7.1ポイント高

く「学校の先生の話」も回答している。 

これらを踏まえると、すべての年代において、学校の先生の話がこども基本法の内容の理解に寄与し

ていることが考えられる。 
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1,311 51.0 7.9 2.1 4.8 14.3 30.1 24.1 5.0 4.3 4.2 1.6 12.3

内容を知っている（計） 447 64.7 11.0 3.4 8.1 14.8 33.3 26.0 6.9 5.1 6.9 3.8 13.4

内容を知らない（計） 864 43.9 6.4 1.4 3.1 14.0 28.4 23.1 3.9 3.8 2.8 0.5 11.7
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2,468 56.0 3.4 0.6 1.4 17.6 22.9 16.6 2.8 1.1 2.2 0.6 10.7

内容を知っている（計） 729 61.0 6.9 1.5 2.6 18.5 28.1 16.0 2.9 1.0 4.7 1.1 10.4

内容を知らない（計） 1,739 53.9 2.0 0.3 0.9 17.2 20.6 16.8 2.8 1.2 1.2 0.5 10.8

基
本
法
の

理
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  全  体
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＜こども基本法の理解度別のこども基本法を知ったきっかけ＞ 

【小学１～３年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法を知ったきっかけをこども基本法の理解度別でみると、小学１～３年生では、こども基

本法の“内容を知っている（計）”と回答した人は“内容を知らない（計）”と回答した人よりも 15.9

ポイント高く「学校の先生の話」と回答している。他方で、「親などの一緒に暮らしている大人の話」

という選択肢については、“内容を知らない（計）”と回答した人が“内容を知っている（計）”と回

答した人よりも 2.9ポイント高くなっている。 

 小学４～６年生では、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人は“内容を知らない

（計）”と回答した人よりも 11.8ポイント高く「新聞」と回答している。また、こども基本法の“内容

を知っている（計）”と回答した人は“内容を知らない（計）”と回答した人よりも 8.8ポイント高く

「インターネット」と回答している。 
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672 15.8 19.0 6.8 8.6 12.2 32.0 36.9 8.3 7.6 12.5 3.7 19.5

内容を知っている（計） 245 20.4 23.3 11.0 9.4 13.1 37.6 38.4 11.8 10.2 20.0 6.1 24.1

内容を知らない（計） 427 13.1 16.6 4.4 8.2 11.7 28.8 36.1 6.3 6.1 8.2 2.3 16.9
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634 43.7 32.8 17.4 23.3 16.6 17.0 31.7 10.9 12.3 13.7 10.9 13.4

内容を知っている（計） 282 52.5 31.2 18.8 25.5 17.0 20.2 33.3 14.2 14.9 14.2 13.8 15.6

内容を知らない（計） 352 36.6 34.1 16.2 21.6 16.2 14.5 30.4 8.2 10.2 13.4 8.5 11.6
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法
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【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法を知ったきっかけをこども基本法の理解度別でみると、中学生では、こども基本法の“内

容を知っている（計）”と回答した人が“内容を知らない（計）”と回答した人よりも 20.8ポイント高

く「学校の先生の話」と回答している。 

 高校生では、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人が“内容を知らない（計）”

と回答した人よりも 7.5ポイント高く「インターネット」と回答している。また、こども基本法の“内

容を知っている（計）”と回答した人が“内容を知らない（計）”と回答した人よりも 7.1ポイント高

く「学校の先生の話」も回答している。 

これらを踏まえると、すべての年代において、学校の先生の話がこども基本法の内容の理解に寄与し

ていることが考えられる。 
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1,311 51.0 7.9 2.1 4.8 14.3 30.1 24.1 5.0 4.3 4.2 1.6 12.3

内容を知っている（計） 447 64.7 11.0 3.4 8.1 14.8 33.3 26.0 6.9 5.1 6.9 3.8 13.4

内容を知らない（計） 864 43.9 6.4 1.4 3.1 14.0 28.4 23.1 3.9 3.8 2.8 0.5 11.7
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2,468 56.0 3.4 0.6 1.4 17.6 22.9 16.6 2.8 1.1 2.2 0.6 10.7

内容を知っている（計） 729 61.0 6.9 1.5 2.6 18.5 28.1 16.0 2.9 1.0 4.7 1.1 10.4

内容を知らない（計） 1,739 53.9 2.0 0.3 0.9 17.2 20.6 16.8 2.8 1.2 1.2 0.5 10.8
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16.8％ 7.0％

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

2.9

4.1 9.8 83.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  n = 4,463

43.2％ 18.2％3.8 14.4 25.0 56.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 n = 3,386

67.1％ 28.7％4.8 23.9 38.4 32.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 n = 4,301

（８）児童の権利に関する条約の認知度（単一選択） 

 

 

【小学１～３年生】 

 

 

 

 

【小学４～６年生】 

 

 

 

 

【中学生】 

 

 

 

 

【高校生】 

 

 

 

 

 

 児童の権利に関する条約の認知度は、小学１～３年生では、「聞いたことがない」が 83.2％で最も高

くなっている。「聞いたことがある（計）」は 16.8％、「内容を知っている（計）」は 7.0％となって

いる。 

 小学４～６年生では、「聞いたことがない」が 67.9％で最も高くなっている。「聞いたことがある

（計）」は 32.0％、「内容を知っている（計）」は 13.6％となっている。 

 中学生では、「聞いたことがない」が 56.8％で最も高くなっている。「聞いたことがある（計）」は

43.2％、「内容を知っている（計）」は 18.2％となっている。 

 高校生では、「名前だけ聞いたことがある」が 38.4％で最も高くなっている。「聞いたことがある

（計）」は 67.1％、「内容を知っている（計）」は 28.7％となっている。  

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

32.0％ 13.6％3.6 10.0 18.4 67.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 n = 4,213
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＜こども基本法の認知度別、こども基本法の理解度別の条約の認知度・理解度＞ 

【小学１～３年生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度を小学１～３年生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことが

ある（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 59.1％であった。

こども基本法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答

した人は 9.8％となっている。条約の認知度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答し

た人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 49.3ポイント高くな

っている。 

条約の認知度を小学１～３年生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知って

いる（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 73.0％であった。

こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と

回答した人は 12.9％となっている。条約の認知度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 60.1ポイント

高くなっている。 

 条約の理解度を小学１～３年生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことが

ある（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 34.2％であった。

こども基本法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答

した人は 2.5％となっている。条約の理解度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答し

た人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 31.7ポイント高くな

っている。 

 条約の理解度を小学１～３年生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知って

いる（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 58.8％であった。

こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と

回答した人は 3.4％となっている。条約の理解度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 55.4ポイン

ト高くなっている。  

全  体    n = 4,463

聞いたことがある（計）      n = 634

聞いたことがない    n = 3,829

内容を知っている（計）      n = 282

内容を知らない（計）    n = 4,181

内容を
知っている
（計）

聞いたこと
がある
（計）

7.0％16.8％

59.1％ 34.2％

9.8％ 2.5％

73.0％ 58.8％

12.9％ 3.4％

2.9

16.4

0.7

29.4

1.1

4.1

17.8

1.8

29.4

2.3

9.8

24.9

7.3

14.2

9.5

83.2

40.9

90.2

27.0

87.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 4,463

聞いたことがある（計） n = 634

聞いたことがない n = 3,829

内容を知っている（計） n = 282

内容を知らない（計） n = 4,181

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

基
本
法
の
認
知
度
別 

基
本
法
の
理
解
度
別 
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16.8％ 7.0％

聞いたこと
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（計）

内容を
知っている
（計）

2.9

4.1 9.8 83.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  n = 4,463

43.2％ 18.2％3.8 14.4 25.0 56.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 n = 3,386

67.1％ 28.7％4.8 23.9 38.4 32.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 n = 4,301

（８）児童の権利に関する条約の認知度（単一選択） 

 

 

【小学１～３年生】 

 

 

 

 

【小学４～６年生】 

 

 

 

 

【中学生】 

 

 

 

 

【高校生】 

 

 

 

 

 

 児童の権利に関する条約の認知度は、小学１～３年生では、「聞いたことがない」が 83.2％で最も高

くなっている。「聞いたことがある（計）」は 16.8％、「内容を知っている（計）」は 7.0％となって

いる。 

 小学４～６年生では、「聞いたことがない」が 67.9％で最も高くなっている。「聞いたことがある

（計）」は 32.0％、「内容を知っている（計）」は 13.6％となっている。 

 中学生では、「聞いたことがない」が 56.8％で最も高くなっている。「聞いたことがある（計）」は

43.2％、「内容を知っている（計）」は 18.2％となっている。 

 高校生では、「名前だけ聞いたことがある」が 38.4％で最も高くなっている。「聞いたことがある

（計）」は 67.1％、「内容を知っている（計）」は 28.7％となっている。  

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

32.0％ 13.6％3.6 10.0 18.4 67.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 n = 4,213
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＜こども基本法の認知度別、こども基本法の理解度別の条約の認知度・理解度＞ 

【小学１～３年生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度を小学１～３年生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことが

ある（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 59.1％であった。

こども基本法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答

した人は 9.8％となっている。条約の認知度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答し

た人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 49.3ポイント高くな

っている。 

条約の認知度を小学１～３年生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知って

いる（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 73.0％であった。

こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と

回答した人は 12.9％となっている。条約の認知度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 60.1ポイント

高くなっている。 

 条約の理解度を小学１～３年生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことが

ある（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 34.2％であった。

こども基本法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答

した人は 2.5％となっている。条約の理解度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答し

た人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 31.7ポイント高くな

っている。 

 条約の理解度を小学１～３年生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知って

いる（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 58.8％であった。

こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と

回答した人は 3.4％となっている。条約の理解度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 55.4ポイン

ト高くなっている。  

全  体    n = 4,463

聞いたことがある（計）      n = 634

聞いたことがない    n = 3,829

内容を知っている（計）      n = 282

内容を知らない（計）    n = 4,181

内容を
知っている
（計）

聞いたこと
がある
（計）

7.0％16.8％

59.1％ 34.2％

9.8％ 2.5％

73.0％ 58.8％

12.9％ 3.4％

2.9

16.4

0.7

29.4

1.1

4.1

17.8

1.8

29.4

2.3

9.8

24.9

7.3

14.2

9.5

83.2

40.9

90.2

27.0

87.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 4,463

聞いたことがある（計） n = 634

聞いたことがない n = 3,829

内容を知っている（計） n = 282

内容を知らない（計） n = 4,181

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

基
本
法
の
認
知
度
別 

基
本
法
の
理
解
度
別 
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【小学４～６年生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度を小学４～６年生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことが

ある（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 70.0％であった。

こども基本法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答

した人は 24.9％となっている。条約の認知度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答し

た人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 45.1ポイント高くな

っている。 

条約の認知度を小学４～６年生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知って

いる（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 87.0％であった。

こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と

回答した人は 28.7％となっている。条約の認知度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 58.3ポイント

高くなっている。 

 条約の理解度を小学４～６年生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことが

ある（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 42.0％であった。

こども基本法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答

した人は 8.3％となっている。条約の理解度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答し

た人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 33.7ポイント高くな

っている。 

 条約の理解度を小学４～６年生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知って

いる（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 63.3％であった。

こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と

回答した人は 10.6％となっている。条約の理解度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 52.7ポイン

ト高くなっている。 

  

全  体    n = 4,213

聞いたことがある（計）      n = 672

聞いたことがない    n = 3,541

内容を知っている（計）     n = 245

内容を知らない（計）    n = 3,968

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

32.0％ 13.6％

70.0％ 42.0％

24.9％ 8.3％

87.0％ 63.3％

28.7％ 10.6％

3.6

16.4

1.2

32.7

1.8

10.0

25.6

7.1

30.6

8.8

18.4

28.0

16.6

23.7

18.1

67.9

30.1

75.1

13.1

71.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 4,213

聞いたことがある（計） n = 672

聞いたことがない n = 3,541

内容を知っている（計） n = 245

内容を知らない（計） n = 3,968

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

基
本
法
の
認
知
度
別 

基
本
法
の
理
解
度
別 
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【中学生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度を中学生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 75.3％であった。こども基本

法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 23.1％

となっている。条約の認知度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と、

“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 52.2ポイント高くなっている。 

条約の認知度を中学生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 90.4％であった。こども基本

法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人

は 36.0％となっている。条約の認知度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の

割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 54.4ポイント高くなって

いる。 

 条約の理解度を中学生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 35.8％であった。こども基本

法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 7.2％

となっている。条約の理解度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と、

“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 28.6ポイント高くなっている。 

 条約の理解度を中学生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 69.4％であった。こども基本

法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人

は 10.4％となっている。条約の理解度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の

割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 59.0ポイント高くなっ

ている。 

  

全  体    n = 3,386

聞いたことがある（計）    n = 1,311

聞いたことがない    n = 2,075

内容を知っている（計）      n = 447

内容を知らない（計）    n = 2,939

23.1％ 7.2％

90.4％ 69.4％

36.0％ 10.4％

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

43.2％ 18.2％

75.3％ 35.8％

3.8

8.4

0.9

20.6

1.2

14.4

27.4

6.3

48.8

9.2

25.0

39.5

15.9

21.0

25.6

56.8

24.7

77.0

9.6

63.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 3,386

聞いたことがある（計） n = 1,311

聞いたことがない n = 2,075

内容を知っている（計） n = 447

内容を知らない（計） n = 2,939

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

基
本
法
の
認
知
度
別 

基
本
法
の
理
解
度
別 
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【小学４～６年生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度を小学４～６年生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことが

ある（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 70.0％であった。

こども基本法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答

した人は 24.9％となっている。条約の認知度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答し

た人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 45.1ポイント高くな

っている。 

条約の認知度を小学４～６年生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知って

いる（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 87.0％であった。

こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と

回答した人は 28.7％となっている。条約の認知度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人の割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 58.3ポイント

高くなっている。 

 条約の理解度を小学４～６年生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことが

ある（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 42.0％であった。

こども基本法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答

した人は 8.3％となっている。条約の理解度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答し

た人の割合と、“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 33.7ポイント高くな

っている。 

 条約の理解度を小学４～６年生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知って

いる（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 63.3％であった。

こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と

回答した人は 10.6％となっている。条約の理解度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人の割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 52.7ポイン

ト高くなっている。 

  

全  体    n = 4,213

聞いたことがある（計）      n = 672

聞いたことがない    n = 3,541

内容を知っている（計）     n = 245

内容を知らない（計）    n = 3,968

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

32.0％ 13.6％

70.0％ 42.0％

24.9％ 8.3％

87.0％ 63.3％

28.7％ 10.6％

3.6

16.4

1.2

32.7

1.8

10.0

25.6

7.1

30.6

8.8

18.4

28.0

16.6

23.7

18.1

67.9

30.1

75.1

13.1

71.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 4,213

聞いたことがある（計） n = 672

聞いたことがない n = 3,541

内容を知っている（計） n = 245

内容を知らない（計） n = 3,968

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

基
本
法
の
認
知
度
別 

基
本
法
の
理
解
度
別 
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【中学生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度を中学生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 75.3％であった。こども基本

法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 23.1％

となっている。条約の認知度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と、

“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 52.2ポイント高くなっている。 

条約の認知度を中学生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 90.4％であった。こども基本

法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人

は 36.0％となっている。条約の認知度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の

割合と“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 54.4ポイント高くなって

いる。 

 条約の理解度を中学生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 35.8％であった。こども基本

法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 7.2％

となっている。条約の理解度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と、

“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 28.6ポイント高くなっている。 

 条約の理解度を中学生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 69.4％であった。こども基本

法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人

は 10.4％となっている。条約の理解度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の

割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 59.0ポイント高くなっ

ている。 

  

全  体    n = 3,386

聞いたことがある（計）    n = 1,311

聞いたことがない    n = 2,075

内容を知っている（計）      n = 447

内容を知らない（計）    n = 2,939

23.1％ 7.2％

90.4％ 69.4％

36.0％ 10.4％

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

43.2％ 18.2％

75.3％ 35.8％

3.8

8.4

0.9

20.6

1.2

14.4

27.4

6.3

48.8

9.2

25.0

39.5

15.9

21.0

25.6

56.8

24.7

77.0

9.6

63.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 3,386

聞いたことがある（計） n = 1,311

聞いたことがない n = 2,075

内容を知っている（計） n = 447

内容を知らない（計） n = 2,939

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

基
本
法
の
認
知
度
別 

基
本
法
の
理
解
度
別 
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【高校生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度を高校生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 85.2％であった。こども基本

法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 42.8％

となっている。条約の認知度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と、

“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 42.4ポイント高くなっている。 

条約の認知度を高校生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、条約の「聞いたことがある（計）」と回答した人は 96.7％であった。こども基本

法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「聞いたことがある（計）」と回答した人

は 61.0％となっている。条約の認知度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の

割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が、35.7ポイント高くな

っている。 

 条約の理解度を高校生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 40.5％であった。こども基本

法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 12.8％

となっている。条約の理解度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と、

“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 27.7ポイント高くなっている。 

 条約の理解度を高校生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 79.6％であった。こども基本

法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人

は 18.2％となっている。条約の理解度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の

割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 61.4ポイント高くなっ

ている。 

 これらを踏まえると、こども基本法と同様に、いずれの年代においても、条約の認知度、理解度の高

低と、こども基本法の認知度、理解度の高低に一定の関連がみられた。  

全  体    n = 4,301

聞いたことがある（計）  n = 2,468

聞いたことがない    n = 1,833

内容を知っている（計）    n = 729

内容を知らない（計）    n = 3,572

61.0％

聞いたこと
がある
（計）

67.1％

85.2％

42.8％

96.7％

12.8％

79.6％

18.2％

内容を
知っている
（計）

28.7％

40.5％

4.8

7.1

1.7

20.2

1.6

23.9

33.4

11.1

59.4

16.6

38.4

44.7

30.0

17.1

42.8

32.9

14.8

57.3

3.3

39.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 4,301

聞いたことがある（計） n = 2,468

聞いたことがない n = 1,833

内容を知っている（計） n = 729

内容を知らない（計） n = 3,572

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

基
本
法
の
認
知
度
別 

基
本
法
の
理
解
度
別 
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＜日々の暮らし向き別の条約の認知度・理解度＞ 

【中学生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度、理解度を中学生の日々の暮らし向き別でみると、条約を「聞いたことがある（計）」

は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 45.8％と高くなっている。条約の「内容を知っている（計）」

は暮らし向きが“上”と回答した人で 24.7％と最も高く、次いで暮らし向きが“中の上”と回答した人

で 20.4％となっている。 

  

どんな内容かよく知っている

名前だけ聞いたことがある

どんな内容かすこし知っている

聞いたことがない
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【高校生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度を高校生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 85.2％であった。こども基本

法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 42.8％

となっている。条約の認知度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と、

“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 42.4ポイント高くなっている。 

条約の認知度を高校生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、条約の「聞いたことがある（計）」と回答した人は 96.7％であった。こども基本

法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「聞いたことがある（計）」と回答した人

は 61.0％となっている。条約の認知度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の

割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が、35.7ポイント高くな

っている。 

 条約の理解度を高校生のこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”

と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 40.5％であった。こども基本

法を“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 12.8％

となっている。条約の理解度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と、

“聞いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 27.7ポイント高くなっている。 

 条約の理解度を高校生のこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”

と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 79.6％であった。こども基本

法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人

は 18.2％となっている。条約の理解度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の

割合と、“内容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 61.4ポイント高くなっ

ている。 

 これらを踏まえると、こども基本法と同様に、いずれの年代においても、条約の認知度、理解度の高

低と、こども基本法の認知度、理解度の高低に一定の関連がみられた。  

全  体    n = 4,301

聞いたことがある（計）  n = 2,468

聞いたことがない    n = 1,833

内容を知っている（計）    n = 729

内容を知らない（計）    n = 3,572

61.0％

聞いたこと
がある
（計）

67.1％

85.2％

42.8％

96.7％

12.8％

79.6％

18.2％

内容を
知っている
（計）

28.7％

40.5％

4.8

7.1

1.7

20.2

1.6

23.9

33.4

11.1

59.4

16.6

38.4

44.7

30.0

17.1

42.8

32.9

14.8

57.3

3.3

39.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 4,301

聞いたことがある（計） n = 2,468

聞いたことがない n = 1,833

内容を知っている（計） n = 729

内容を知らない（計） n = 3,572

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

基
本
法
の
認
知
度
別 

基
本
法
の
理
解
度
別 

37 

 

＜日々の暮らし向き別の条約の認知度・理解度＞ 

【中学生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度、理解度を中学生の日々の暮らし向き別でみると、条約を「聞いたことがある（計）」

は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 45.8％と高くなっている。条約の「内容を知っている（計）」

は暮らし向きが“上”と回答した人で 24.7％と最も高く、次いで暮らし向きが“中の上”と回答した人

で 20.4％となっている。 

  

どんな内容かよく知っている

名前だけ聞いたことがある

どんな内容かすこし知っている

聞いたことがない
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【高校生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度、理解度を高校生の日々の暮らし向き別でみると、条約を「聞いたことがある（計）」

は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 69.1％と高くなっている。条約の「内容を知っている（計）」

は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 33.6％と最も高く、次いで暮らし向きが“上”と回答した人

で 29.4％となっている。 

  

どんな内容かよく知っている

名前だけ聞いたことがある

どんな内容かすこし知っている

聞いたことがない
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（９）「４原則」についての認知度（単一選択） 

 

 

【小学１～３年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いわゆる「４原則」についての認知度は、小学１～３年生では、いずれについても「聞いたことがな

い」が最も高くなっている。一方、「聞いたことがある（計）」については“すべてのこどもは、男女

などの性別や、肌の色などで差別されない”、“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができ

る”で他の２つと比べて 40％以上と高くなっている。 

 小学４～６年生では、“自分に関係のあることについて、意見や気持ちを聞いてもらえる”、“こど

もにとって最もよいことを考えてもらえる”で「聞いたことがない」が 50％前後となっている。一方、

「どんな内容かよく知っている」は“すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別されな

い”で 29.1％となっており、「聞いたことがある（計）」は“すべてのこどもは、男女などの性や、肌

の色などで差別されない”で 77.6％、“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができる”で

70.9％と他の２つと比べて高くなっている。 

  

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計） n = 4,463

自分に関係があることについて、
意見や気持ちを聞いてもらえる

34.2％ 14.2％

すべてのこどもは、健やかに
生きる・育つことができる

45.1％ 16.3％

こどもにとって最もよいこと
を考えてもらえる

33.9％ 14.1％

すべてのこどもは、男女などの性
別や、肌の色などで差別されない

40.2％ 17.6％

5.8

6.7

9.5

8.1

8.4

7.4

8.1

8.2

20.0

19.8

22.6

28.8

65.8

66.1

59.8

54.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 n = 4,213

自分に関係があることについて、
意見や気持ちを聞いてもらえる

51.2％ 19.7％

すべてのこどもは、健やかに
生きる・育つことができる

70.9％ 32.7％

こどもにとって最もよいこと
を考えてもらえる

49.8％ 19.2％

すべてのこどもは、男女などの性
別や、肌の色などで差別されない

77.6％ 47.3％

8.3

7.9

29.1

17.4

11.4

11.3

18.2

15.3

31.5

30.6

30.3

38.2

48.7

50.2

22.4

29.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【高校生】 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度、理解度を高校生の日々の暮らし向き別でみると、条約を「聞いたことがある（計）」

は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 69.1％と高くなっている。条約の「内容を知っている（計）」

は暮らし向きが“中の上”と回答した人で 33.6％と最も高く、次いで暮らし向きが“上”と回答した人

で 29.4％となっている。 

  

どんな内容かよく知っている

名前だけ聞いたことがある

どんな内容かすこし知っている

聞いたことがない
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（９）「４原則」についての認知度（単一選択） 

 

 

【小学１～３年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いわゆる「４原則」についての認知度は、小学１～３年生では、いずれについても「聞いたことがな

い」が最も高くなっている。一方、「聞いたことがある（計）」については“すべてのこどもは、男女

などの性別や、肌の色などで差別されない”、“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができ

る”で他の２つと比べて 40％以上と高くなっている。 

 小学４～６年生では、“自分に関係のあることについて、意見や気持ちを聞いてもらえる”、“こど

もにとって最もよいことを考えてもらえる”で「聞いたことがない」が 50％前後となっている。一方、

「どんな内容かよく知っている」は“すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別されな

い”で 29.1％となっており、「聞いたことがある（計）」は“すべてのこどもは、男女などの性や、肌

の色などで差別されない”で 77.6％、“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができる”で

70.9％と他の２つと比べて高くなっている。 

  

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計） n = 4,463

自分に関係があることについて、
意見や気持ちを聞いてもらえる

34.2％ 14.2％

すべてのこどもは、健やかに
生きる・育つことができる

45.1％ 16.3％

こどもにとって最もよいこと
を考えてもらえる

33.9％ 14.1％

すべてのこどもは、男女などの性
別や、肌の色などで差別されない

40.2％ 17.6％

5.8

6.7

9.5

8.1

8.4

7.4

8.1

8.2

20.0

19.8

22.6

28.8

65.8

66.1

59.8

54.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 n = 4,213

自分に関係があることについて、
意見や気持ちを聞いてもらえる

51.2％ 19.7％

すべてのこどもは、健やかに
生きる・育つことができる

70.9％ 32.7％

こどもにとって最もよいこと
を考えてもらえる

49.8％ 19.2％

すべてのこどもは、男女などの性
別や、肌の色などで差別されない

77.6％ 47.3％

8.3

7.9

29.1

17.4

11.4

11.3

18.2

15.3

31.5

30.6

30.3

38.2

48.7

50.2

22.4

29.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生では、“自分に関係があることについて、意見や気持ちを聞いてもらえる”、“こどもにとっ

て最もよいことを考えてもらえる”で「聞いたことがない」が 40％前後と他の２つと比べて高くなって

いる。一方、「どんな内容かよく知っている」は“すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色など

で差別されない”、“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができる”で 20％台となっている。

「聞いたことがある（計）」は“すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別されない”

で 76.6％、“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができる”で 74.2％と他の２つと比べて高

くなっている。 

 高校生では、「聞いたことがない」は“自分に関係があることについて、意見や気持ちを聞いてもら

える”で 43.6％、“こどもにとって最もよいことを考えてもらえる”で 45.9％と他の２つと比べて高く

なっている。一方、「聞いたことがある（計）」は“すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色な

どで差別されない”で 72.0％、“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができる”で 72.1％と

他の２つと比べて高くなっている。 

 このように、いずれの年代においても、“すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別

されない”と“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができる”の認知度、理解度が他の２つ

よりも高いことが分かった。  

すべてのこどもは、男女などの性
別や、肌の色などで差別されない

72.0％ 41.0％

すべてのこどもは、健やかに生
きる・育つことができる

72.1％ 39.7％

 n = 4,301

自分に関係があることについて、
意見や気持ちを聞いてもらえる

56.4％ 26.9％

こどもにとって最もよいこと
を考えてもらえる

54.2％ 25.2％

9.2

8.6

19.8

18.3

17.7

16.6

21.2

21.4

29.5

29.0

31.0

32.4

43.6

45.9

28.0

27.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

どんな内容かよく知っている どんな内容かすこし知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

すべてのこどもは、健やかに生
きる・育つことができる

74.2％ 44.0％

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

こどもにとって最もよいこと
を考えてもらえる

57.4％ 29.8％

すべてのこどもは、男女などの性
別や、肌の色などで差別されない

76.6％ 49.4％

 n = 3,386

自分に関係があることについて、
意見や気持ちを聞いてもらえる

62.2％ 31.8％13.1

10.8

26.6

22.3

18.7

19.0

22.8

21.7

30.4

27.6

27.2

30.2

37.8

42.6

23.4

25.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

41 

 

（10）こどもの権利だと思っているもの（多肢選択） 

【小学１～３年生】                  【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こどもの権利だと思っているものは、小学１～３年生では、「休んだり遊んだりすること」が 57.0％

で最も高く、以下、「お父さんやお母さんや一緒に暮らしている大人から、暴力やひどい扱いを受けな

いように守られること」(53.7％)、「スポーツをしたり、文化・芸術活動をしたりすること」(53.1％)、

「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができること」(50.8％)となっている。 

 小学４～６年生では、「すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別されないこと」が

76.1％で最も高く、以下、「休んだり遊んだりすること」(76.0％)、「教育を受けること」(73.1％)、

「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができること」(71.6％)となっている。 
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りすること
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から、暴力やひどい扱いを受けないように守ら

れること

体や心の調子が悪いときに、手当てを受ける

こと

生活が難しい時に、国からお金などのサポー

トを受けること

体や心を十分に成長させていけるような生活

をすること

教育を受けること

休んだり遊んだりすること

スポーツをしたり、文化・芸術活動をしたり

すること

体や心によくない危険な仕事や、教育を受けら

れなくなるような仕事をさせられないように守

られること

誰からも幸せを奪われないこと

この中にあてはまるものはない
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 中学生では、“自分に関係があることについて、意見や気持ちを聞いてもらえる”、“こどもにとっ

て最もよいことを考えてもらえる”で「聞いたことがない」が 40％前後と他の２つと比べて高くなって

いる。一方、「どんな内容かよく知っている」は“すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色など

で差別されない”、“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができる”で 20％台となっている。

「聞いたことがある（計）」は“すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別されない”

で 76.6％、“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができる”で 74.2％と他の２つと比べて高

くなっている。 

 高校生では、「聞いたことがない」は“自分に関係があることについて、意見や気持ちを聞いてもら

える”で 43.6％、“こどもにとって最もよいことを考えてもらえる”で 45.9％と他の２つと比べて高く

なっている。一方、「聞いたことがある（計）」は“すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色な

どで差別されない”で 72.0％、“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができる”で 72.1％と

他の２つと比べて高くなっている。 

 このように、いずれの年代においても、“すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別

されない”と“すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができる”の認知度、理解度が他の２つ

よりも高いことが分かった。  
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（10）こどもの権利だと思っているもの（多肢選択） 

【小学１～３年生】                  【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こどもの権利だと思っているものは、小学１～３年生では、「休んだり遊んだりすること」が 57.0％

で最も高く、以下、「お父さんやお母さんや一緒に暮らしている大人から、暴力やひどい扱いを受けな

いように守られること」(53.7％)、「スポーツをしたり、文化・芸術活動をしたりすること」(53.1％)、

「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができること」(50.8％)となっている。 

 小学４～６年生では、「すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別されないこと」が

76.1％で最も高く、以下、「休んだり遊んだりすること」(76.0％)、「教育を受けること」(73.1％)、

「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができること」(71.6％)となっている。 
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体や心の調子が悪いときに、手当てを受ける
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生活が難しい時に、国からお金などのサポー
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体や心を十分に成長させていけるような生活

をすること

教育を受けること
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スポーツをしたり、文化・芸術活動をしたり
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れなくなるような仕事をさせられないように守
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誰からも幸せを奪われないこと

この中にあてはまるものはない
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【中学生】                     【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生では、「教育を受けること」が 87.7％で最も高く、以下、「すべてのこどもは、健やかに生き

る・育つことができること」(85.6％)、「すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別さ

れないこと」(83.8％)、「休んだり遊んだりすること」(79.9％)となっている。 

 高校生では、「教育を受けること」が 88.0％で最も高く、以下、「すべてのこどもは、健やかに生き

る・育つことができること」(87.8％)、「すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別さ

れないこと」(84.5％)、「親からの暴力やひどい扱いから守られること」(81.2％)となっている。 
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を送ること

教育を受けること

休んだり遊んだりすること

スポーツ・文化・芸術活動に参加すること

体や心によくない危険な仕事や就学に支障をき

たす仕事から守られること

誰からも幸せを奪われないこと

この中にあてはまるものはない
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（11）守られていると感じるこどもの権利（多肢選択） 

【小学１～３年生】                  【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 守られていると感じるこどもの権利は、小学１～３年生では、「お父さんやお母さんや一緒に暮らし

ている大人から、暴力やひどい扱いを受けないように守られること」が 57.2％で最も高く、以下、「休

んだり遊んだりすること」(56.6％)、「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができること」

(53.7％)、「体や心の調子が悪いときに、手当てを受けること」(52.1％)となっている。 

 小学４～６年生では、「教育を受けること」が 70.5％で最も高く、以下、「すべてのこどもは、男女

などの性別や、肌の色などで差別されないこと」(65.9％)、「休んだり遊んだりすること」(64.5％)、

「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができること」(62.9％)となっている。 
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すること

体や心によくない危険な仕事や、教育を受けら

れなくなるような仕事をさせられないように守

られること

誰からも幸せを奪われないこと

この中にあてはまるものはない
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【中学生】                     【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生では、「教育を受けること」が 87.7％で最も高く、以下、「すべてのこどもは、健やかに生き

る・育つことができること」(85.6％)、「すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別さ

れないこと」(83.8％)、「休んだり遊んだりすること」(79.9％)となっている。 

 高校生では、「教育を受けること」が 88.0％で最も高く、以下、「すべてのこどもは、健やかに生き

る・育つことができること」(87.8％)、「すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別さ

れないこと」(84.5％)、「親からの暴力やひどい扱いから守られること」(81.2％)となっている。 
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（11）守られていると感じるこどもの権利（多肢選択） 

【小学１～３年生】                  【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 守られていると感じるこどもの権利は、小学１～３年生では、「お父さんやお母さんや一緒に暮らし

ている大人から、暴力やひどい扱いを受けないように守られること」が 57.2％で最も高く、以下、「休

んだり遊んだりすること」(56.6％)、「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができること」

(53.7％)、「体や心の調子が悪いときに、手当てを受けること」(52.1％)となっている。 

 小学４～６年生では、「教育を受けること」が 70.5％で最も高く、以下、「すべてのこどもは、男女

などの性別や、肌の色などで差別されないこと」(65.9％)、「休んだり遊んだりすること」(64.5％)、

「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができること」(62.9％)となっている。 
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【中学生】                     【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生では、「教育を受けること」が 78.9％で最も高く、以下、「医療・保健サービスを受けること」

(70.9％)、「休んだり遊んだりすること」(64.7％)、「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つこと

ができること」(60.2％)となっている。 

 高校生では、「教育を受けること」が 77.0％で最も高く、以下、「医療・保健サービスを受けること」

(72.7％)、「休んだり遊んだりすること」(51.7％)、「スポーツ・文化・芸術活動に参加すること」(50.0％)

となっている。 
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＜こどもの権利だと思っているものと守られていると感じるこどもの権利の比較＞ 

【小学１～３年生】                  【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「こどもの権利だと思っているもの」と「守られていると感じるこどもの権利」として選択された割

合の差を比較すると、小学１～３年生では、後者が前者より高い割合となる選択肢と、前者が後者より

高い割合となる選択肢の双方がある。「こどもにとって最もよいことを考えてもらえること」、「自分

に関係があることについて、意見や気持ちを聞いてもらえること」、「体や心によくない危険な仕事や、

教育を受けられなくなるような仕事をさせられないように守られること」は「守られていると感じるこ

どもの権利」が選ばれた割合の方が 4.0ポイント以上高くなっている。 

 小学４～６年生においても、「守られていると感じるこどもの権利」が「こどもの権利だと思ってい

るもの」より高い割合となる選択肢と、「こどもの権利だと思っているもの」が「守られていると感じ
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こども同士で集まったり、グループを作った

りすること

お父さんやお母さんや一緒に暮らしている大人か

ら、暴力やひどい扱いを受けないように守られる

こと

体や心の調子が悪いときに、手当てを受ける

こと

生活が難しい時に、国からお金などのサポー

トを受けること

体や心を十分に成長させていけるような生活

をすること

教育を受けること
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体や心によくない危険な仕事や、教育を受け
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誰からも幸せを奪われないこと
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 中学生では、「教育を受けること」が 78.9％で最も高く、以下、「医療・保健サービスを受けること」

(70.9％)、「休んだり遊んだりすること」(64.7％)、「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つこと

ができること」(60.2％)となっている。 

 高校生では、「教育を受けること」が 77.0％で最も高く、以下、「医療・保健サービスを受けること」
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＜こどもの権利だと思っているものと守られていると感じるこどもの権利の比較＞ 
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るこどもの権利」より高い割合となる選択肢の双方がある。「誰からも幸せを奪われないこと」、「休

んだり遊んだりすること」、「すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別されないこと」

は「こどもの権利だと思っているもの」が選ばれた割合の方が 10.0ポイント以上高くなっている。一方

で、「生活が難しい時に、国からお金などサポートを受けること」については、「守られていると感じ

るこどもの権利」が選ばれた割合の方が 6.0ポイント以上高くなっている。  
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 中学生では、いずれの選択肢についても、「こどもの権利だと思っているもの」として選択された割

合が、「守られていると感じるこどもの権利」として選ばれた割合よりも高くなっている。中でも、「親

からの暴力やひどい扱いから守られること」、「誰からも幸せを奪われないこと」、「すべてのこども

は、健やかに生きる・育つことができること」は 25.0ポイント以上の差がある。 

 高校生でも、中学生と同様に、いずれの選択肢についても、「こどもの権利だと思っているもの」と

して選択された割合が、「守られていると感じるこどもの権利」として選ばれた割合よりも高くなって

いる。中でも、「親からの暴力やひどい扱いから守られること」、「誰からも幸せを奪われないこと」、

「すべてのこどもは、健やかに生きる・育つことができること」は 40.0ポイント以上の差がある。 
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（12）こどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと（多肢選択） 

【小学１～３年生】                  【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こどもの権利の認知度向上のために必要だと思うことは、小学１～３年生では、「学校でこどもの権

利について学ぶ時間をつくる」が 69.2％で最も高く、以下、「学校の先生など、こどもとかかわる大人

がこどもの権利について学ぶ時間をつくる」(50.7％)、「学校以外のところでこどもの権利について学

ぶことができるところをつくる」(49.7％)、「大人がこどもの権利について学ぶ時間をつくる」(45.6％)

となっている。 

 小学４～６年生では、「学校でこどもの権利について学ぶ時間をつくる」が 77.7％で最も高く、以下、

「学校の先生など、こどもとかかわる大人がこどもの権利について学ぶ時間をつくる」(56.0％)、「テ

レビやテレビのコマーシャルを使ってみんなに知らせる」(51.9％)、「大人がこどもの権利について学

ぶ時間をつくる」(51.1％)となっている。 
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パンフレットやちらしなどを使ってみんなに知

らせる

必要だと思うことはない
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 中学生では、「学校でこどもの権利について学ぶ時間をつくる」が 77.2％で最も高く、以下、「SNS

や動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」(62.2％)、「テレビやテレビのコマーシャル

を使ってみんなに知らせる」(55.6％)、「大人がこどもの権利について学ぶ時間をつくる」(53.0％) と

なっている。 

 高校生では、「学校でこどもの権利について学ぶ時間をつくる」が 72.6％で最も高く、以下、「SNS

や動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」(63.3％)、「大人がこどもの権利について学

ぶ時間をつくる」(56.9％)、「テレビやテレビのコマーシャルを使ってみんなに知らせる」(52.1％)と

なっている。 
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（12）こどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと（多肢選択） 
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SNSや動画など、インターネットを使ってみん

なに知らせる

パンフレットやちらしなどを使ってみんなに知

らせる

必要だと思うことはない
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【中学生】                      【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生では、「学校でこどもの権利について学ぶ時間をつくる」が 77.2％で最も高く、以下、「SNS

や動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」(62.2％)、「テレビやテレビのコマーシャル

を使ってみんなに知らせる」(55.6％)、「大人がこどもの権利について学ぶ時間をつくる」(53.0％) と

なっている。 

 高校生では、「学校でこどもの権利について学ぶ時間をつくる」が 72.6％で最も高く、以下、「SNS

や動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」(63.3％)、「大人がこどもの権利について学

ぶ時間をつくる」(56.9％)、「テレビやテレビのコマーシャルを使ってみんなに知らせる」(52.1％)と

なっている。 
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＜条約の認知度、条約の理解度別のこどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと＞ 

【小学１～３年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学１～３年生では、条約の認知度、理解度に関わらず、「学校でこどもの権利について学ぶ時間を

つくる」、「学校以外のところでこどもの権利について学ぶことができるところをつくる」、「学校の

先生など、こどもとかかわる大人がこどもの権利について学ぶ時間をつくる」と回答した人の割合が他

の選択肢と比べて高くなっている。条約の認知度別でみると、必要だと思うことはいずれの選択肢につ

いても、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合が“聞いたことがない”と回答した人

の割合よりも高くなっている。条約の理解度別でみても、必要だと思うことはいずれの選択肢について

も、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合が“内容を知らない（計）”と回答した人

の割合よりも高くなっている。 
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4,463 69.2 49.7 50.7 45.6 39.5 30.8 35.7 11.0

聞いたことがある（計） 751 72.7 54.1 55.5 46.9 44.3 36.8 41.5 6.9

聞いたことがない 3,712 68.5 48.8 49.7 45.3 38.6 29.6 34.5 11.9

内容を知っている（計） 312 73.1 53.5 52.9 46.8 46.2 39.1 42.3 5.8

内容を知らない（計） 4,151 68.9 49.4 50.5 45.5 39.1 30.1 35.2 11.4
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【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学４～６年生では、条約の認知度、理解度に関わらず、「学校でこどもの権利について学ぶ時間を

つくる」と回答した人の割合が他の選択肢と比べて高くなっている。条約の認知度別でみると、必要だ

と思うことはいずれの選択肢についても、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合が“聞

いたことがない”と回答した人の割合よりも高くなっている。条約の理解度別でみても、必要だと思う

ことはいずれの選択肢についても、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合が“内容を

知らない（計）”と回答した人の割合よりも高くなっている。 
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4,213 77.7 47.7 56.0 51.1 51.9 44.7 49.9 4.6

聞いたことがある（計） 1,352 82.2 51.5 59.2 55.9 55.8 47.8 55.1 2.1

聞いたことがない 2,861 75.6 45.9 54.5 48.8 50.0 43.2 47.4 5.7

内容を知っている（計） 575 84.0 54.3 63.3 62.4 58.4 53.0 57.0 1.7

内容を知らない（計） 3,638 76.7 46.6 54.9 49.3 50.8 43.4 48.8 5.0

条
約
の
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の
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＜条約の認知度、条約の理解度別のこどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと＞ 

【小学１～３年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学１～３年生では、条約の認知度、理解度に関わらず、「学校でこどもの権利について学ぶ時間を

つくる」、「学校以外のところでこどもの権利について学ぶことができるところをつくる」、「学校の

先生など、こどもとかかわる大人がこどもの権利について学ぶ時間をつくる」と回答した人の割合が他

の選択肢と比べて高くなっている。条約の認知度別でみると、必要だと思うことはいずれの選択肢につ

いても、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合が“聞いたことがない”と回答した人

の割合よりも高くなっている。条約の理解度別でみても、必要だと思うことはいずれの選択肢について

も、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合が“内容を知らない（計）”と回答した人

の割合よりも高くなっている。 
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4,463 69.2 49.7 50.7 45.6 39.5 30.8 35.7 11.0

聞いたことがある（計） 751 72.7 54.1 55.5 46.9 44.3 36.8 41.5 6.9

聞いたことがない 3,712 68.5 48.8 49.7 45.3 38.6 29.6 34.5 11.9

内容を知っている（計） 312 73.1 53.5 52.9 46.8 46.2 39.1 42.3 5.8

内容を知らない（計） 4,151 68.9 49.4 50.5 45.5 39.1 30.1 35.2 11.4
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【小学４～６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学４～６年生では、条約の認知度、理解度に関わらず、「学校でこどもの権利について学ぶ時間を

つくる」と回答した人の割合が他の選択肢と比べて高くなっている。条約の認知度別でみると、必要だ

と思うことはいずれの選択肢についても、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合が“聞

いたことがない”と回答した人の割合よりも高くなっている。条約の理解度別でみても、必要だと思う

ことはいずれの選択肢についても、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合が“内容を

知らない（計）”と回答した人の割合よりも高くなっている。 
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聞いたことがある（計） 1,352 82.2 51.5 59.2 55.9 55.8 47.8 55.1 2.1

聞いたことがない 2,861 75.6 45.9 54.5 48.8 50.0 43.2 47.4 5.7

内容を知っている（計） 575 84.0 54.3 63.3 62.4 58.4 53.0 57.0 1.7

内容を知らない（計） 3,638 76.7 46.6 54.9 49.3 50.8 43.4 48.8 5.0
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【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生では、条約の認知度、理解度に関わらず、「学校でこどもの権利について学ぶ時間をつくる」、

「SNS や動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」と回答した人の割合が、他の選択肢と

比べて高くなっている。条約の認知度別でみると、すべての「必要だと思うこと」の選択肢について、

条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合の方が、“聞いたことがない（計）”と回答し

た人の割合よりも高くなっている。 

条約の理解度別においては、「SNS や動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」以外の選

択肢については、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合が“内容を知らない（計）”

と回答した人の割合よりも高くなっている。 
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3,386 77.2 39.3 52.5 53.0 55.6 62.2 39.1 2.9

聞いたことがある（計） 1,464 78.1 40.5 52.7 55.4 57.1 63.1 39.6 1.3

聞いたことがない 1,922 76.5 38.4 52.4 51.2 54.4 61.6 38.7 4.1

内容を知っている（計） 617 77.8 42.6 54.0 57.5 58.2 61.6 40.7 1.5

内容を知らない（計） 2,769 77.1 38.6 52.2 52.0 55.0 62.4 38.8 3.2
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【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高校生では、条約の認知度、理解度に関わらず、「学校でこどもの権利について学ぶ時間をつくる」、

「SNSや動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」と回答した人の割合が高くなっている。

条約の認知度別でみると、必要だと思うことはいずれの選択肢についても、条約を“聞いたことがある

（計）”と回答した人の割合が“聞いたことがない”と回答した人の割合よりも高くなっている。条約

の理解度別では、必要だと思うことは条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合が“内容

を知らない（計）”と回答した人の割合よりも高くなっている選択肢が多い。一方で、「テレビやテレ

ビのコマーシャルを使ってみんなに知らせる」、「パンフレットやチラシなどを使ってみんなに知らせ

る」と回答した人の割合は、条約の“内容を知らない（計）”と回答した人の割合が条約の“内容を知

っている（計）”と回答した人の割合よりも高くなっている。 

 

これらを踏まえると、いずれの年代においても、条約の認知度や理解度に関わらず、「学校でこど

もの権利について学ぶ時間をつくる」ことが必要だと思われていることが分かった。また、小学生年

代では、「学校の先生など、こどもとかかわる大人がこども子供の権利について学ぶ時間をつく

る」、中学生以上では「SNSや動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」ことも必要だと

思われていることが分かった。 

一方で、高校生においては「テレビやテレビのコマーシャルを使ってみんなに知らせる」、「パン

フレットやチラシなどを使ってみんなに知らせる」ことが必要だと思われている割合が、条約を理解

していない人で高くなっていたことを踏まえると、これらの手法も一定程度、活用に期待があると考

えられる。 

いずれの年代においても、条約を聞いたことがある人の方がこどもの権利条約の認知度向上のため

に何らかの啓発手法をとることを肯定的に捉えていることも分かった。 
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4,301 72.6 34.9 50.9 56.9 52.1 63.3 29.7 4.6

聞いたことがある（計） 2,885 74.3 35.4 52.2 59.1 52.7 64.7 30.1 3.2

聞いたことがない 1,416 69.1 34.0 48.2 52.5 50.9 60.5 28.9 7.5

内容を知っている（計） 1,232 73.4 36.8 55.0 62.7 50.9 63.9 28.6 3.2

内容を知らない（計） 3,069 72.3 34.2 49.3 54.6 52.6 63.1 30.2 5.1
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【中学生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中学生では、条約の認知度、理解度に関わらず、「学校でこどもの権利について学ぶ時間をつくる」、

「SNS や動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」と回答した人の割合が、他の選択肢と

比べて高くなっている。条約の認知度別でみると、すべての「必要だと思うこと」の選択肢について、

条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合の方が、“聞いたことがない（計）”と回答し

た人の割合よりも高くなっている。 

条約の理解度別においては、「SNS や動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」以外の選

択肢については、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合が“内容を知らない（計）”

と回答した人の割合よりも高くなっている。 
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3,386 77.2 39.3 52.5 53.0 55.6 62.2 39.1 2.9

聞いたことがある（計） 1,464 78.1 40.5 52.7 55.4 57.1 63.1 39.6 1.3

聞いたことがない 1,922 76.5 38.4 52.4 51.2 54.4 61.6 38.7 4.1

内容を知っている（計） 617 77.8 42.6 54.0 57.5 58.2 61.6 40.7 1.5

内容を知らない（計） 2,769 77.1 38.6 52.2 52.0 55.0 62.4 38.8 3.2

条
約
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認

知
度
別

条
約
の
理

解
度
別

  全  体
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【高校生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高校生では、条約の認知度、理解度に関わらず、「学校でこどもの権利について学ぶ時間をつくる」、

「SNSや動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」と回答した人の割合が高くなっている。

条約の認知度別でみると、必要だと思うことはいずれの選択肢についても、条約を“聞いたことがある

（計）”と回答した人の割合が“聞いたことがない”と回答した人の割合よりも高くなっている。条約

の理解度別では、必要だと思うことは条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合が“内容

を知らない（計）”と回答した人の割合よりも高くなっている選択肢が多い。一方で、「テレビやテレ

ビのコマーシャルを使ってみんなに知らせる」、「パンフレットやチラシなどを使ってみんなに知らせ

る」と回答した人の割合は、条約の“内容を知らない（計）”と回答した人の割合が条約の“内容を知

っている（計）”と回答した人の割合よりも高くなっている。 

 

これらを踏まえると、いずれの年代においても、条約の認知度や理解度に関わらず、「学校でこど

もの権利について学ぶ時間をつくる」ことが必要だと思われていることが分かった。また、小学生年

代では、「学校の先生など、こどもとかかわる大人がこども子供の権利について学ぶ時間をつく

る」、中学生以上では「SNSや動画など、インターネットを使ってみんなに知らせる」ことも必要だと

思われていることが分かった。 

一方で、高校生においては「テレビやテレビのコマーシャルを使ってみんなに知らせる」、「パン

フレットやチラシなどを使ってみんなに知らせる」ことが必要だと思われている割合が、条約を理解

していない人で高くなっていたことを踏まえると、これらの手法も一定程度、活用に期待があると考

えられる。 

いずれの年代においても、条約を聞いたことがある人の方がこどもの権利条約の認知度向上のため

に何らかの啓発手法をとることを肯定的に捉えていることも分かった。 
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4,301 72.6 34.9 50.9 56.9 52.1 63.3 29.7 4.6

聞いたことがある（計） 2,885 74.3 35.4 52.2 59.1 52.7 64.7 30.1 3.2

聞いたことがない 1,416 69.1 34.0 48.2 52.5 50.9 60.5 28.9 7.5

内容を知っている（計） 1,232 73.4 36.8 55.0 62.7 50.9 63.9 28.6 3.2

内容を知らない（計） 3,069 72.3 34.2 49.3 54.6 52.6 63.1 30.2 5.1
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４ 大人向け調査 調査結果 
（１）属性 

 ①性別           ②年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢は 18～23 歳、24～39歳がそれぞれ 1,000 名、30 歳以上が 3,000 名とな

るよう回答者を割当。 

 

（２）現在の仕事（単一選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在の仕事は、「役員を含む、正規の職員・従業員（こどもに関わる仕事以外）」が 32.5％で最も高

く、以下、「無職」(20.0％)、「主婦・主夫」(12.2％)、「その他の学生（予備校生などを含む）」(10.6％)

となっている。  

n = 5,000

役員を含む、正規の職員・従業員（こどもに
関わる仕事）

役員を含む、正規の職員・従業員（こどもに
関わる仕事以外）

期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規

の職員・従業員（こどもに関わる仕事）

期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規

の職員・従業員（こどもに関わる仕事以外）

自営業主（こどもに関わる仕事）

自営業主（こどもに関わる仕事以外）

家族従業者・内職（こどもに関わる仕事）

家族従業者・内職
（こどもに関わる仕事以外）

主婦・主夫

その他の学生（予備校生などを含む）

無職

その他

4.9

32.5

2.1

9.4

0.6

3.2

0.1

0.8

12.2

10.6

20.0

3.6
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な
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・
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か
ら
な

い
・
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く
な
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）

5,000 2,484 2,480 36

100.0 49.7 49.6 0.7

上段：実数、下段：％
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数
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ｎ
）

1
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、

1
9
歳

2
0
歳
代

3
0
歳
代

4
0
歳
代

5
0
歳
代

6
0
歳
代

7
0
歳
代

8
0
歳
以
上

5,000 103 1,897 500 500 500 500 500 500

100.0 2.1 37.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

上段：実数、下段：％
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（３）居住地域（単一選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 居住地域は、「南関東」が 34.6％で最も高く、以下、「近畿」(19.5％)、「東海」(11.9％)、「九州」

(6.6％)となっている。 

 

 

（４）同居家族（多肢選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同居家族は、「配偶者」が 45.4％で最も高く、以下、「母」(24.6％)、「子」(24.4％)、「父」(19.6％)

となっている。一方、「同居している人はいない」は 25.6％となっている。 

 

 

  

n = 5,000

配偶者

子

父

母

祖父

祖母

孫

兄弟姉妹

その他の人

同居している人はいない

45.4

24.4

19.6

24.6

1.3

2.4

1.4

11.9

1.0

25.6

0 10 20 30 40 50
(%)
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４ 大人向け調査 調査結果 
（１）属性 

 ①性別           ②年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢は 18～23 歳、24～39歳がそれぞれ 1,000 名、30 歳以上が 3,000 名とな

るよう回答者を割当。 

 

（２）現在の仕事（単一選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在の仕事は、「役員を含む、正規の職員・従業員（こどもに関わる仕事以外）」が 32.5％で最も高

く、以下、「無職」(20.0％)、「主婦・主夫」(12.2％)、「その他の学生（予備校生などを含む）」(10.6％)

となっている。  

n = 5,000

役員を含む、正規の職員・従業員（こどもに
関わる仕事）

役員を含む、正規の職員・従業員（こどもに
関わる仕事以外）

期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規

の職員・従業員（こどもに関わる仕事）

期間従業員、契約社員、派遣社員を含む、非正規

の職員・従業員（こどもに関わる仕事以外）

自営業主（こどもに関わる仕事）

自営業主（こどもに関わる仕事以外）

家族従業者・内職（こどもに関わる仕事）

家族従業者・内職
（こどもに関わる仕事以外）

主婦・主夫

その他の学生（予備校生などを含む）

無職

その他

4.9
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上段：実数、下段：％
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（３）居住地域（単一選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 居住地域は、「南関東」が 34.6％で最も高く、以下、「近畿」(19.5％)、「東海」(11.9％)、「九州」

(6.6％)となっている。 

 

 

（４）同居家族（多肢選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同居家族は、「配偶者」が 45.4％で最も高く、以下、「母」(24.6％)、「子」(24.4％)、「父」(19.6％)

となっている。一方、「同居している人はいない」は 25.6％となっている。 
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（５）同居しているこども（末子）の就学段階（単一選択） 

※（４）同居家族で「子」と回答した人を対象 

 

 

 

 

 

(「未就学児」は０～６歳、「小学生」は７～12歳、「中学生」は 13～15歳、「高校生」は 16～18 

歳、「高校卒業以上」は 19歳以上) 

 

 同居しているこども（末子）の就学段階は、「高校卒業以上」が 43.6％で最も高く、以下、「未就学

児」(33.1％)、「小学生」(10.9％)となっている。 

 

（６）こどもとよく出かける場所（多肢選択） 

※（５）同居しているこども（末子）の就学段階で「０歳」～「18歳」のいずれかと回答した人 

を対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こどもとよく出かける場所は、「スーパー」が 63.1％で最も高く、以下、「ショッピングセンター」

(54.4％)、「公園」(38.6％)、「回転寿司」(37.7％)となっている。  

n = 689

スーパー

コンビニ

ショッピングセンター

デパート

ファミリーレストラン

回転寿司

ファストフード店

図書館

塾・予備校

公園

児童館・ユースセンター

病院

公共交通機関（電車）

公共交通機関（バス）

わからない

よく行く場所はない

63.1

31.5

54.4

10.2

32.4

37.7

33.1

15.1

3.6

38.6

10.7

18.1

11.3

5.2

0.7

10.4

0 20 40 60 80 100

(%)
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＜同居しているこども（末子）の就学段階別のこどもとよく出かける場所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同居しているこども（末子）の就学段階別でみると、「スーパー」、「ショッピングセンター」、「公

園」はこどもの就学段階が下がるほど高くなっている。「スーパー」は未就学児で 73.6％、小学生で

64.7％と他と比べて高くなっている。「ショッピングセンター」も未就学児で 59.0％、小学生で 56.4％

と他と比べて高くなっている。「回転寿司」は小学生で他の年代と比べて 51.9％と高くなっている。一

方、「よく行く場所はない」は中学生で 23.8％、高校生で 25.4％となっている。 
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校
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園

689 63.1 31.5 54.4 10.2 32.4 37.7 33.1 15.1 3.6 38.6

未就学児 405 73.6 30.6 59.0 10.1 31.4 33.8 31.9 18.5 1.7 52.1

小学生 133 64.7 38.3 56.4 11.3 41.4 51.9 42.1 16.5 7.5 35.3

中学生 84 36.9 26.2 44.0 9.5 28.6 38.1 28.6 6.0 7.1 8.3

高校生 67 29.9 29.9 35.8 9.0 25.4 32.8 28.4 3.0 3.0 1.5
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査
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病
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）
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い

よ
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689 10.7 18.1 11.3 5.2 0.7 10.4

未就学児 405 16.3 21.7 11.9 5.7 0.2 6.7

小学生 133 5.3 14.3 15.0 5.3 0.8 6.0

中学生 84 1.2 13.1 7.1 7.1 0.0 23.8

高校生 67 0.0 10.4 6.0 0.0 4.5 25.4

  全  体
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（５）同居しているこども（末子）の就学段階（単一選択） 

※（４）同居家族で「子」と回答した人を対象 

 

 

 

 

 

(「未就学児」は０～６歳、「小学生」は７～12歳、「中学生」は 13～15歳、「高校生」は 16～18 

歳、「高校卒業以上」は 19歳以上) 

 

 同居しているこども（末子）の就学段階は、「高校卒業以上」が 43.6％で最も高く、以下、「未就学

児」(33.1％)、「小学生」(10.9％)となっている。 

 

（６）こどもとよく出かける場所（多肢選択） 

※（５）同居しているこども（末子）の就学段階で「０歳」～「18歳」のいずれかと回答した人 

を対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こどもとよく出かける場所は、「スーパー」が 63.1％で最も高く、以下、「ショッピングセンター」

(54.4％)、「公園」(38.6％)、「回転寿司」(37.7％)となっている。  

n = 689
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児童館・ユースセンター
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わからない

よく行く場所はない
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＜同居しているこども（末子）の就学段階別のこどもとよく出かける場所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同居しているこども（末子）の就学段階別でみると、「スーパー」、「ショッピングセンター」、「公

園」はこどもの就学段階が下がるほど高くなっている。「スーパー」は未就学児で 73.6％、小学生で

64.7％と他と比べて高くなっている。「ショッピングセンター」も未就学児で 59.0％、小学生で 56.4％

と他と比べて高くなっている。「回転寿司」は小学生で他の年代と比べて 51.9％と高くなっている。一

方、「よく行く場所はない」は中学生で 23.8％、高校生で 25.4％となっている。 
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（７）日々の情報収集源（多肢選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日々の情報収集源は、「テレビ」が 69.7％で最も高く、以下、「SNS」(53.1％)、「SNS、動画共有サ

イトを除くインターネット」(38.7％)、「家族、友人、知人など」(33.8％)となっている。 

 

＜同居しているこども（末子）の就学段階別の日々の情報収集源＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同居しているこども（末子）の就学段階別でみると、「SNS」、「動画共有サイト」はこどもの就学段

階が下がるほど高く、「SNS」は未就学児で 72.3％と高くなっている。「テレビ」はこどもの就学段階

に関わらず他の選択肢と比べて高い傾向にあり、高校卒業以上で 88.0％、小学生、中学生、高校生で

70％前後となっている。また、就学段階があがるにつれて、新聞の割合が上がる一方で、SNS、動画共有

サイトの割合が下がる傾向にある。 
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中学生 84 70.2 15.5 23.8 10.7 42.9 17.9 35.7 28.6 1.2
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（８）こども基本法の認知度（単一選択） 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度は、「聞いたことがない」が 43.3％で最も高く、以下、「名前だけ聞いたこと

がある」(38.5％)、「内容を少し知っている」(14.8％)、「内容をよく知っている」(3.5％)となってい

る。「聞いたことがある（計）」は 56.8％、「内容を知っている（計）は 18.3％となっている。 

 

  

    n = 5,000

56.8% 18.3%

内容を
知っている
（計）

聞いたこと
がある
（計）

3.5 14.8 38.5 43.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    n = 5,000

内容をよく知っている 内容を少し知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない



58 

 

（７）日々の情報収集源（多肢選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日々の情報収集源は、「テレビ」が 69.7％で最も高く、以下、「SNS」(53.1％)、「SNS、動画共有サ

イトを除くインターネット」(38.7％)、「家族、友人、知人など」(33.8％)となっている。 

 

＜同居しているこども（末子）の就学段階別の日々の情報収集源＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同居しているこども（末子）の就学段階別でみると、「SNS」、「動画共有サイト」はこどもの就学段

階が下がるほど高く、「SNS」は未就学児で 72.3％と高くなっている。「テレビ」はこどもの就学段階

に関わらず他の選択肢と比べて高い傾向にあり、高校卒業以上で 88.0％、小学生、中学生、高校生で

70％前後となっている。また、就学段階があがるにつれて、新聞の割合が上がる一方で、SNS、動画共有

サイトの割合が下がる傾向にある。 

  

n = 5,000

テレビ

ラジオ

新聞

書籍、雑誌

SNS

動画共有サイト

SNS、動画共有サイトを
除くインターネット

家族、友人、知人など

その他

69.7

14.4

26.5

12.6

53.1

25.0

38.7

33.8

0.1

0 20 40 60 80 100
(%)

（％）

 
調
査
数
（

ｎ
）

テ
レ
ビ

ラ
ジ
オ

新
聞

書
籍
、

雑
誌

S
N
S

動
画
共
有
サ
イ
ト

S
N
S
、

動
画
共
有

サ
イ
ト
を
除
く
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

家
族
、

友
人
、

知
人

な
ど

そ
の
他

5,000 69.7 14.4 26.5 12.6 53.1 25.0 38.7 33.8 0.1

未就学児 405 60.5 6.7 6.7 8.6 72.3 24.7 34.6 36.8 0.0

小学生 133 71.4 13.5 23.3 13.5 54.1 23.3 36.8 39.1 0.0

中学生 84 70.2 15.5 23.8 10.7 42.9 17.9 35.7 28.6 1.2

高校生 67 68.7 16.4 23.9 10.4 37.3 13.4 28.4 28.4 0.0

高校卒業以上 533 88.0 19.1 49.2 12.8 28.9 12.8 39.0 41.5 0.0

同
居
し
て
い
る
こ
ど
も

（

末
子
）

の
就
学
段
階
別

  全  体

59 

 

（８）こども基本法の認知度（単一選択） 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度は、「聞いたことがない」が 43.3％で最も高く、以下、「名前だけ聞いたこと

がある」(38.5％)、「内容を少し知っている」(14.8％)、「内容をよく知っている」(3.5％)となってい

る。「聞いたことがある（計）」は 56.8％、「内容を知っている（計）は 18.3％となっている。 
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＜性別、年齢別のこども基本法の認知度・理解度＞ 

 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別でみると、「聞いたことがある（計）」は男性が女性よりも 9.6ポイント高く、「内容を知って

いる（計）」も男性が女性よりも 6.3ポイント高くなっている。 

 年齢別でみると、18、19歳、20歳代、50歳代以上で「聞いたことがある（計）」人の割合は 50％以

上である一方、30歳代及び 40歳代は 40％台と他の年代と比べて低くなっている。また、18、19歳、20

歳代、80歳代以上で「内容を知っている（計）」人の割合は 20％台となっているが、30歳代、40歳代、

50歳代は 10％台前半となっている。 

このことから、30歳代、40歳代のこども基本法の認知度、理解度は、他の年代と比べて高くないこと

が分かる。  
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＜職業（こどもに関わる職業）別、同居しているこども（末子）の就学段階別のこども基本法の認知度・

理解度＞ 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職業（こどもに関わる職業）別でみると、こどもに関わる仕事に就いている人では、こども基本法を

「聞いたことがある（計）」と回答した人は 72.7％と、他の選択肢に該当する人と比べて高くなってい

る。また、理解度についても同様に、こどもに関わる仕事に就いている人では、こども基本法の「内容

を知っている（計）」と回答した人が 42.9％と、他の選択肢と比べて高くなっている。 

このことから、こどもに関わる職業に従事する人のこども基本法の認知度、理解度は他の選択肢と比

べて高くなっていることが分かった。 

 同居しているこども（末子）の就学段階別でみると、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と

回答した人は、未就学児、高校生、高校卒業以上のこどもと同居している人では 50％を超える一方で、

小・中学生のこどもと同居している人では、40％台にとどまっている。内容の理解度については、就学

段階ごとのポイント差は、大きくないものの、「内容を知っている（計）」と回答した人は未就学児の

こどもと同居している人で、20.8％にとどまっている。 

このことから、小・中学生のこどもと同居している親のこども基本法の認知度が、他の就学段階のこ

どもがいる親のこども基本法の認知度と比べて、相対的に低いことが分かった。  
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小・中学生のこどもと同居している人では、40％台にとどまっている。内容の理解度については、就学

段階ごとのポイント差は、大きくないものの、「内容を知っている（計）」と回答した人は未就学児の

こどもと同居している人で、20.8％にとどまっている。 

このことから、小・中学生のこどもと同居している親のこども基本法の認知度が、他の就学段階のこ

どもがいる親のこども基本法の認知度と比べて、相対的に低いことが分かった。  
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＜条約の認知度別、条約の理解度別のこども基本法の認知度・理解度＞ 

 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度を条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人

のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 85.2％であった。条約を“聞いた

ことがない”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 24.3％

となっている。こども基本法の認知度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と “聞

いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 60.9ポイント高くなっている。 

 こども基本法の認知度を条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人

のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 91.1％であった。条約の“内容を

知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 48.1％

となっている。こども基本法の認知度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合と“内

容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 43.0ポイント高くなっている。 

 こども基本法の理解度を条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人

のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 33.2％であった。条約を“聞いた

ことがない”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 1.2％

となっている。こども基本法の理解度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と“聞

いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 32.0ポイント高くなっている。 

 こども基本法の理解度を条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人

のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 70.1％であった。条約の“内容を

知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 5.2％

となっている。こども基本法の理解度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合と“内

容を知らない（計）”と回答した人の割合を比べると、前者の方が 64.9ポイント高くなっている。 

 このことから、こども基本法の認知度、理解度の高低と、条約の認知度、理解度の高低に一定の関

連がみられた。  
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内容を知っている（計）    n = 1,006
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（９）こども基本法を知ったきっかけ（多肢選択） 

※（８）こども基本法の認知度で「内容をよく知っている」、「内容か少し知っている」、「名 

前だけ聞いたことがある」のいずれかと回答した人を対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法を知ったきっかけは、「テレビ」が 47.3％で最も高く、以下、「インターネット」(35.1％)、

「新聞」(21.7％)、「学校の配布物」(10.9％)となっている。 
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＜条約の認知度別、条約の理解度別のこども基本法の認知度・理解度＞ 

 

［こども基本法の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の認知度を条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人

のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 85.2％であった。条約を“聞いた

ことがない”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 24.3％

となっている。こども基本法の認知度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と “聞

いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 60.9ポイント高くなっている。 

 こども基本法の認知度を条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人

のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 91.1％であった。条約の“内容を

知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 48.1％

となっている。こども基本法の認知度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合と“内

容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 43.0ポイント高くなっている。 

 こども基本法の理解度を条約の認知度別でみると、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人

のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 33.2％であった。条約を“聞いた

ことがない”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 1.2％

となっている。こども基本法の理解度を、条約を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と“聞

いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 32.0ポイント高くなっている。 

 こども基本法の理解度を条約の理解度別でみると、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人

のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 70.1％であった。条約の“内容を

知らない（計）”と回答した人のうち、こども基本法の「内容を知っている（計）」と回答した人は 5.2％

となっている。こども基本法の理解度を、条約の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合と“内

容を知らない（計）”と回答した人の割合を比べると、前者の方が 64.9ポイント高くなっている。 

 このことから、こども基本法の認知度、理解度の高低と、条約の認知度、理解度の高低に一定の関

連がみられた。  
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（９）こども基本法を知ったきっかけ（多肢選択） 

※（８）こども基本法の認知度で「内容をよく知っている」、「内容か少し知っている」、「名 

前だけ聞いたことがある」のいずれかと回答した人を対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法を知ったきっかけは、「テレビ」が 47.3％で最も高く、以下、「インターネット」(35.1％)、

「新聞」(21.7％)、「学校の配布物」(10.9％)となっている。 
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＜こども基本法の理解度別のこども基本法を知ったきっかけ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人のうち

「インターネット」と回答した人は 45.1％、こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人の

うち「インターネット」と回答した人は 30.4％となっている。こども基本法の“内容を知っている（計）”

が“内容を知らない（計）”よりも 14.7ポイント高くなっている。また、こども基本法の“内容を知っ

ている（計）”と回答した人のうち「学校の配布物」と回答した人は 18.2％、こども基本法の“内容を

知らない（計）”と回答した人のうち「学校の配布物」と回答した人は 7.5％となっている。こども基

本法の“内容を知っている（計）”が“内容を知らない（計）”よりも 10.7ポイント高くなっている。 

 他方で、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人のうち「テレビ」と回答した人は

43.1％、こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち「テレビ」と回答した人は 49.3％

となっている。こども基本法を知ったきっかけは、こども基本法の“内容を知っている（計）”が“内

容を知らない（計）”よりも 6.2ポイント低くなっている。 

このことから、「インターネット」、「学校の配布物」は、こども基本法の内容の理解に寄与して

いることが考えられる。 
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（10）児童の権利に関する条約の認知度（単一選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 児童の権利に関する条約の認知度は、「聞いたことがない」が 46.8％で最も高く、以下、「名前だけ

聞いたことがある」(33.1％)、「内容を少し知っている」(15.8％)、「内容をよく知っている」(4.3％)

となっている。「聞いたことがある（計）」は 53.2％、「内容を知っている（計）」は 20.1％となって

いる。 
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＜こども基本法の理解度別のこども基本法を知ったきっかけ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人のうち

「インターネット」と回答した人は 45.1％、こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人の

うち「インターネット」と回答した人は 30.4％となっている。こども基本法の“内容を知っている（計）”

が“内容を知らない（計）”よりも 14.7ポイント高くなっている。また、こども基本法の“内容を知っ

ている（計）”と回答した人のうち「学校の配布物」と回答した人は 18.2％、こども基本法の“内容を

知らない（計）”と回答した人のうち「学校の配布物」と回答した人は 7.5％となっている。こども基

本法の“内容を知っている（計）”が“内容を知らない（計）”よりも 10.7ポイント高くなっている。 

 他方で、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人のうち「テレビ」と回答した人は

43.1％、こども基本法の“内容を知らない（計）”と回答した人のうち「テレビ」と回答した人は 49.3％

となっている。こども基本法を知ったきっかけは、こども基本法の“内容を知っている（計）”が“内

容を知らない（計）”よりも 6.2ポイント低くなっている。 

このことから、「インターネット」、「学校の配布物」は、こども基本法の内容の理解に寄与して

いることが考えられる。 
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（10）児童の権利に関する条約の認知度（単一選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 児童の権利に関する条約の認知度は、「聞いたことがない」が 46.8％で最も高く、以下、「名前だけ

聞いたことがある」(33.1％)、「内容を少し知っている」(15.8％)、「内容をよく知っている」(4.3％)

となっている。「聞いたことがある（計）」は 53.2％、「内容を知っている（計）」は 20.1％となって

いる。 
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＜性別、年齢別の条約の認知度・理解度＞ 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別でみると、「聞いたことがある（計）」は男性が女性よりも 6.8ポイント高くなっている。 

 年齢別でみると、「聞いたことがある（計）」は 18、19歳、20歳代、60歳代以上で 50％以上と他

の年代と比べて高くなっている。「内容を知っている（計）」は 18、19歳で 36.9％と他の年代と比べ

て高くなっている。 

このことから、30歳代から 50歳代の条約の認知度が、他の年代と比べて低いことが分かった。 
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＜職業（こどもに関わる職業）別、同居しているこども（末子）の就学段階別の条約の認知度・理解度

＞ 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職業（こどもに関わる職業）別でみると、こどもに関わる仕事に就いている人では、条約を「聞いた

ことがある（計）」と回答した人は 73.0％と、他の選択肢に該当する人と比べて高くなっている。また、

理解度についても同様に、こどもに関わる仕事に就いている人では、条約の「内容を知っている（計）」

と回答した人が 50.0％と、他の選択肢と比べて高くなっている。 

 同居しているこども（末子）の就学段階別でみると、「聞いたことがある（計）」は未就学児、高校

卒業以上で 50％台半ばと高くなっている。「内容を知っている（計）」は未就学児で 22.7％となってい

る。 

このことから、小学生から高校生のこどもをもつ人の条約の認知度が、他の就学段階のこどもをもつ

親の条約の認知度と比べて相対的に低いことが分かった。 
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（計）

53.2% 20.1%

73.0% 50.0%

48.7% 16.7%

51.6% 13.1%

66.1% 37.1%

52.7% 13.8%

39.6% 9.9%

54.6% 22.7%

56.0% 15.8%

46.6% 13.5%

42.8% 16.6%

47.7% 14.9%

4.3

17.0

2.9

1.3

10.0

2.2

1.1

5.2

7.1

2.1

15.8

33.0

13.8

11.8

27.1

11.6

8.8

17.5

13.5

9.5

14.9

13.7

33.1

23.0

32.0

38.5

29.0

38.9

29.7

31.9

33.1

26.2

32.8

40.2

46.8

27.0

51.4

48.4

33.9

47.3

60.4

45.4

53.4

57.1

52.2

44.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 5,000

こどもに関わる仕事 n = 382

こどもに関わる仕事以外 n = 2,292

主婦・主夫 n = 611

学生（予備校生などを含む） n = 531

無職 n = 1,002

その他 n = 182

未就学児 n = 405

小学生 n = 133

中学生 n = 84

高校生 n = 67

高校卒業以上 n = 533

内容をよく知っている 内容を少し知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない
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業
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ど
も
に
関
わ
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＜性別、年齢別の条約の認知度・理解度＞ 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 性別でみると、「聞いたことがある（計）」は男性が女性よりも 6.8ポイント高くなっている。 

 年齢別でみると、「聞いたことがある（計）」は 18、19歳、20歳代、60歳代以上で 50％以上と他

の年代と比べて高くなっている。「内容を知っている（計）」は 18、19歳で 36.9％と他の年代と比べ

て高くなっている。 

このことから、30歳代から 50歳代の条約の認知度が、他の年代と比べて低いことが分かった。 

  

全  体    n = 5,000

男性    n = 2,484

女性    n = 2,480

その他       n = 36

18歳、19歳      n = 103

20歳代    n = 1,897

30歳代      n = 500

40歳代      n = 500

50歳代      n = 500

60歳代      n = 500

70歳代      n = 500

80歳代      n = 500

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

53.2% 20.1%

56.7% 22.4%

49.9% 18.0%

41.8% 11.2%

59.2% 36.9%

55.4% 26.9%

41.6% 15.8%

42.0% 11.4%

66.0% 18.6%

43.8% 13.4%

57.0% 16.4%

59.6% 16.2%

4.3

5.1

3.5

5.6

10.7

7.4

2.8

1.4

2.2

3.2

1.6

1.8

15.8

17.3

14.5

5.6

26.2

19.5

13.0

10.0

11.2

13.2

14.6

16.8

33.1

34.3

31.9

30.6

22.3

28.5

25.8

30.6

30.4

40.6

43.4

47.4

46.8

43.4

50.1

58.3

40.8

44.7

58.4

58.0

56.2

43.0

40.4

34.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 5,000

男性 n = 2,484

女性 n = 2,480

その他 n = 36

18歳、19歳 n = 103

20歳代 n = 1,897

30歳代 n = 500

40歳代 n = 500

50歳代 n = 500

60歳代 n = 500

70歳代 n = 500

80歳代 n = 500

内容をよく知っている 内容を少し知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない

性
別 

年
齢
別 
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＜職業（こどもに関わる職業）別、同居しているこども（末子）の就学段階別の条約の認知度・理解度

＞ 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職業（こどもに関わる職業）別でみると、こどもに関わる仕事に就いている人では、条約を「聞いた

ことがある（計）」と回答した人は 73.0％と、他の選択肢に該当する人と比べて高くなっている。また、

理解度についても同様に、こどもに関わる仕事に就いている人では、条約の「内容を知っている（計）」

と回答した人が 50.0％と、他の選択肢と比べて高くなっている。 

 同居しているこども（末子）の就学段階別でみると、「聞いたことがある（計）」は未就学児、高校

卒業以上で 50％台半ばと高くなっている。「内容を知っている（計）」は未就学児で 22.7％となってい

る。 

このことから、小学生から高校生のこどもをもつ人の条約の認知度が、他の就学段階のこどもをもつ

親の条約の認知度と比べて相対的に低いことが分かった。 

  

全  体    n = 5,000

こどもに関わる仕事      n = 382

こどもに関わる仕事以外    n = 2,292

主婦・主夫      n = 611

学生（予備校生などを含む）      n = 531

無職    n = 1,002

その他      n = 182

未就学児      n = 405

小学生      n = 133

中学生       n = 84

高校生       n = 67

高校卒業以上      n = 533

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

53.2% 20.1%

73.0% 50.0%

48.7% 16.7%

51.6% 13.1%

66.1% 37.1%

52.7% 13.8%

39.6% 9.9%

54.6% 22.7%

56.0% 15.8%

46.6% 13.5%

42.8% 16.6%

47.7% 14.9%

4.3

17.0

2.9

1.3

10.0

2.2

1.1

5.2

7.1

2.1

15.8

33.0

13.8

11.8

27.1

11.6

8.8

17.5

13.5

9.5

14.9

13.7

33.1

23.0

32.0

38.5

29.0

38.9

29.7

31.9

33.1

26.2

32.8

40.2

46.8

27.0

51.4

48.4

33.9

47.3

60.4

45.4

53.4

57.1

52.2

44.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 5,000

こどもに関わる仕事 n = 382

こどもに関わる仕事以外 n = 2,292

主婦・主夫 n = 611

学生（予備校生などを含む） n = 531

無職 n = 1,002

その他 n = 182

未就学児 n = 405

小学生 n = 133

中学生 n = 84

高校生 n = 67

高校卒業以上 n = 533

内容をよく知っている 内容を少し知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない
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＜職業（こどもに関わる職業）別、同居しているこども（末子）の就学段階別の条約の認知度・理解度＞
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＜こども基本法の認知度別、こども基本法の理解度別の条約の認知度・理解度＞ 

 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度をこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 79.9％であった。こども基本法を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 18.2％

となっている。条約の認知度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と“聞

いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 61.7ポイント高くなっている。 

 条約の認知度をこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 96.8％であった。こども基本法の

“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 43.5％

となっている。条約の認知度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合と“内

容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 53.3ポイント高くなっている。 

 条約の理解度をこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 32.3％であった。こども基本法を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 4.1％

となっている。条約の理解度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と“聞

いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 28.2ポイント高くなっている。 

 条約の理解度をこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 77.2％であった。こども基本法の

“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 7.4％

となっている。条約の理解度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合と“内

容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 69.8ポイント高くなっている。 

 このことから、条約の認知度、理解度の高低と、こども基本法の認知度、理解度の高低に一定の関連

がみられた。 

  

全  体    n = 5,000

聞いたことがある（計）    n = 2,837

聞いたことがない    n = 2,163

内容を知っている（計）      n = 914

内容を知らない（計）    n = 4,086

18.2% 4.1%

96.8% 77.2%

43.5% 7.4%

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

53.2% 20.1%

79.9% 32.3%

4.3

7.0

0.8

19.4

1.0

15.8

25.3

3.3

57.8

6.4

33.1

47.6

14.1

19.6

36.1

46.8

20.1

81.8

3.3

56.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体 n = 5,000

聞いたことがある（計） n = 2,837

聞いたことがない n = 2,163

内容を知っている（計） n = 914

内容を知らない（計） n = 4,086

内容をよく知っている 内容を少し知っている
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基
本
法
の
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（11）「４原則」についての認知度（単一選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いわゆる「４原則」についての認知度は、いずれの権利も「聞いたことがない」が最も高くなってい

る。「聞いたことがある（計）」は 50％以上となっており、特に“差別の禁止”で 62.5％と他と比べて

高くなっている。「内容を知っている（計）」も“差別の禁止”で 34.6％と他と比べて高くなっている。 

  

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

26.0%51.3％

29.4％57.3％

30.4％57.8％

34.6％62.5％

（３）こどもの意見の尊重

（４）こどもの最善の利益

 n = 5,000

（２）生命、生存及び発達に
      対する権利

（１）差別の禁止 9.0

7.4

6.9

6.1

25.6

23.0

22.5

19.9

27.9

27.4

27.9

25.3

37.6

42.2

42.7

48.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容をよく知っている 内容を少し知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない
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＜こども基本法の認知度別、こども基本法の理解度別の条約の認知度・理解度＞ 

 

［条約の認知度・理解度］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度をこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 79.9％であった。こども基本法を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 18.2％

となっている。条約の認知度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と“聞

いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 61.7ポイント高くなっている。 

 条約の認知度をこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 96.8％であった。こども基本法の

“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約を「聞いたことがある（計）」と回答した人は 43.5％

となっている。条約の認知度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合と“内

容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 53.3ポイント高くなっている。 

 条約の理解度をこども基本法の認知度別でみると、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回

答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 32.3％であった。こども基本法を

“聞いたことがない”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 4.1％

となっている。条約の理解度を、こども基本法を“聞いたことがある（計）”と回答した人の割合と“聞

いたことがない”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 28.2ポイント高くなっている。 

 条約の理解度をこども基本法の理解度別でみると、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回

答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 77.2％であった。こども基本法の

“内容を知らない（計）”と回答した人のうち、条約の「内容を知っている（計）」と回答した人は 7.4％

となっている。条約の理解度を、こども基本法の“内容を知っている（計）”と回答した人の割合と“内

容を知らない（計）”と回答した人の割合で比べると、前者の方が 69.8ポイント高くなっている。 

 このことから、条約の認知度、理解度の高低と、こども基本法の認知度、理解度の高低に一定の関連

がみられた。 

  

全  体    n = 5,000

聞いたことがある（計）    n = 2,837

聞いたことがない    n = 2,163

内容を知っている（計）      n = 914

内容を知らない（計）    n = 4,086

18.2% 4.1%

96.8% 77.2%

43.5% 7.4%

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

53.2% 20.1%

79.9% 32.3%

4.3
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1.0

15.8

25.3

3.3

57.8

6.4
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47.6

14.1

19.6

36.1

46.8

20.1

81.8

3.3

56.5
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全 体 n = 5,000

聞いたことがある（計） n = 2,837

聞いたことがない n = 2,163

内容を知っている（計） n = 914

内容を知らない（計） n = 4,086

内容をよく知っている 内容を少し知っている
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（11）「４原則」についての認知度（単一選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いわゆる「４原則」についての認知度は、いずれの権利も「聞いたことがない」が最も高くなってい

る。「聞いたことがある（計）」は 50％以上となっており、特に“差別の禁止”で 62.5％と他と比べて

高くなっている。「内容を知っている（計）」も“差別の禁止”で 34.6％と他と比べて高くなっている。 

  

聞いたこと
がある
（計）

内容を
知っている
（計）

26.0%51.3％

29.4％57.3％

30.4％57.8％

34.6％62.5％

（３）こどもの意見の尊重

（４）こどもの最善の利益

 n = 5,000

（２）生命、生存及び発達に
      対する権利

（１）差別の禁止 9.0

7.4

6.9

6.1

25.6

23.0

22.5

19.9

27.9

27.4

27.9

25.3

37.6

42.2

42.7

48.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容をよく知っている 内容を少し知っている

名前だけ聞いたことがある 聞いたことがない
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（12）こどもの権利だと思っているもの（多肢選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こどもの権利だと思っているものは、「教育を受けること」が 70.5％で最も高く、以下、「すべての

こどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別されないこと」(69.4％)、「すべてのこどもは、健や

かに生きる・育つことができること」(68.7％)、「医療・保健サービスを受けること」(61.6％)となっ

ている。 

 

 

  

n = 5,000

すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の

色などで差別されないこと

こどもにとって最もよいことを考えてもらえ

ること

すべてのこどもは、健やかに生きる・育つこ

とができること

自分に関係があることについて、意見や気持

ちを聞いてもらえること

こども同士で集まったり、活動のためのグ

ループを作ったりすること

親などの一緒に暮らしている大人からの暴力

やひどい扱いから守られること

医療・保健サービスを受けること

生活が難しい場合に、国からお金などのサ

ポートを受けること

心や体を十分に成長させていけるような生活

を送ること

教育を受けること

休んだり遊んだりすること

スポーツ・文化・芸術活動に参加すること

心や体によくない危険な仕事や就学に支障を

きたす仕事から守られること

誰からも幸せを奪われないこと

この中にあてはまるものはない

69.4

36.4

68.7

41.5

34.3

61.1

61.6

49.4

55.7

70.5

46.6

44.2

47.4

53.5
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（13）守られていると感じるこどもの権利（多肢選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 守られていると感じるこどもの権利は、「教育を受けること」が 58.9％で最も高く、以下、「医療・

保健サービスを受けること」(53.2％)、次いで「すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで

差別されないこと」(29.9％)、「生活が難しい場合に、国からお金などのサポートを受けること」(29.6％)

となっている。 

 

  

n = 5,000

すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の

色などで差別されないこと

こどもにとって最もよいことを考えてもらえ

ること

すべてのこどもは、健やかに生きる・育つこ

とができること

自分に関係があることについて、意見や気持

ちを聞いてもらえること

こども同士で集まったり、活動のためのグ

ループを作ったりすること

親などの一緒に暮らしている大人からの暴力

やひどい扱いから守られること

医療・保健サービスを受けること

生活が難しい場合に、国からお金などのサ

ポートを受けること

心や体を十分に成長させていけるような生活

を送ること

教育を受けること

休んだり遊んだりすること

スポーツ・文化・芸術活動に参加すること

心や体によくない危険な仕事や就学に支障を

きたす仕事から守られること

誰からも幸せを奪われないこと

この中にあてはまるものはない
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（12）こどもの権利だと思っているもの（多肢選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こどもの権利だと思っているものは、「教育を受けること」が 70.5％で最も高く、以下、「すべての

こどもは、男女などの性別や、肌の色などで差別されないこと」(69.4％)、「すべてのこどもは、健や

かに生きる・育つことができること」(68.7％)、「医療・保健サービスを受けること」(61.6％)となっ

ている。 
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（13）守られていると感じるこどもの権利（多肢選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 守られていると感じるこどもの権利は、「教育を受けること」が 58.9％で最も高く、以下、「医療・

保健サービスを受けること」(53.2％)、次いで「すべてのこどもは、男女などの性別や、肌の色などで

差別されないこと」(29.9％)、「生活が難しい場合に、国からお金などのサポートを受けること」(29.6％)
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＜こどもの権利だと思っているものと守られていると感じるこどもの権利の比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いずれの選択肢についても、「こどもの権利だと思っているもの」として選択された割合が、「守ら

れていると感じるこどもの権利」として選ばれた割合よりも高くなっている。特に、「すべてのこども

は、健やかに生きる・育つことができること」が 40.6ポイントの差がある。「すべてのこどもは、男女

などの性別や、肌の色などで差別されないこと」、「親などの一緒に暮らしている大人からの暴力やひ

どい扱いから守られること」、「誰からも幸せを奪われないこと」、「心や体を十分に成長させていけ

るような生活を送ること」も 30.0ポイント以上の差がある。 
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（14）こどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと（多肢選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こどもの権利の認知度向上のために必要だと思うことは、「こどもたち自身が学校でこどもの権利に

ついて学ぶ時間を増やす」が 51.9％で最も高く、以下、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」

(49.3％)、「こどもと関わる大人が研修等でこどもの権利について学ぶ機会を増やす」(43.7％)、「大

人が講演会やイベント等でこどもの権利について学ぶ機会を増やす」(39.7％)となっている。 

  

n = 5,000
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て学ぶ時間を増やす

こどもたち自身が講演会やイベント等でこど

もの権利について学ぶ機会を増やす

こどもと関わる大人が研修等でこどもの権利

について学ぶ機会を増やす

大人が講演会やイベント等でこどもの権利に

ついて学ぶ機会を増やす

大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす

テレビ番組やテレビCMを活用した広報活動を

拡充する

SNSや動画共有サイト、インターネットを活

用した広報活動を拡充する

パンフレットやちらしなどの印刷物を用いた

広報活動を拡充する

その他

必要だと思うことはない
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43.7
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＜こどもの権利だと思っているものと守られていると感じるこどもの権利の比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いずれの選択肢についても、「こどもの権利だと思っているもの」として選択された割合が、「守ら

れていると感じるこどもの権利」として選ばれた割合よりも高くなっている。特に、「すべてのこども

は、健やかに生きる・育つことができること」が 40.6ポイントの差がある。「すべてのこどもは、男女

などの性別や、肌の色などで差別されないこと」、「親などの一緒に暮らしている大人からの暴力やひ

どい扱いから守られること」、「誰からも幸せを奪われないこと」、「心や体を十分に成長させていけ

るような生活を送ること」も 30.0ポイント以上の差がある。 
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こどもにとって最もよいことを考えてもらえ
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すべてのこどもは、健やかに生きる・育つこ

とができること

自分に関係があることについて、意見や気持

ちを聞いてもらえること

こども同士で集まったり、活動のためのグ

ループを作ったりすること

親などの一緒に暮らしている大人からの暴力

やひどい扱いから守られること

医療・保健サービスを受けること

生活が難しい場合に、国からお金などのサ

ポートを受けること

心や体を十分に成長させていけるような生活

を送ること

教育を受けること

休んだり遊んだりすること

スポーツ・文化・芸術活動に参加すること

心や体によくない危険な仕事や就学に支障を

きたす仕事から守られること

誰からも幸せを奪われないこと
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（14）こどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと（多肢選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こどもの権利の認知度向上のために必要だと思うことは、「こどもたち自身が学校でこどもの権利に

ついて学ぶ時間を増やす」が 51.9％で最も高く、以下、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」

(49.3％)、「こどもと関わる大人が研修等でこどもの権利について学ぶ機会を増やす」(43.7％)、「大

人が講演会やイベント等でこどもの権利について学ぶ機会を増やす」(39.7％)となっている。 

  

n = 5,000

こどもたち自身が学校でこどもの権利につい

て学ぶ時間を増やす

こどもたち自身が講演会やイベント等でこど

もの権利について学ぶ機会を増やす

こどもと関わる大人が研修等でこどもの権利

について学ぶ機会を増やす

大人が講演会やイベント等でこどもの権利に
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大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす

テレビ番組やテレビCMを活用した広報活動を

拡充する

SNSや動画共有サイト、インターネットを活

用した広報活動を拡充する

パンフレットやちらしなどの印刷物を用いた

広報活動を拡充する

その他

必要だと思うことはない
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＜年齢別のこどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、条約の認知度が比較的他年代と比べて低い傾向にあった 30歳代（p.65参照）では、

「SNS や動画共有サイト、インターネットを活用した広報活動を拡充する」が全体の値と比べて高くな

っている。30歳代と同様に、条約の認知度が比較的に低い傾向にあった 40歳代では「こどもたち自身

が学校でこどもの権利について学ぶ時間を増やす」、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」が全

体の値と比べてやや高くなっている。 

全体では、「こどもたち自身が学校でこどもの権利について学ぶ時間を増やす」こと、「こどもと

関わる大人が研修等でこどもの権利について学ぶ機会を増やす」ことが必要だと思われている。一方

で、条約の認知度が比較的に低い 30歳代、40歳代では、「SNSや動画共有サイト、インターネットを

活用した広報活動を拡充する」こと、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」ことが必要だと思

われていることを踏まえると、これらの手法も一定程度、活用に期待があると考えられる。 
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5,000 51.9 28.3 43.7 39.7 49.3 39.4 34.7 21.1 0.8 13.1

18、19歳 103 57.3 35.0 39.8 42.7 57.3 37.9 39.8 18.4 2.9 10.7

20歳代 1,897 41.5 23.5 34.2 33.4 44.0 33.6 35.5 17.1 0.7 17.3

30歳代 500 51.0 26.2 39.2 37.0 47.6 37.4 37.2 19.0 0.4 15.8

40歳代 500 54.0 27.8 39.2 35.4 50.0 37.4 33.6 17.0 0.6 14.0

50歳代 500 52.0 28.6 45.4 38.6 47.6 41.2 33.6 21.6 1.0 13.0

60歳代 500 57.2 29.0 55.0 44.2 52.4 44.0 33.2 20.8 1.0 9.8

70歳代 500 67.8 35.8 57.0 50.0 56.0 51.0 33.4 29.2 0.4 5.4

80歳以上 500 67.4 39.4 63.6 56.0 61.0 47.6 33.4 34.6 1.0 4.6

  全  体

年
齢
別
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＜職業（こどもに関わる職業）別、同居しているこども（末子）の就学段階別のこどもの権利の認知度

向上のために必要だと思うこと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職業（こどもに関わる職業）別でみると、こどもに関わる職業に従事している人では「大人とこども

が一緒に学ぶ機会を増やす」が最も高くなっている。一方、こどもに関わる職業以外に従事している人

では「こどもたち自身が学校でこどもの権利について学ぶ時間を増やす」、「大人とこどもが一緒に学

ぶ機会を増やす」が他の選択肢と比べて高くなっている。 

 同居しているこども（末子）の就学段階別でみると、「こどもたち自身が学校でこどもの権利につい

て学ぶ時間を増やす」は、こどもの就学段階が未就学児、高校生の人以外で最も高くなっている。こど

もの就学段階が高校生の人では、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」が最も高くなっている。 

 これらを踏まえると、職業、こどもの就学段階に関わらず、「こどもたち自身が学校でこどもの権利

について学ぶ時間を増やす」こと、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」ことが必要だと思われ

ていることが分かった。 
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5,000 51.9 28.3 43.7 39.7 49.3 39.4 34.7 21.1 0.8 13.1

こどもに関わる仕事 382 42.9 25.9 41.4 38.0 49.0 35.6 35.3 18.6 1.3 10.7

こどもに関わる仕事以外 2,292 48.7 26.7 40.3 37.4 48.1 38.0 35.3 19.2 0.6 13.8

主婦・主夫 611 63.5 32.6 48.8 42.2 55.2 44.7 33.1 23.9 0.3 9.5

学生（予備校生などを含
む）

531 48.2 24.3 39.2 35.8 44.6 37.1 36.7 17.7 0.8 14.3

無職 1,002 56.9 31.5 52.1 46.2 51.1 42.6 32.5 26.3 1.2 13.1

その他 182 54.4 33.5 42.3 38.5 50.5 35.2 38.5 21.4 1.1 16.5

未就学児 405 54.1 26.4 39.0 41.0 57.3 41.0 39.0 21.7 0.7 10.4

小学生 133 59.4 29.3 38.3 38.3 48.1 36.8 30.1 16.5 0.0 11.3

中学生 84 56.0 29.8 40.5 34.5 50.0 42.9 38.1 27.4 0.0 11.9

高校生 67 53.7 28.4 34.3 29.9 55.2 47.8 32.8 20.9 1.5 3.0

高校卒業以上 533 61.7 32.8 51.4 43.7 54.8 46.2 31.7 24.4 0.6 7.5
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＜年齢別のこどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年齢別でみると、条約の認知度が比較的他年代と比べて低い傾向にあった 30歳代（p.65参照）では、

「SNS や動画共有サイト、インターネットを活用した広報活動を拡充する」が全体の値と比べて高くな

っている。30歳代と同様に、条約の認知度が比較的に低い傾向にあった 40歳代では「こどもたち自身

が学校でこどもの権利について学ぶ時間を増やす」、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」が全

体の値と比べてやや高くなっている。 

全体では、「こどもたち自身が学校でこどもの権利について学ぶ時間を増やす」こと、「こどもと

関わる大人が研修等でこどもの権利について学ぶ機会を増やす」ことが必要だと思われている。一方

で、条約の認知度が比較的に低い 30歳代、40歳代では、「SNSや動画共有サイト、インターネットを

活用した広報活動を拡充する」こと、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」ことが必要だと思

われていることを踏まえると、これらの手法も一定程度、活用に期待があると考えられる。 
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5,000 51.9 28.3 43.7 39.7 49.3 39.4 34.7 21.1 0.8 13.1

18、19歳 103 57.3 35.0 39.8 42.7 57.3 37.9 39.8 18.4 2.9 10.7

20歳代 1,897 41.5 23.5 34.2 33.4 44.0 33.6 35.5 17.1 0.7 17.3

30歳代 500 51.0 26.2 39.2 37.0 47.6 37.4 37.2 19.0 0.4 15.8

40歳代 500 54.0 27.8 39.2 35.4 50.0 37.4 33.6 17.0 0.6 14.0

50歳代 500 52.0 28.6 45.4 38.6 47.6 41.2 33.6 21.6 1.0 13.0

60歳代 500 57.2 29.0 55.0 44.2 52.4 44.0 33.2 20.8 1.0 9.8

70歳代 500 67.8 35.8 57.0 50.0 56.0 51.0 33.4 29.2 0.4 5.4

80歳以上 500 67.4 39.4 63.6 56.0 61.0 47.6 33.4 34.6 1.0 4.6

  全  体

年
齢
別
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＜職業（こどもに関わる職業）別、同居しているこども（末子）の就学段階別のこどもの権利の認知度

向上のために必要だと思うこと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職業（こどもに関わる職業）別でみると、こどもに関わる職業に従事している人では「大人とこども

が一緒に学ぶ機会を増やす」が最も高くなっている。一方、こどもに関わる職業以外に従事している人

では「こどもたち自身が学校でこどもの権利について学ぶ時間を増やす」、「大人とこどもが一緒に学

ぶ機会を増やす」が他の選択肢と比べて高くなっている。 

 同居しているこども（末子）の就学段階別でみると、「こどもたち自身が学校でこどもの権利につい

て学ぶ時間を増やす」は、こどもの就学段階が未就学児、高校生の人以外で最も高くなっている。こど

もの就学段階が高校生の人では、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」が最も高くなっている。 

 これらを踏まえると、職業、こどもの就学段階に関わらず、「こどもたち自身が学校でこどもの権利

について学ぶ時間を増やす」こと、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」ことが必要だと思われ

ていることが分かった。 
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5,000 51.9 28.3 43.7 39.7 49.3 39.4 34.7 21.1 0.8 13.1

こどもに関わる仕事 382 42.9 25.9 41.4 38.0 49.0 35.6 35.3 18.6 1.3 10.7

こどもに関わる仕事以外 2,292 48.7 26.7 40.3 37.4 48.1 38.0 35.3 19.2 0.6 13.8

主婦・主夫 611 63.5 32.6 48.8 42.2 55.2 44.7 33.1 23.9 0.3 9.5

学生（予備校生などを含
む）

531 48.2 24.3 39.2 35.8 44.6 37.1 36.7 17.7 0.8 14.3

無職 1,002 56.9 31.5 52.1 46.2 51.1 42.6 32.5 26.3 1.2 13.1

その他 182 54.4 33.5 42.3 38.5 50.5 35.2 38.5 21.4 1.1 16.5

未就学児 405 54.1 26.4 39.0 41.0 57.3 41.0 39.0 21.7 0.7 10.4

小学生 133 59.4 29.3 38.3 38.3 48.1 36.8 30.1 16.5 0.0 11.3

中学生 84 56.0 29.8 40.5 34.5 50.0 42.9 38.1 27.4 0.0 11.9

高校生 67 53.7 28.4 34.3 29.9 55.2 47.8 32.8 20.9 1.5 3.0

高校卒業以上 533 61.7 32.8 51.4 43.7 54.8 46.2 31.7 24.4 0.6 7.5

職
業
（

こ
ど
も
に
関
わ
る
職
業
）

別

同
居
し
て
い
る
こ
ど
も

（

末
子
）

の
就
学
段
階
別

  全  体



76 

 

＜条約の認知度別、条約の理解度別のこどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度別でみると、条約の認知度、理解度に関わらず、「こどもたち自身が学校でこどもの権

利について学ぶ時間を増やす」、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」、「こどもと関わる大人

が研修等でこどもの権利ついて学ぶ機会を増やす」、「大人が講演会やイベント等でこどもの権利につ

いて学ぶ機会を増やす」の回答が他の選択肢と比べて多くなっている。 

条約の理解度別でみると、条約の認知度、理解度に関わらず、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増

やす」、「こどもたち自身が学校でこどもの権利について学ぶ時間を増やす」、「こどもと関わる大人

が研修等でこどもの権利について学ぶ機会を増やす」、「大人が講演会やイベント等でこどもの権利つ

いて学ぶ機会を増やす」の回答が多くなっている。 

これらを踏まえると、認知度、理解度の程度によって、効果的な啓発手法について異なる認識をして

いることはないことが分かった。 
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5,000 51.9 28.3 43.7 39.7 49.3 39.4 34.7 21.1 0.8 13.1

聞いたことがある（計） 2,660 57.1 32.9 50.8 46.1 55.3 44.4 39.2 24.5 1.1 5.0

聞いたことがない 2,340 45.9 23.1 35.7 32.4 42.6 33.6 29.7 17.2 0.5 22.2

内容を知っている（計） 1,006 57.2 38.1 53.9 50.2 57.5 46.4 44.6 29.1 2.0 2.8

内容を知らない（計） 3,994 50.6 25.9 41.2 37.0 47.3 37.6 32.2 19.1 0.5 15.6

条
約
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度
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第３章 児童の権利に関する条約の普及啓発方法の検討 

１ 文献調査結果 
（１）実施概要 

①目的 

条約の普及啓発における今日的な状況を把握するとともに、普及啓発の様々な事例を収集し、普及啓

発の検討を行う際の基礎資料とする。 

 

②調査対象 

「自治体」、「民間団体」、「海外」のインターネット上に公表されている過去 10年以内のこども

の権利に関する普及啓発に向けた取組事例 

 

③調査内容 

 ・実施者 

 ・実施内容（イベント開催、啓発物の作成等） 

 ・実施対象（こども、こどもをもつ親、大人全般、福祉・教育等関係者等） 

 

（２）調査結果の概要 
 

①国、自治体（183件） ②民間団体（63件） ③海外（50件） 

実施者 

・主に市区町村 
・その他、都道府県等 

・主に非営利団体 
・その他、任意団体 
（実行委員会）等 

・主に非営利団体 
・その他、地域の機関、 
国際機関等 

対 象 ・こども・大人両方 ・こども・大人両方 ・こども 

内 容 

・イベントの実施 
・パンフレット・チラシ等 
の作成 
・こども参加型会議の開催 
 等 

・イベントの実施 
・教材、動画の作成 
・セミナーの実施等 

・イベントの実施 
・動画、教材の作成 
・こども参加型会議の開催 
 等 

内容の 
特 徴 

・こどもから大人まで、世 
代別のパンフレット・チ
ラシ等を作成し、配布や
HPへの掲載をしてい
る。 
・「子どもの権利の日」等
のイベントにおいて、講
演会、募集した絵や川柳
などの展示を行ってい
る。 
・イベントは親子で参加で
きるものなど、こどもか
ら大人まで対象としてい
る。 

・こども分野に関わる仕事
をしている人向けのパネ
ルディスカッションな
ど、大人向けのイベント
が開催されている。 
・ワークショップ教材とし
てこどもから大人まで活
用ができる啓発物が作成
されている。 

・こども本人が参画する取
組が多い。 
・こどもの権利をテーマに
したディスカッションが
行われている。 
・こども向けに、こどもの
権利の理解促進のための
アニメーションが作成さ
れている。 
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＜条約の認知度別、条約の理解度別のこどもの権利の認知度向上のために必要だと思うこと＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条約の認知度別でみると、条約の認知度、理解度に関わらず、「こどもたち自身が学校でこどもの権

利について学ぶ時間を増やす」、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増やす」、「こどもと関わる大人

が研修等でこどもの権利ついて学ぶ機会を増やす」、「大人が講演会やイベント等でこどもの権利につ

いて学ぶ機会を増やす」の回答が他の選択肢と比べて多くなっている。 

条約の理解度別でみると、条約の認知度、理解度に関わらず、「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増

やす」、「こどもたち自身が学校でこどもの権利について学ぶ時間を増やす」、「こどもと関わる大人

が研修等でこどもの権利について学ぶ機会を増やす」、「大人が講演会やイベント等でこどもの権利つ

いて学ぶ機会を増やす」の回答が多くなっている。 

これらを踏まえると、認知度、理解度の程度によって、効果的な啓発手法について異なる認識をして

いることはないことが分かった。 
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5,000 51.9 28.3 43.7 39.7 49.3 39.4 34.7 21.1 0.8 13.1

聞いたことがある（計） 2,660 57.1 32.9 50.8 46.1 55.3 44.4 39.2 24.5 1.1 5.0

聞いたことがない 2,340 45.9 23.1 35.7 32.4 42.6 33.6 29.7 17.2 0.5 22.2

内容を知っている（計） 1,006 57.2 38.1 53.9 50.2 57.5 46.4 44.6 29.1 2.0 2.8

内容を知らない（計） 3,994 50.6 25.9 41.2 37.0 47.3 37.6 32.2 19.1 0.5 15.6
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第３章 児童の権利に関する条約の普及啓発方法の検討 

１ 文献調査結果 
（１）実施概要 

①目的 

条約の普及啓発における今日的な状況を把握するとともに、普及啓発の様々な事例を収集し、普及啓

発の検討を行う際の基礎資料とする。 

 

②調査対象 

「自治体」、「民間団体」、「海外」のインターネット上に公表されている過去 10年以内のこども

の権利に関する普及啓発に向けた取組事例 

 

③調査内容 

 ・実施者 

 ・実施内容（イベント開催、啓発物の作成等） 

 ・実施対象（こども、こどもをもつ親、大人全般、福祉・教育等関係者等） 

 

（２）調査結果の概要 
 

①国、自治体（183件） ②民間団体（63件） ③海外（50件） 

実施者 

・主に市区町村 
・その他、都道府県等 

・主に非営利団体 
・その他、任意団体 
（実行委員会）等 

・主に非営利団体 
・その他、地域の機関、 
国際機関等 

対 象 ・こども・大人両方 ・こども・大人両方 ・こども 

内 容 

・イベントの実施 
・パンフレット・チラシ等 
の作成 
・こども参加型会議の開催 
 等 

・イベントの実施 
・教材、動画の作成 
・セミナーの実施等 

・イベントの実施 
・動画、教材の作成 
・こども参加型会議の開催 
 等 

内容の 
特 徴 

・こどもから大人まで、世 
代別のパンフレット・チ
ラシ等を作成し、配布や
HPへの掲載をしてい
る。 
・「子どもの権利の日」等
のイベントにおいて、講
演会、募集した絵や川柳
などの展示を行ってい
る。 
・イベントは親子で参加で
きるものなど、こどもか
ら大人まで対象としてい
る。 

・こども分野に関わる仕事
をしている人向けのパネ
ルディスカッションな
ど、大人向けのイベント
が開催されている。 
・ワークショップ教材とし
てこどもから大人まで活
用ができる啓発物が作成
されている。 

・こども本人が参画する取
組が多い。 
・こどもの権利をテーマに
したディスカッションが
行われている。 
・こども向けに、こどもの
権利の理解促進のための
アニメーションが作成さ
れている。 
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（３）参考事例 

 ①国、自治体 

 【イベントの実施】 

実施概要 
 

内  容 かわさき子どもの権利の日のつどい 

実 施 者 
主催：神奈川県川崎市、川崎市教育委員会 
実施：かわさき子どもの権利の日事業実行委員会 

共  催 － 

開催時期 令和４年 12月 10日 

開催頻度 １年に１回 

 

■取組概要 

 かわさき子どもの権利に関する条例第５条により 11月 20日を「子どもの権利の日」としてお

り、毎年「かわさき子どもの権利の日」の前後の時期に「かわさき子どもの権利の日のつどい」

を実施している。 

 令和４年度は、映画の上映会、こどもに関

わる大人を対象としたワークショップの開催

をメインイベントとし、そのほか様々なイベ

ントを行い、各イベントをまわるスタンプラ

リーを実施していた。 

 

■成果 

 当日、上映された映画は 131名の親子が鑑

賞した。ワークショップは、「子どもへの虐

待防止」についてのワークショップをロール

プレイングを交えながら、地域の大人を対象

に実施した。 

 そのほか、「出張子ども夢パーク」や「子どもの権利条約に

関するかるた体験」、書籍の展示と絵本のイラストのぬり絵、

市内の小中学生の人権ポスター展示、後述する「子どもの権利

条約フォーラム 2022 in 那覇/沖縄」のサテライト会場となる講

座の実施、「親子でふれあう音遊び」など様々なイベントを行

い、各イベントをまわるスタンプラリーには、約 100名の親子

が参加した。 

なお、令和５年度においても、同様のイベントを開催している

ことを確認している。 

  

出所：神奈川県川崎市 

■令和４年度かわさき子どもの権利の日のつどい チラシ 

■子どもの権利に関する情報紙 Titti 35号 

出所：神奈川県川崎市 
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 【パンフレット・チラシ等の作成】 

実施概要 
 

内  容 こどもの権利の広報パンフレット 

実 施 者 北海道札幌市 

共  催 － 

配布時期 常時 

配布頻度 常時 

 

■取組概要 

 こどもの権利の普及・啓発のため、こどもの年齢等に応じ、子育てのヒントや気づきにもつな

がる広報パンフレットを作成している。 

 具体的には、絵本や「KenriBook（けんりぶっく）」とよばれる日常のよくあるシーンを通し

て、こどもの権利を解説している冊子、世代別のパンフレット・チラシ等、様々な広報パンフレ

ットを作成している。 

 KenriBook（けんりぶっく）は、日常のよくあるシーンを通して、こどもの権利について説明し

た冊子となっており、絵本は、通常版を市役所の市政刊行物コーナーや子ども未来局で販売して

いるほか、大型絵本は、子育てサロンの読み聞かせなどにも活用し、貸出も行っている。 

 パンフレットは、小中学生、児童生徒の保護者に対しては、学校を通じて配布を行っている。

札幌市ホームページでは、パンフレットとあわせて、学校等でパンフレットを活用する際のポイ

ントをまとめた資料も公表している。 

 

【広報パンフレット】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・子どもの権利の絵本 

「おばけのマールとすてきなまち」 

・KenriBook（けんりぶっく） 

・小学生（4年生から 6年生）向けパンフレット 

（令和 5年 8月発行） 

・中学生向けパンフレット（令和 5年 8月発行） 

・乳幼児保護者向けリーフレット（令和 3年 3月発行） 

・リーフレット 

・子どもの権利・子どもアシストセンターPRチラシ 

・一般向けパンフレット 

・条例概要チラシ 

出所：北海道札幌市 

■子どもの権利の絵本 

「 おばけのマールとすてきなまち」 

■KenriBook（けんりぶっく） 

出所：北海道札幌市 
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 ①国、自治体 

 【イベントの実施】 

実施概要 
 

内  容 かわさき子どもの権利の日のつどい 

実 施 者 
主催：神奈川県川崎市、川崎市教育委員会 
実施：かわさき子どもの権利の日事業実行委員会 

共  催 － 

開催時期 令和４年 12月 10日 

開催頻度 １年に１回 

 

■取組概要 

 かわさき子どもの権利に関する条例第５条により 11月 20日を「子どもの権利の日」としてお

り、毎年「かわさき子どもの権利の日」の前後の時期に「かわさき子どもの権利の日のつどい」

を実施している。 

 令和４年度は、映画の上映会、こどもに関

わる大人を対象としたワークショップの開催

をメインイベントとし、そのほか様々なイベ

ントを行い、各イベントをまわるスタンプラ

リーを実施していた。 

 

■成果 

 当日、上映された映画は 131名の親子が鑑

賞した。ワークショップは、「子どもへの虐

待防止」についてのワークショップをロール

プレイングを交えながら、地域の大人を対象

に実施した。 

 そのほか、「出張子ども夢パーク」や「子どもの権利条約に

関するかるた体験」、書籍の展示と絵本のイラストのぬり絵、

市内の小中学生の人権ポスター展示、後述する「子どもの権利

条約フォーラム 2022 in 那覇/沖縄」のサテライト会場となる講

座の実施、「親子でふれあう音遊び」など様々なイベントを行

い、各イベントをまわるスタンプラリーには、約 100名の親子

が参加した。 

なお、令和５年度においても、同様のイベントを開催している

ことを確認している。 

  

出所：神奈川県川崎市 

■令和４年度かわさき子どもの権利の日のつどい チラシ 

■子どもの権利に関する情報紙 Titti 35号 

出所：神奈川県川崎市 

79 

 

 【パンフレット・チラシ等の作成】 

実施概要 
 

内  容 こどもの権利の広報パンフレット 

実 施 者 北海道札幌市 

共  催 － 

配布時期 常時 

配布頻度 常時 

 

■取組概要 

 こどもの権利の普及・啓発のため、こどもの年齢等に応じ、子育てのヒントや気づきにもつな

がる広報パンフレットを作成している。 

 具体的には、絵本や「KenriBook（けんりぶっく）」とよばれる日常のよくあるシーンを通し

て、こどもの権利を解説している冊子、世代別のパンフレット・チラシ等、様々な広報パンフレ

ットを作成している。 

 KenriBook（けんりぶっく）は、日常のよくあるシーンを通して、こどもの権利について説明し

た冊子となっており、絵本は、通常版を市役所の市政刊行物コーナーや子ども未来局で販売して

いるほか、大型絵本は、子育てサロンの読み聞かせなどにも活用し、貸出も行っている。 

 パンフレットは、小中学生、児童生徒の保護者に対しては、学校を通じて配布を行っている。

札幌市ホームページでは、パンフレットとあわせて、学校等でパンフレットを活用する際のポイ

ントをまとめた資料も公表している。 

 

【広報パンフレット】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・子どもの権利の絵本 

「おばけのマールとすてきなまち」 

・KenriBook（けんりぶっく） 

・小学生（4年生から 6年生）向けパンフレット 

（令和 5年 8月発行） 

・中学生向けパンフレット（令和 5年 8月発行） 

・乳幼児保護者向けリーフレット（令和 3年 3月発行） 

・リーフレット 

・子どもの権利・子どもアシストセンターPRチラシ 

・一般向けパンフレット 

・条例概要チラシ 

出所：北海道札幌市 

■子どもの権利の絵本 

「 おばけのマールとすてきなまち」 

■KenriBook（けんりぶっく） 

出所：北海道札幌市 



80 

 

■成果 

 「平成 30年度 札幌市子どもに関する実態・意識調査」では、「子どもの権利」を「聞いたこ

とがある（「聞いたことがあり、内容もある程度知っている」＋「聞いたことがあり、内容を少

しだけ知っている」＋「聞いたことはあるが、内容はわからない」）」は大人で 61.0％、こども

で 61.4％となっていた。 

 「子どもの権利」を知った理由は、大人で「その他のパンフレットなど」が 20.4％、「学校で

配られたパンフレット」が 18.3％となっており、こどもでは「学校で配られたパンフレット」が

47.6％となっていた。 

 

 

 

実施概要 
 

内  容 こどもの人権に関する啓発冊子の作成 

実 施 者 法務省人権擁護局、全国人権擁護委員連合会 

共  催 － 

配布時期 常時 

配布頻度 常時 

 

■取組概要 

 法務省人権擁護局と全国人権擁護委員連合会が共同で、こどもの人権に関する啓発冊子を作成

している。 

 具体的には、条約の内容を平易に解説した啓発冊子「よくわかる！こどもの権利条約」や、人

権についてまとめたマンガ「みんなともだち マンガで考える『人権』」などを作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの啓発冊子は、法務省のホームページで公表するとともに、全国の人権擁護委員が中心とな

って、いじめ等について考える機会を設けることによって、相手への思いやりの心や生命の尊さを体

得してもらうことなどを目的として実施している人権教室などで活用されている。  

出所：法務省 

■よくわかる！こどもの権利条約 ■みんなともだち マンガで考える「人権」 

出所：法務省 
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 【こども参加型会議の開催】 

実施概要 
 

内  容 たじみ子ども会議 

実 施 者 主催：たじみ子ども会議☆子どもスタッフ、多治見市 

共  催 － 

開催時期 令和４年 11月 27日 

開催頻度 １年に１回 

 

■取組概要 

 条約の中の「意見表明をする権利」を保障し、市政に子どもの意見を反映する目的で平成 11年度

から会議が開催されていた。子どもたちの身近な生活における気持ちや考えについて、子どもたち

に必要だと思うこと、大人に望むこと、自分たちがしたいことなどについて、自由に意見を表明す

る場として活用されていた。 

 平成 15 年９月に制定された「多治見市子どもの権利に関する条

例」に、子どもが市の政策やまちづくりに意見表明や参加をする制

度として、「たじみ子ども会議」が規定された。 

 令和４年度に開催された「第 25回 たじみ子ども会議」では、「SDGs 

でつくる未来～自分のよさを見つけませんか～」をタイトルに掲げ、

意見交換をしている。このタイトルは、毎月実施されている「たじ

み子ども会議☆子どもスタッフ会議」の中で、「エコ活動」と「自

分のよさ見つけ」について話しあいたいという意見から、決定した。 

 会議の進め方や当日の運営にも関わる「子どもスタッフ」として

調査時点（令和５年 11月 21日）で、小学４年生～高校３年生のこ

どもを募集している。さらに、子どもスタッフの活動を支援する「た

じみ子ども会議サポーター」（18歳以上(概ね 20歳代)）も募集し

ている。（令和５年 11月現在）。 

 

■成果 

 当日の議論の結果は、子どもスタッフが「第 25 回たじみ子ども

会議意見書」にまとめている。これに対して、年度によっては、市

が作成した「提言への対応」が公表されている。 

 

 

 

 

  

■たじみ子ども会議 子どもスタッフ 

募集チラシ（令和５年） 

出所：岐阜県多治見市 

■第 25回たじみ子ども会議 意見書 

出所：岐阜県多治見市 
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 ②民間団体 

 【イベントの実施】 

実施概要 
 

内  容 子どもの権利条約フォーラム 2022 in那覇／沖縄 

実 施 者 主催：子どもの権利条約フォーラム in那覇／沖縄実行委員会 

共  催 

呼びかけ団体：子どもの権利条約ネットワーク 
後援：沖縄県、那覇市、公益社団法人沖縄県地域振興協会、社会福祉法人沖縄県

会福祉協議会、沖縄県中小企業家同友会 
協力：沖縄大学 

開催時期 令和４年 12月 

開催頻度 １年に１回 

 

■取組概要 

 「子どもの権利条約」を多くの人に知ってもらうため、年に１回、全国各地で平成５年から毎年

開催している。フォーラムを通して「子どもの権利条約」の実施・普及やこども支援に取り組む個

人・NGO/NPO などの団体交流、自治体との協力連携をすすめている。 

 30回目の開催となる「子どもの権利条約フォ

ーラム」は日本の施政権下に復帰して 50 年目

の沖縄で開催しており、メインテーマに「知っ

ている？あなたとわたしと沖縄の「今」～子ど

もの権利から考える 〇×△■ ～」を掲げてい

た。 

■成果 

 当日の参加者は、300名程度、最大 500名程

度を予想していたところ、約 1,000名のこども

や大人が参加し、WEB参加者を含むと 1,500人

以上の参加者がいたことが推察される。 

 報告書では、フォーラムを通して感じた最大の課題として、こどもの参加や意見表明の機会をど

うやって増やし、さらに実質的なものにしていけるかを挙げている。 

なお、令和５年度においても、同様のイベントを開催していることを確認している。 

 

 

 

 

 

 

  

■子どもの権利条約フォーラム 2022 in那覇／沖縄 プログラム 

出所：子どもの権利条約フォーラム in那覇／沖縄実行委員会 

■子どもの権利条約フォーラム 2022 in那覇／沖縄 報告書 

出所：子どもの権利条約フォーラム in那覇／沖縄実行委員会 
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 【教材、動画の作成】 

実施概要 
 

内  容 子どもの権利条約カードブック 

実 施 者 公益財団法人日本ユニセフ協会 

監  修 国連子どもの権利委員会委員 ・ 弁護士 大谷美紀子 

配布時期 常時 

配布頻度 常時 

 

■取組概要 

 児童の権利に関する条約の第１条～第 40 条を分かりやすく要約したイラストつきのカードブッ

クを作成している。様々な方法で活用できるよう、各条文は切り離せるカード形式になっており、

表面に条文の要約とイラスト、裏面に条文の全文を掲載している。 

 カードの活用方法は、カードブック内で、「似たものあわせ」や「守られていない権利はなんだ

ろう？」、「子どもの権利がない世界」などを例示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成果 

 自治体、民間団体のホームページでも紹介され、こどもから大人まで広い世代に活用されている。

学校現場でも活用されており、総合的な学習の時間などにグループ学習、ワークショップ等の形式

で活用されている事例が挙がっている。 

 千葉県ユニセフ協会ホームページでは大人向けに実施した学習会の事例が公表されている。受講

者の感想も掲載されており、「講演やワークショップを通して、子どもの権利は視点によって見え

方が変わってくることを知りました。世界的にみるか、日本国内でみるか、地域社会でみるか。目

的によって視点を変えることが大切だと考えました。」、「子どもの権利条約カードブックを利用

したワークショップでは、身の周りにいる子どもたちの権利が守られているのか、どんな懸念点が

あるのかを考える良い機会になりました。」などの意見が挙がっている。 

※千葉県ユニセフ協会 お知らせ「『子どもの権利条約』カードブックを活用した学習会実施しました」

（https://www.unicef-chiba.jp/5457）より一部引用 

  

■子どもの権利条約カードブック 

出所：公益財団法人日本ユニセフ協会 
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 ②民間団体 

 【イベントの実施】 

実施概要 
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実 施 者 主催：子どもの権利条約フォーラム in那覇／沖縄実行委員会 
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■子どもの権利条約フォーラム 2022 in那覇／沖縄 プログラム 

出所：子どもの権利条約フォーラム in那覇／沖縄実行委員会 

■子どもの権利条約フォーラム 2022 in那覇／沖縄 報告書 

出所：子どもの権利条約フォーラム in那覇／沖縄実行委員会 
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 【教材、動画の作成】 

実施概要 
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 【研修の実施】 

 A:大人を対象にした専門的な研修 

実施概要 
 

内  容 セミナーシリーズ「ビジネスで守る子どもの権利」（全５回） 

実 施 者 公益財団法人日本ユニセフ協会 

共  催 日本弁護士連合会 

開催時期 平成 27年 9月〜12月 

開催頻度 平成 27年 9月〜12月中に５回 

 

■取組概要 

 日本ユニセフ協会が日本弁護士連合会と共催で、セミナーシリーズ「ビジネスで守る子どもの権

利」を開催した。このセミナーシリーズは、ユニセフが国連グローバル・コンパクト、セーブ・ザ・

チルドレンとともに平成 27 年に策定した「子どもの権利とビジネス原則」や国連人権理事会が平

成 26年に採択した「ビジネスと人権指導原則」に関する理解を深めることを目的として開催した。 

 セミナーでは、各界の専門家や法律家が参加し、「子どもの権

利」とビジネスの接点やその課題を整理している。 

 また、「子どもの権利とビジネス原則」が発表される以前から、

様々な形でこどもに関する取組を続けている日本国内の企業の

事例を発表し、パネルディスカッションを通じて、実際に企業に

おいてこどもはどのように位置づけられているのか、現状や課題、

今後の方向性などをセミナーで意見交換している。 

 児童労働などのマイナス面の回避は勿論のこと、企業が本業及

び様々な企業活動を通じて積極的にこどもたちと関わり、さらに

は世界のこどもたちが置かれている状況の改善や様々な社会課

題の解決に資する可能性についても議論された。 

 

■成果 

 セミナーシリーズの開催結果は報告書や日

本ユニセフ協会のホームページに各回の当日

の様子がまとめられている。 

 報告書は、全５回のセミナーを通じて、日本

の企業や様々な形で企業活動に関わる関係者

に、率直な議論を交わすことができる効果的な

場を提供できたとまとめている。 

  

■セミナーシリーズ 
「ビジネスで守る子どもの権利」 案内 

出所：公益財団法人日本ユニセフ協会 

■「セミナーシリーズ『ビジネスで守る子どもの権利』報告書」 

（平成 28年 11月） 

出所：公益財団法人日本ユニセフ協会 
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 B:こどもを対象とした学校における実践 

実施概要 
 

内  容 出前授業 

実 施 者 認定 NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

共  催 － 

開催時期 常時 

開催頻度 常時 

 

■取組概要 

 認定 NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン（以下「 FTCJ」という。）では、「ウェルビー

イング」を「一人ひとりが人権を大切にされ、こころや身体や周りとの関係、社会の中での自分の

存在が、自分にとってちょうど心地よい状態、または、そこに向かう過程のこと」と考え、こども

や若者や、こどもに関わる大人が、「子どもには子どもの権利があり、権利の主体であると理解を

深めることができる」「ウェルビーイングな状態になれる」ような教材・ツールを翻訳・開発し、

提供している。 

 また、 FTCJが開発した教材・ツールを用いた出前授業やワークショップを行っており、中高生

をはじめ、教職員や保護者も対象に実施している。 

※認定 NPO 法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン HP「ウェルビーイング」（https://ftcj.org/we-

movement/wellbeing）より一部引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成果 

 出前授業の授業事例は、FTCJのホームページに公表している。 

 授業事例では、授業は中学 1年生の全クラス向けに、内容についての理解を高めるために動画

を事前に用意し、それに基づいて各クラスで実施する方式を採用し、実施している。 

  

出所：認定 NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

■ウェルビーイングな暮らしをおくるためのヒント集 ～自分らしく安心していられるために～ 



84 

 

 【研修の実施】 

 A:大人を対象にした専門的な研修 

実施概要 
 

内  容 セミナーシリーズ「ビジネスで守る子どもの権利」（全５回） 

実 施 者 公益財団法人日本ユニセフ協会 

共  催 日本弁護士連合会 

開催時期 平成 27年 9月〜12月 

開催頻度 平成 27年 9月〜12月中に５回 

 

■取組概要 

 日本ユニセフ協会が日本弁護士連合会と共催で、セミナーシリーズ「ビジネスで守る子どもの権

利」を開催した。このセミナーシリーズは、ユニセフが国連グローバル・コンパクト、セーブ・ザ・

チルドレンとともに平成 27 年に策定した「子どもの権利とビジネス原則」や国連人権理事会が平

成 26年に採択した「ビジネスと人権指導原則」に関する理解を深めることを目的として開催した。 

 セミナーでは、各界の専門家や法律家が参加し、「子どもの権

利」とビジネスの接点やその課題を整理している。 

 また、「子どもの権利とビジネス原則」が発表される以前から、

様々な形でこどもに関する取組を続けている日本国内の企業の

事例を発表し、パネルディスカッションを通じて、実際に企業に

おいてこどもはどのように位置づけられているのか、現状や課題、

今後の方向性などをセミナーで意見交換している。 

 児童労働などのマイナス面の回避は勿論のこと、企業が本業及

び様々な企業活動を通じて積極的にこどもたちと関わり、さらに

は世界のこどもたちが置かれている状況の改善や様々な社会課

題の解決に資する可能性についても議論された。 

 

■成果 

 セミナーシリーズの開催結果は報告書や日

本ユニセフ協会のホームページに各回の当日

の様子がまとめられている。 

 報告書は、全５回のセミナーを通じて、日本

の企業や様々な形で企業活動に関わる関係者

に、率直な議論を交わすことができる効果的な

場を提供できたとまとめている。 

  

■セミナーシリーズ 
「ビジネスで守る子どもの権利」 案内 

出所：公益財団法人日本ユニセフ協会 

■「セミナーシリーズ『ビジネスで守る子どもの権利』報告書」 

（平成 28年 11月） 

出所：公益財団法人日本ユニセフ協会 

85 

 

 B:こどもを対象とした学校における実践 

実施概要 
 

内  容 出前授業 

実 施 者 認定 NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

共  催 － 

開催時期 常時 

開催頻度 常時 

 

■取組概要 

 認定 NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン（以下「 FTCJ」という。）では、「ウェルビー

イング」を「一人ひとりが人権を大切にされ、こころや身体や周りとの関係、社会の中での自分の

存在が、自分にとってちょうど心地よい状態、または、そこに向かう過程のこと」と考え、こども

や若者や、こどもに関わる大人が、「子どもには子どもの権利があり、権利の主体であると理解を

深めることができる」「ウェルビーイングな状態になれる」ような教材・ツールを翻訳・開発し、

提供している。 

 また、 FTCJが開発した教材・ツールを用いた出前授業やワークショップを行っており、中高生

をはじめ、教職員や保護者も対象に実施している。 

※認定 NPO 法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン HP「ウェルビーイング」（https://ftcj.org/we-

movement/wellbeing）より一部引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成果 

 出前授業の授業事例は、FTCJのホームページに公表している。 

 授業事例では、授業は中学 1年生の全クラス向けに、内容についての理解を高めるために動画

を事前に用意し、それに基づいて各クラスで実施する方式を採用し、実施している。 

  

出所：認定 NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

■ウェルビーイングな暮らしをおくるためのヒント集 ～自分らしく安心していられるために～ 



86 

 

 ③海外 

 【イベントの実施】 

実施概要 
 

内  容 「世界こどもの日」イベント 

実 施 者 Deutsches Kinderhilfswerk（ドイツこども支援協会） 

共  催 UNICEF Deutschland 

開催時期 令和５年 9月 20日 

開催頻度 １年に１回 

 

■取組概要 

 ドイツのチューリンゲン州では、こどもの権利の普及啓発のために、９月 20日を「世界こどもの

日」として祭日にしている。 

 ドイツこども支援協会は、令和５年の「世界こどもの日」にあわせ、「すべてのこどもに未来が

必要」をテーマとするイベントを開催した。ベルリンの小学校のこどもたちが、国内で活動してい

るバンドの支援を受けて、ヒット曲のメロディーに合わせてこどもの権利の歌を作詞し、首相官邸

前で披露した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出所：Deutsches Kinderhilfswerk ホームページ 

   https://www.dkhw.de/aktionen/weltkindertag/（令和５年 11月 21日確認） 
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 【動画、教材の作成】 

実施概要 
 

内  容 こどもの権利条約に関するプロモーションビデオ 

実 施 者 台湾 

監  修 － 

配布時期 常時 

配布頻度 常時 

 

■取組概要 

 台湾では、衛生福利部がこども向けに「こどもの権利条約」に関するプロモーションビデオを多

数作成している。 

 プロモーションビデオは、条約の内容を２～３分程度で解説するプロモーションビデオから最善

の利益に関する事例など個別の権利に関する内容まで多岐にわたる。また、台湾語、中国語、客家

語（漢民族の一種族客家の言語）版など多数の言語や手話版なども作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出所：台湾衛生福利部社會及家庭署本部ホームページ 

https://crc.sfaa.gov.tw/Education/MaterialDetail?subject=1（令和５年 11月 21日確認） 



86 

 

 ③海外 

 【イベントの実施】 

実施概要 
 

内  容 「世界こどもの日」イベント 

実 施 者 Deutsches Kinderhilfswerk（ドイツこども支援協会） 

共  催 UNICEF Deutschland 

開催時期 令和５年 9月 20日 

開催頻度 １年に１回 

 

■取組概要 

 ドイツのチューリンゲン州では、こどもの権利の普及啓発のために、９月 20日を「世界こどもの

日」として祭日にしている。 

 ドイツこども支援協会は、令和５年の「世界こどもの日」にあわせ、「すべてのこどもに未来が

必要」をテーマとするイベントを開催した。ベルリンの小学校のこどもたちが、国内で活動してい

るバンドの支援を受けて、ヒット曲のメロディーに合わせてこどもの権利の歌を作詞し、首相官邸

前で披露した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出所：Deutsches Kinderhilfswerk ホームページ 

   https://www.dkhw.de/aktionen/weltkindertag/（令和５年 11月 21日確認） 

87 

 

 【動画、教材の作成】 

実施概要 
 

内  容 こどもの権利条約に関するプロモーションビデオ 

実 施 者 台湾 

監  修 － 

配布時期 常時 

配布頻度 常時 

 

■取組概要 

 台湾では、衛生福利部がこども向けに「こどもの権利条約」に関するプロモーションビデオを多

数作成している。 

 プロモーションビデオは、条約の内容を２～３分程度で解説するプロモーションビデオから最善

の利益に関する事例など個別の権利に関する内容まで多岐にわたる。また、台湾語、中国語、客家

語（漢民族の一種族客家の言語）版など多数の言語や手話版なども作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出所：台湾衛生福利部社會及家庭署本部ホームページ 
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 【こども参加型会議の開催】 

実施概要 
 

内  容 EUこども参加プラットフォーム 第１回総会 

実 施 者 EU 

共  催 － 

開催時期 令和５年６月 26日、27日 

開催頻度 不定期 

 

■取組概要 

 令和３年３月に「EUこどもの権利戦略」（The EU Strategy on the Rights of the Child）が欧

州委員会で採択された。「EUこどもの権利戦略」は、すべてのこどもの権利の保護・権利の実現を

支援し、EUの政策立案の中心にこどもを据えるために策定された。戦略の中では、こどもの社会参

加や意見表明についてもまとめられており、その取組の一つとして、「EUこども参加プラットフォ

ーム」（EU Children‘s Participation Platform）の設置を進めていく予定とされている。 

 「EUこども参加プラットフォーム」は、こどもたち自身が重要視する問題について議論し、EUに

対して提言や意見を発表する機会を提供するものであり、令和５年６月 26日、27日に初めて総会

が開催された。この総会には、欧州 16か国から約 60人のこども（９～17歳）が参加し、こどもの

権利、環境問題、こどもの貧困、意思決定における発言権などをテーマに２日間議論が行われた。 

 

■成果 

 第１回総会のレポートにおいては、総会で発表された提案は、今後プラットフォームのワークプ

ログラム（プラットフォームがどのようなテーマに取り組み、いつ、どのような活動を組織するか

を示す短い文書）に反映していくものとされている。 

 

■ EU CHILDREN’S PARTICIPATION PLATFORM GENERAL ASSEMBLY Report 

出所：#EUChildParticipation 
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 ④その他 

 【動画配信サイト、SNSでの発信】 

実施概要 
 

内  容 動画配信サイト、SNSでの発信 

実 施 者 自治体、民間団体 

監  修 － 

配布時期 常時 

配布頻度 常時 

 

■取組概要 

 現在、こどもの権利に関する動画は多数作成されており、検索エンジンで「こども 権利」という

ワードで動画検索をすると、約 153,000件がヒットする（令和６年２月２日アクセス時点）。動画

は、日本ユニセフ協会など民間団体が作成したもののほか、神奈川県川崎市など自治体が作成した

ものも確認できた。動画の内容を確認すると、条約に関連するものや自治体のこどもの権利条例に

関するもの、こどもの権利に関するイベントの記録が多かった。また、こども基本法について動画

検索をすると、約 1,410件がヒットする（令和６年２月２日アクセス時点）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出所：Google 

https://www.google.com/search?q=%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82+%E6%A8%A9%E5%88%A9&sca_esv=37f724872de16756

&rlz=1C1JCYX_jaJP1053JP1054&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjC2b7fuJGEAxUte_UHHfZQCwQQ_AUoBHoECAIQB

g&biw=2400&bih=1191&dpr=0.8（令和６年２月２日確認） 

■ 日本ユニセフ協会発信動画 

出所：日本ユニセフ協会 

■ 川崎市発信動画 

出所：川崎市 
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 【こども参加型会議の開催】 

実施概要 
 

内  容 EUこども参加プラットフォーム 第１回総会 

実 施 者 EU 

共  催 － 

開催時期 令和５年６月 26日、27日 

開催頻度 不定期 

 

■取組概要 

 令和３年３月に「EUこどもの権利戦略」（The EU Strategy on the Rights of the Child）が欧

州委員会で採択された。「EUこどもの権利戦略」は、すべてのこどもの権利の保護・権利の実現を

支援し、EUの政策立案の中心にこどもを据えるために策定された。戦略の中では、こどもの社会参

加や意見表明についてもまとめられており、その取組の一つとして、「EUこども参加プラットフォ

ーム」（EU Children‘s Participation Platform）の設置を進めていく予定とされている。 

 「EUこども参加プラットフォーム」は、こどもたち自身が重要視する問題について議論し、EUに

対して提言や意見を発表する機会を提供するものであり、令和５年６月 26日、27日に初めて総会

が開催された。この総会には、欧州 16か国から約 60人のこども（９～17歳）が参加し、こどもの

権利、環境問題、こどもの貧困、意思決定における発言権などをテーマに２日間議論が行われた。 

 

■成果 

 第１回総会のレポートにおいては、総会で発表された提案は、今後プラットフォームのワークプ

ログラム（プラットフォームがどのようなテーマに取り組み、いつ、どのような活動を組織するか

を示す短い文書）に反映していくものとされている。 

 

■ EU CHILDREN’S PARTICIPATION PLATFORM GENERAL ASSEMBLY Report 

出所：#EUChildParticipation 
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 ④その他 
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 自治体では、SNS を使って日常的に管内の情報を発信していることが確認できた。発信内容は自

治体によってばらつきがあるが、イベントの情報や子育て情報などを発信していることが多く、発

信情報にこどもの権利に関する情報が含まれているものは確認できなかった。  
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２ 有識者ヒアリング結果 
（１）実施概要 

①目的 

有識者へのヒアリングを実施し、児童の権利に関する条約の普及啓発方法の検討に活用する。 

 

②ヒアリング対象 

こどもの権利に関する教材、広報啓発、自治体の取組等について専門的な知見を有する１自治体、

３団体をヒアリング対象に選出した。 

 

ヒアリング対象 ヒアリング実施日 

世田谷区 人権擁護委員代表委員  平尾 潔 氏 令和５年 12月 18日（月） 

公益社団法人セーブ･ザ･チルドレン・ジャパン 

アドボカシー部 社会啓発チーム マネージャー  川口 真実 氏 
令和５年 12月 20日（水） 

子どもの権利条約 関西ネットワーク事務局長  長谷 有美子 氏 令和５年 12月 21日（木） 

公益財団法人 日本ユニセフ協会 

広報・アドボカシー推進室 室長  中井 裕真 氏 

         同  マネージャー  高橋 愛子 氏 

学校事業部 副部長  鈴木 有紀子 氏  

  同  コンサルタント  池田 礼子 氏 

令和６年１月 12日（金） 

 

③実施概要 

実施時期：令和５年 12月～令和６年１月 

実施方法：１団体につき１回、１時間程度、対面又はオンラインで実施 

 

④ヒアリング項目 

・各団体において取り組んでいること 

・普及啓発の取組の効果 

・国・地方自治体等との連携方策（連携実績・連携の方法） 

・今後の取組   等 
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有識者へのヒアリングを実施し、児童の権利に関する条約の普及啓発方法の検討に活用する。 

 

②ヒアリング対象 

こどもの権利に関する教材、広報啓発、自治体の取組等について専門的な知見を有する１自治体、

３団体をヒアリング対象に選出した。 
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実施方法：１団体につき１回、１時間程度、対面又はオンラインで実施 
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・普及啓発の取組の効果 
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・今後の取組   等 
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（２）ヒアリング結果 

ヒアリング対象 ヒアリング実施日 

世田谷区 人権擁護委員代表委員  平尾 潔 氏 

同席者：世田谷区 子ども・若者部 子ども・若者支援課 船曳 研吾 氏 
令和５年 12月 18日（月） 

 

世田谷区子どもの人権擁護機関は、子どもの人権を擁護し、救済を図るために条例によって平成 25年

に設置された第三者機関である。通称「せたがやホッと子どもサポート」、略して「せたホッと」と呼

ばれている（以下、「せたホッと」という。）。 

 

①「せたホッと」において取り組んでいること 

「せたホッと」は、現在は、相談事業、出前授業の実施、広報活動を主に行っている。 

相談事業は、こどもや保護者等からの相談を電話やメールで受けており、対人関係の悩みを多く受け

ている。電話やメールで解決する場合もあるが、関係調整が必要な場合は、相談者に「せたホッと」に

来てもらったり、または「せたホッと」の職員が訪問して、直接話を聞いている。場合により学校など

外部機関に直接働きかけを行っており、解決するまで複数回話し合いを行っている。話し合いが複数回

にまたがる場合は、都度、相談者にフィードバックをして話を進めている。 

出前授業は、学校から依頼を受けた場合に実施をしている。これまで小学校、中学校を対象に平成 25

年頃から、各３～５回程度、実施実績がある。出前授業の内容は、学校の要望にあわせて決めているが、

「こどもの権利条約そのもの」、「いじめ予防」、「虐待」などが多い。「いじめ予防」や「虐待」な

どについて授業を実施する場合も、まずは条約の説明をするようにしている。その際は、生きる権利・

育つ権利について説明をしている。 

広報活動は、「せたホッと」で行っている相談事業の広

報を主とし、あわせてこどもの権利について周知啓発して

いる。広報物は、「ポスター」、「リーフレット」、「広

報用カード」、「相談はがき1」、「機関紙『せたホッとレ

ター』」（以下、「レター」という。）、「クリアファイ

ル」等を作成・配布している。「リーフレット」、「広報

用カード」、「相談はがき」、「レター」は、区内の公立、

国立、私立の全小・中学校・高等学校を通して、年に一度、

児童・生徒に配布をしている。 

 

②普及啓発の取組の効果 

 レターは、平成 26年２月から発行をしており、現在のレターよりも堅い内容を掲載していた。「せた

ホッと」内でもっとこどもに読まれる内容のものにしようという話になり、平成 31 年１月から、休み

時間にこどもがさっと読むことができる内容に変えることとした。「権利」という言葉や一見難しそう

な言葉を前面に出してしまうと、こどもに読んでもらえない可能性が高いと考え、平尾氏のこどもの頃

のエピソードなどにこどもの権利の話を交えながらこどもの権利を紹介している。また、レター内では、

こどもが読みやすく、また親近感が湧くよう、平尾氏を「ひらえもん」とする取組を行っている。「ひ

 
1「相談はがき」は小・中学校のみ配布 

出所：世田谷区 

■広報物（クリアファイル、レター、相談はがき、 
リーフレット、広報用カード） 
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らえもん」を掲載以降、出前授業を受けるこどもや「せたホッと」を訪れたこどもから、「ひらえもん」

と声をかけられることが増え、レターが読まれていることを実感している。 

 

相談はがきは、相談事業の広報を目的として年に一度、小学生は９月、中学生は６月に配布をしてお

り、配布後は多くの反応がある。相談はがきの配布時期は、夏休み明けに学校へ行きたくなくなるこど

もが多いことから、小学生にはそのタイミングで相談はがきが手元に届くよう設定している。相談はが

きには、住所、氏名、学校名等を記載する欄を設け、対応が迅速にできるようにしている。返事の対応

の都合から中学生は６月に設定している。また、相談はがきで相談を受けた際に、住所が書かれていな

いことがあるが、その場合は、消印の時期から相談者の学校をある程度絞り、絞られた学校に再度相談

はがきを配布するようにしている。 

 

出前授業は、年に３～４校で人権擁護委員が実施している（１校で複数クラス対応）。前述のとおり、

授業内容は学校の依頼内容によって決めている。また、学級上の問題を先生方に出していただき、授業

を行ったことがある。保護者からその授業でその学年を変えなければいけないと話が出ており、家で保

護者もその授業について話をするということが決まっていた。その授業はとても効き目があり、困った

時は声を掛け合い、クラス全員で明るく助け合う雰囲気が出てくるように、学校が変わってきたと聞い

た。 

また、「せたホッと」の相談者に行き渋りとなっていたこどもがおり、そのこどもが通うクラスで授

業を行わせていただくよう「せたホッと」から依頼したことがあった。その際は、日本ユニセフ協会の

「子どもの権利条約カードブック」の条文カードを配り、どんなクラスをつくりたいかをみんなで話を

してもらい、よいクラスをつくりたいという話になった。結果、行き渋りとなっていたこどもが学校に

通えるようになったことがあった。 

 

③国や他の地方自治体、各種団体との連携方策 等 

現在、「せたホッと」の認知度が上がり、活動のしやすさを感じている。認知度が向上した理由は、

「せたホッと」設立時から管内のイベントへの参加や広報啓発物の作成・配布などを２～３年の継続で

はなく、長い期間をかけて継続的に行った結果であり、これにより信頼度とともに認知度が上がったの

だと平尾氏は分析している。 

 

④今後の取組 

こどもや保護者からの相談は、年に延べ 1,500件ほど受けており、広報の効果を感じているが、高校

生からの相談が少ないことに課題を感じている。現在、レターは小学生から高校生まで同じ内容のもの

を配布しているが、内容が小学生向けであることから、高校生がレターを見ても、「こども」の中に自

分が含まれていない印象を受けているのではないかと考え、令和６年度からは、小学生向けと中高生向

けのレターを分けて作成することを予定している。 

 

相談はがきについては、現在、年に一度の配布であることに課題を感じている。一枚使用してしまう

と、手元に相談はがきがない状態になってしまうため、学校内に相談はがきを常置してもらえるよう交

渉を進めている。 
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（２）ヒアリング結果 

ヒアリング対象 ヒアリング実施日 

世田谷区 人権擁護委員代表委員  平尾 潔 氏 

同席者：世田谷区 子ども・若者部 子ども・若者支援課 船曳 研吾 氏 
令和５年 12月 18日（月） 

 

世田谷区子どもの人権擁護機関は、子どもの人権を擁護し、救済を図るために条例によって平成 25年

に設置された第三者機関である。通称「せたがやホッと子どもサポート」、略して「せたホッと」と呼
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広報活動は、「せたホッと」で行っている相談事業の広

報を主とし、あわせてこどもの権利について周知啓発して
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報用カード」、「相談はがき1」、「機関紙『せたホッとレ

ター』」（以下、「レター」という。）、「クリアファイ

ル」等を作成・配布している。「リーフレット」、「広報

用カード」、「相談はがき」、「レター」は、区内の公立、

国立、私立の全小・中学校・高等学校を通して、年に一度、

児童・生徒に配布をしている。 

 

②普及啓発の取組の効果 

 レターは、平成 26年２月から発行をしており、現在のレターよりも堅い内容を掲載していた。「せた

ホッと」内でもっとこどもに読まれる内容のものにしようという話になり、平成 31 年１月から、休み
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1「相談はがき」は小・中学校のみ配布 

出所：世田谷区 

■広報物（クリアファイル、レター、相談はがき、 
リーフレット、広報用カード） 
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らえもん」を掲載以降、出前授業を受けるこどもや「せたホッと」を訪れたこどもから、「ひらえもん」
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出前授業については、毎年実施する学校もあれば、全く実施していない学校もあることに課題を感じ

ている。また、毎年実施している学校も、校長が異動してしまうと、授業が途絶えてしまうことがある。

また、人権擁護委員の人数は限られており、すべての学校から依頼があったとしても対応しきれないこ

とも課題として挙げられた。今後は、こどもの権利教育を全区的に進めることができるよう、次年度は

各学校で教職員が授業を実施できるよう、指導書の作成に取り組むこととしている。 

 

⑤その他 

世田谷区では母子健康手帳に「児童の権利に関する条約」の内容を掲載しており、妊娠段階からこど

もの権利の理解促進に努めている。 
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ヒアリング対象 ヒアリング実施日 

公益社団法人セーブ･ザ･チルドレン・ジャパン 

アドボカシー部 社会啓発チーム マネージャー  川口 真実 氏 
令和５年 12月 20 日（水） 

 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、現在世界約 120か国でこども支援活動を行う、民間・非営利

の国際組織である。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが行うすべての活動はこどもの権利に根差して

おり、こどもの権利条約をベースに活動をしている。 

アドボカシー部では、国際及び国内のこどもの権利の課題に関する政策提言を行っている。川口氏が

マネージャーを務める社会啓発チームでは、主としてこどもの権利条約や SDGs などについて啓発活動

を行っている。 

 

①セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンにおいて取り組んでいること 

現在、川口氏が主に行っている取組は、学校などで教職員やこども支援関係者が使えるこどもの権利

の内容について学び、考える教材づくりである。 

教材づくりを始めたきっかけは、令和元年に全国の 15歳から 80代までを対象にこどもの権利に関す

る意識調査を実施したところ、「こどもの権利条約」を聞いたことがないと回答した大人が約４割、こ

どもが約３割と、一般の人の認知度が低いことが分かり、認知度向上に向けて取り組む必要があると考

えたことである。その後、令和３年からこども向けの教材づくりの構想を始め、令和４年からはパイロ

ット授業やワークショップの実施など、こどもや教職員を巻き込みながら、どのような教材がよいか検

討を重ねたという。 

一般的に出回っている既存の人権教育の資料は、異なる民族や障害のある人など、他者について考え

るものが多い印象で、「権利」を自分の問題と捉えにくいという課題意識をもっているという。以前、

中学校でワークショップを実施した際には、中学生から「人の権利ばかり考えて、自分の権利について

考えたことがない」という意見が出た経験もあった。そのような課題意識から、「A 安心・安全な議論、

『意見を尊重されること・すること』を体験する」、「B 権利を少し身近に、『知っておくとよいかも

しれないもの』と感じられる」、「C 困ったことがある時、大人にちゃんと考えてほしいことがある時

などに相談する／アクションを起こすことをイメージできる」の３つのカテゴリの教材作成をすすめて

いる（B の教材の一部は令和６年３月現在、公開済み）。 

公開している教材の一つは、ゲーム形式で取り組むことができるものになっている。カードに書かれ

た条約の条文について、自分の言葉で言い換えたり表現をしたりして、その条文の内容を知らない相手

に当ててもらう内容となっている。二つ目の教材は、 

ワークシートに自分の生活と権利がどのように関

係しているかを挙げてもらう内容となっており、権

利を自分事として考えられるようにするための教

材を目指したという。 

教材の学習目標には、「子どもの権利は『自分と

関わりがあり行使できるもの』であり、自分自身が

『権利の主体である』とイメージできるようになる」

を掲げており、教材の対象は小学校高学年相当～高 

校生世代を想定している。教職員や関係者が読んで 

■「こどものケンリ」ウェブサイト 

出所：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 
https://www.savechildren.or.jp/oyakonomikata/kodomo-no-

kenri/learning-kit/ 
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すぐに使えるものを想定して作成している。 

「教材」は、学校でタブレットが配布されていることや、過去に紙の教材を発行した際に、継続的な

印刷・配布に課題があったことから、ウェブサイトで一般公開することとした。 

また、教材とあわせて、教職員やこども支援関係者（ファシリテーター）向けに留意点をまとめた案

内や評価基準を東京都の学習指導要領の形式にそって作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川口氏は、教材づくりのほか、研修会や講演会でこどもの権利や SDGsの講義を行っている。 

こども基本法が制定されたことにより、自治体などからこどもの権利に関する講義を依頼されること

が徐々に増えている。また、ヤングケアラーの支援を行っている非営利団体や、千葉県の教育委員会の

教職員向けの研修の中でこどもの権利の趣旨・内容について話をする機会もあった。 

 

②普及啓発の取組の効果 

 教材づくりの過程では、東京都からの紹介で、東京都の人権尊重教育推進校となっている中学校で教

材のパイロット授業をセーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの職員が年に４回行った。授業の実施前後で、

生徒の「こどもの権利」の認知度は上昇し、こどもの権利を「学んだことがあるし、もっと学びたい」

と回答した生徒が増える結果となった。一方で、個別の権利の理解の上昇は見られず、個別の権利の理

解を得るには、継続的にこどもの権利を学ぶ機会を提供する必要があると感じている。 

 なお、この教材を使用したパイロット授業は、千葉県内の小学校や埼玉県内の中学校、また柏レイソ

ルの U-18のこどもたちにも実施をしている。 

 

川口氏の感覚では、研修会や講演会の参加者の様子に、地域などで大きな違いはなく、自ら参加する

人は一般的に関心が高い。ただし、各地域の担当者や地域の方針などによって、こどもの権利の受け入

れ度合が違うと感じることがあるという。例えば、学校において、管理職にあたる先生から「この学校

のこどもの権利は十分守られているからこれ以上やることはない」と言われたことや、こどもを「権利

の主体」と捉えることへの抵抗感を示されることもあった。 

 

  

■B教材 

出所：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 

■A教材 

出所：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 
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③ネットワークや国・地方自治体との連携 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、日頃「広げよう！子どもの権利条約キャンペーン」というネ

ットワークで連携して活動しており、令和６年度はこのネットワークが中心となり開催する子どもの権

利条約フォーラムの事務局を務めることが決まっている。川口氏によると、それ以外でも、非政府・非

営利組織ではネットワークの形で動くことがよくある。こうしたネットワークでは、こどもの権利の推

進などの共通目標を掲げて活動しているが、団体によって、最重要項目としていることは異なり、共に

イベントを開催する際や提言をつくる時には連携の難しさもあるという。一方で、各団体の規模やキャ

パシティは限られているため、個々の団体のみでこどもの権利の普及啓発の機会づくりや場づくりをす

るのは難しい場合もある。そのため、今後は国や地方自治体との連携によるこどもの権利の推進が期待

される。例えば、こどもの権利の教材の取り組みにこども家庭庁などからの「推薦」があると、学校関

係者への信頼度が高まるケースもあるのではないかと考えている。また自治体内での条例の策定、その

条例を踏まえたこども支援課などの課と教育委員の連携により、権利の推進のスピードが速まったり、

社会全体で権利について考える機会が増えるのではないかと考えている。 

 

④今後の取組 

川口氏としては、こども家庭庁などと連携することで、より大きな成果やインパクトにつながる活動

ができると考えている。こどもの権利も SDGs のように、世の中全体の動きをつくれると先生たちも授

業などで扱いやすいと考えられる。特に若い教職員の言葉を聞いていると、こどもたちに生きる力をつ

けるための授業を実施したいと思っている人はいるが、業務上やらなくてはいけないことが多く、やり

たいこととやらなければいけないことの板挟みになっていることが伺える。世の中全体で権利を推進し

ていくことを後押しできると、よりこどもの権利への理解や取組が進むと考えている。 

現在作成している教材についても、誰でも教材を見ることはできるようにしているが、こどもの権利

について自ら知ろうとする人はまだ少ないため、背中を押す何かが必要だと感じている。現在、文部科

学省のホームページに人権教育の教材をまとめたページがあり、それらのページで教材について紹介し

てもらいたいと考えている。今後、こども家庭庁や文部科学省で、こどもの権利に関する情報をまとめ

て掲載するページを作成する場合は、「楽しい」、「学校でおすすめ」、「上級者向け」などのカテゴ

リで検索ができるようにしたり、教材の種類を増やしたり、各教科学習と紐づけたりするなど、教職員

を含むユーザーの状況やニーズに沿った情報提供のためのウェブページなどができることが期待され

る。 

 

こどもの権利の普及啓発に際し、大人にこどもの権利に関する話をすると、「こどもがわがままにな

るのではないか」といったことを質問されることがあるという。わがままに自らの権利のみを主張する

のではなく、大人にも他のこどもにも権利はあり、相互尊重の考え方を大事にする必要があることを伝

え、少しずつ理解を得られるとよいと考えている。 
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■B教材 

出所：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 

■A教材 

出所：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 
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③ネットワークや国・地方自治体との連携 
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ヒアリング ヒアリング実施日 

子どもの権利条約 関西ネットワーク事務局長  長谷 有美子 氏 

同席者：子どもの権利条約 関西ネットワーク副代表 松田 直美 氏 

    子どもの権利条約 関西ネットワーク副代表 北野 真由美 氏 

令和５年 12月 21日（木） 

 

子どもの権利条約関西ネットワーク（以下「関西ネットワーク」という。）は、平成 28年に子どもの

権利条約フォーラム in関西を実施するにあたり、フォーラムの準備をするために、平成 27年から関西

の各地で活動する子ども支援団体や個人が集まって、組織化したネットワークである。平成 28 年のフ

ォーラム以降も、つながり続けることが必要だと考え、現在もネットワークとして活動している。現在

は、約 40 のこどもの支援団体と３名の個人で構成されており、月に一度、運営委員による運営会議を

行いながら、すごろくの普及などの活動をしている。また、各団体が関わっている小中学生 10 名ほど

と、これまでのフォーラムに参加していたこどもたちで構成され、フォーラムやイベントで条約を地域

で広げる活動を行うこども会議チームがあり、こどもたちの声を聞きながら、こどもたちが主体的に関

われるようにサポートする団体構成となっている。 

 

①関西ネットワークにおいて取り組んでいること 

活動目的は、「子どもの権利条約を幅広く推し進め、子どもを一人の人間として認め尊重し、子ども

の権利を守り保障すること」としている。主な事業は、こどもが参画する場づくりを通して、こどもの

声を聞き続けること、大人への啓発である。こどもたちとともに、フォーラムや学習会の開催、提言・

レポートの作成を行ってきた。コロナ禍以降は、「子どものけんり なんでやねん！すごろく」（以下、

「すごろく」という。）を展開していくことを中心に活動している。 

すごろくは、令和元年８月に夏休みの宿題ですごろくをつくろうという企画で、こどもたちと集まっ

たことがきっかけで作成された。これまでの活動で、一人のこどもが声を上げ、その声に触発されて次

の声が上がるところを見てきて、条約をもっと多くのこどもたちに知ってほしい、こどもたちの意見形

成・表明に特化した遊び道具をつくりたいと考えた。普段こどもたちが遊んでいるゲームを踏まえ、す

ごろくを作成することにした。 

 

対象年齢は決めていないが、幼児期のこどもも使うことがで

きている。その際、条約のことは、「世界の大人がこどもにし

てくれた約束」と伝え、内容について分かりやすく説明するよ

うにしている。 

すごろくを行う際は、42枚の条約の条文カードと 50枚の「な

んでやねん！カード」を使う。「なんでやねん！カード」はこ

どもたちの「なんでやねん！」という思いを記載したものであ

ることから、学校の話やアルバイトの話も含まれている。その

ため、実施するこどもの年齢や発達の程度（小学校低学年、小

学校高学年から中学生、高校生程度）にあわせて、カードを分

類することで、より身近な話題について、取り扱えるように、

カードに印をつけている。これにより、小さなこどももカード

を 
出所：子どもの権利条約 関西ネットワーク 

■子どものけんり なんでやねん！すごろく  
案内チラシ 
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使うことができるが、周りのこどもたちがコミュニケーションをとり、フォローしながら実施すること

もある。 

また、すごろくは改良を続けているが、初期のすごろくには、「変顔してみて」というミッションが

あった。購入者から、顔の病気の人などの差別に繋がるのではないかと指摘をいただき、こどもに丁寧

に説明をし、変えてもよいか聞くプロセスを踏んで、すごろくの内容を変えた。 

 

②普及啓発の取組の効果 

平成 31年にすごろくを作ると、体験の場での反響が大きく、実際にこれは皆欲しがっている、売れる

かもしれない、売らなければいけないという話になった。令和２年度に一般財団法人大阪府人権協会か

ら人権 NPO協働助成金をもらい、すごろくを 300セット作成した。そこからすごろくは関西ネットワー

クの費用で作成し、令和５年の８月時点で 1,000セット売れている。購入先はこども関連の非営利団体

の方が３割程度で、現在も月平均にして 50～60セット売れている。 

昨年８月以降は、学校からの依頼も増えている。ある自治体の小学校の人権教育研究会ですごろくが

紹介されたことがあり、その市からは、10校程度の学校から問い合わせや注文があった。そのような流

れなどにより、学校からの依頼が増えているのではないかと考えている。 

こどもたちがすごろくを進めていると、こどもから少し心配になる家庭の話などが出てくることがあ

る。出てきた話を踏まえた対応策などに関する「実施する側の大人」の責任について、このすごろくを

使っていただく時に理解していただく必要があると考えている。 

 こどもの権利の普及啓発を進める上で、こどもの権利に抵抗があるのは大人だと感じている。まずは

大人にすごろくを体験してほしいと考えている。関西ネットワークでは、大人に自分たちがこどもの時

になんでやねんと思ったことを書き、自身の経験を思い出してもらうことで、自身の経験から自分事と

して、こどもの権利を考えてもらいやすくなると考えている。 

 

③国や他の地方自治体、各種団体との連携方策 等 

すごろくは、関西地方の自治体をはじめ、東京都世田谷区や愛知県名古屋市の子ども会議での活用も

みられる。また、東京都西東京市からは、西東京市用の独自のすごろくを作りたいと相談を受け、令和

５年 12月に完成したすごろくを共有していただいたという。 

関西ネットワークとしては、自分たちが作成したものがすべてとは思っておらず、工夫をしてすごろ

くが作られることはよいことだと話をしている。ただし、これまで関西ネットワークがすごろくを作る

中で大事にしてきたこと（こども観、差別に関わる対応等）を認識してもらうため、独自のすごろくを

作成される際は、相談・共有をしていただくようお願いをしている。 

 

④今後の取組 

学校ですごろくを使っていただく機会が増えているため、今後は、多忙の中、こどもたちにこどもの

権利を教えようとしている教職員の方に、よりよい形の教材が届けられるよう、メンバーの中で検討を

始めている。  
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ヒアリング対象 ヒアリング実施日 

公益財団法人 日本ユニセフ協会 

広報・アドボカシー推進室 室長 中井 裕真 氏 

同 マネージャー 高橋 愛子 氏 

学校事業部 副部長 鈴木 有紀子 氏 

      同 コンサルタント 池田 礼子 氏 

令和６年１月 12日（金） 

 

33の先進国・地域で活動するユニセフ協会（National Committee）は、それぞれがユニセフ本部と共

通の「承認協定」、「協力協定」を締結し、大きく「募金」、「広報」、「アドボカシー」の３つの活

動をしている。 

 

①日本ユニセフ協会において取り組んでいること、普及啓発の取組の効果 

各国のユニセフ協会では、こどもの権利の普及啓発に関わる活動として、条約の認知度向上、理解促

進や、条約の実施を推進する活動等を行っている。条約が採択される前から取組を行っており、採択後

には、各国に条約を批准してもらうことを最大のミッションとして活動した。日本国内でも、まずは日

本政府に批准してもらうための世論への働きかけを行った。平成６年に日本が批准した後は、すべての

年代を対象に、条約の普及啓発に関する取組を進めている。条約が採択されて 35 年になるが、いまだ

に条約やその内容の認知度が低いことに問題意識を持っているという。 

 

・NHK Eテレ「みんなの for every child」の放送 

条約の認知度は世界的にまだ低いという問題意識から、

ユニセフ本部は、平成 28 年にユニセフの共通メッセージ

「for every child（すべての子どもに）」を公式ロゴの一

部とし、翌年（平成 29年）より、11月 20日の「世界子ど

もの日」に合わせ、33か国・地域のユニセフ協会を含む世

界中の全ユニセフ事務所が一斉に「子どもの権利」に関す

る広報・啓発キャンペーンを展開した。日本ユニセフ協会

も、中学生が主人公の SDGsイベント(平成 31年 於国会議 

員会館）等の開催に加え、ホームページや動画サイト、SNS などのオウンドメディアの他、駅頭などに

設置された屋外ビジョンを通じ、様々なコンテンツを発信してきた。令和４年には、NHK Eテレの子ど

も向け SDGs番組「あおきいろ」とのコラボレーションがスタートし、同番組の中で放送される「子ども

の権利」をテーマにしたコンテンツ制作※に協力し、11月のスペシャルイベントには、ユニセフ事務局

長が出演した。翌令和５年６月からは、E テレの様々な番組のキャラクターが出演するミニ番組「みん

なの for every child」が毎週土曜日に放送され、11月 25日には、「for every child」をキーメッセ

ージに５時間の特番「スゴＥフェス」が生放送された。 

※主に、幼児（未就学児～小学校低学年程度）を対象としており、「権利」の言葉は使わずに、世界の

こどもたちの事例を紹介しながら「教育を受ける権利」や「遊ぶ権利」などこどもの権利に関する内容

を放送している。 

  

■みんなの for every child 

出所：公益財団法人 日本ユニセフ協会 
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・子どもの権利条約カードブックの作成 

 日本ユニセフ協会では、子どもの権利条約カードブックの初版を平

成９年９月に発行した。初版を作成する以前には、「子どもの権利条

約」学習のためのアクティビティ例のついた指導者向け実践ガイドの

翻訳版を日本ユニセフ協会で作成しており、その中に条文の抄訳もあ

ったが、英語からの訳文ではこどもには難しすぎるという課題があっ

たため、こどもにとってわかりやすい抄訳をつくるとともに、グルー

プワークなどを通じて楽しく条約について学ぶことのできるカード

ブックの制作を始めた。 

 作成したカードブックの初版は、日本ユニセフ協会から年に２回届 

けられる「ユニセフ学校募金」の資料として、国内すべての幼稚園、 

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に１部ずつ配布した。 

 現在のカードブックは平成 30 年に改訂した第３版で、抄訳は「国連子どもの権利委員会」の委員を

務めておられる大谷美紀子氏に確認していただき、表現の適正化を随時図っているという。 

 これまでの配布数は正確に把握できていないが、初版発行から 25 年ほど制作を続けているため、20

万部以上は印刷をしている。学校からの注文が多いが、子ども会や地域の団体、児童館などからも注文

があり、例えば「子どもの権利」に関する勉強会などで使用されていると聞いている（１部は無料配布。

２部目以上は１部 60円）。 

 

・ユニセフ CREハンドブック、ユニセフ CRE実践記録の作成 

平成 20 年代に入り、イギリスをはじめとするヨーロッパの先進諸

国において「子どもの権利を大切にする教育（ Child Rights 

Education: CRE）」の取組が始まった。 

一方で、西欧社会と比較した時に、日本社会では「人権」や「権利」

という言葉やコンセプトに対する抵抗感も強く、「子どもの権利」を

推進するには機が熟していないと感じていたという。その後、徐々に

社会の変化もみられてきたと同時に、ユニセフの先進国のこどもたち

の幸福度に関する調査結果2もふまえ、日本のこどもたちの健やかな成

長のためにも「子どもの権利」について啓発する必要性が喫緊の課題 

として認識され、日本ユニセフ協会でも令和３年より、CRE の取組を

本格的に開始することとなった。 

まずは、条約を通して「子どもの権利」とは何かについて、またユニセフの CREのコンセプトを伝え

るために、令和３年度に「ユニセフ CREハンドブック」（以下、「ハンドブック」という。）を作成し、

「ユニセフ学校募金」の資料として、国内すべての幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

に配布した。 

 
2「レポートカード 16－子どもたちに影響する世界：先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か(原

題：Worlds of Influence: Understanding what shapes child well-being in rich countries)」

https://www.unicef.or.jp/osirase/back2021/2102_26.html（令和６年３月 15日確認） 

■子どもの権利条約カードブック 

出所：公益財団法人日本ユニセフ協会 

■ユニセフ CREハンドブック 

出所：公益財団法人日本ユニセフ協会 
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日本の学校の教職員は大変忙しく、例えよいものでも新しい取組を始める余裕がないと聞くことが多

いという。そのような課題を前に「子どもの権利」を推進していくために具体的に何ができるかを考え

た時、「子どもの権利」の視点を、年度初めの学級目標づくりに取り入れることを考えたという。 

令和４年度には、西東京市立保谷小学校で「子どもたちの権利が守

られる学級目標づくり」を実践した。具体的には、小学校４～６年生

の各学年から１クラスが参加し、授業３コマ分を活用して実施した。

授業に向けた事前準備として、日本ユニセフ協会の職員が担当教職員

に条約についての簡単な解説をし、その後、日本ユニセフ協会職員の

立会いの下、教職員と児童主導で、条約についての学びや学級目標を

考えるグループワークを中心とした授業を３コマ実施。児童が授業後

に書いた感想によると、こどもたちにとっては主体的に自分たちのも

つ権利について考える貴重な機会となったことが見えたという。また、

担任の先生方からも「『子どもの権利条約』についての学びを通して、

子どもたちは条文の文面を理解するだけでなく、日々の生活の中でも

さまざまな気づきが大きく広がっていると感じます。」などのコメン

トをもらい、全体的に高い評価をいただくことができたという。 

この活動を全国に伝えるため、令和４年度に「ユニセフ CRE実践記録」（以下、「実践記録」という。）

を作成し、「ユニセフ学校募金」の秋資料として、国内すべての幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

特別支援学校に配布した。これまでに６万部以上の印刷・配布実績がある。 

令和５年度には教職員の方々にとってさらに手に取りやすい資料として、ハンドブック、実践記録の

ダイジェスト版3を作成した。ダイジェスト版の中では、新しい試みとして、学校でのこどもたちの生活

を「子どもの権利」の視点で振り返る、セルフアセスメント（自己評価）を紹介した。また、学校事業

部で進めている SDGs教育を学校で広く活用していただいていることもあり、ダイジェスト版では、SDGs

や世界の様々な課題を「子どもの権利」の視点から考える学びも紹介している。 

 

②今後の取組 

 ハンドブック及び実践記録に載っている活動は、現職の先生からよい取組だと言っていただくことが

多いとのことだが、同時に、実際にはどのように取り組んだらよいかわからないという声も聞くという。

そのため、「子どもの権利が守られる学級目標づくり」の授業プランを作成し、令和６年度「ユニセフ

学校募金」の春資料として配布する予定だと聞いている。 

 

日本ユニセフ協会の関連事業として、ユニセフ「子どもにやさしいまちづくり事業（CFCI）」を行っ

ている。こどもたちの権利が尊重されるまちづくりを目指し、５つの自治体（北海道ニセコ町、北海道

安平町、宮城県富谷市、東京都町田市、奈良県奈良市）がユニセフ日本型 CFCI実践自治体として、取組

を進めている。 

宮城県富谷市は、「子どもにやさしいまちづくり」の一環として、学校における子どもの権利の推進

にも関心を寄せており、令和６年度からは「子どもたちの権利が守られる学級目標づくり」を中心に、

CREの取組も実施していただく予定と聞いているという。 

 
3「子どもの権利を大切にする教育先生のための実践ガイド」

https://www.unicef.or.jp/kodomo/cre/info/（令和６年３月１日確認） 

■ユニセフ CRE実践記録 

出所：公益財団法人日本ユニセフ協会 
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日本ユニセフ協会では、こどもの権利が守られた学校・学級づくりには、教職員の意欲の問題も大き

く関わると考えている。日本の学校現場では「権利」と「義務」がセットで教えられることが多いこと

も一因か、「人権」や「子どもの権利」について正しく理解している先生が必ずしも多くはないことも

課題と感じられるという。時に「人権」が思いやりと言い換えられたり、義務を果たす必要があるもの

のように捉えられたりすることがあるという。また、自身の持つ権利としてよりも、差別されているだ

れか他の人の権利として学ぶことが多いという。今後は、CRE の推進と並行して、「子どもの権利」を

正しく理解してもらうことが重要だと日本ユニセフ協会では考えている。 
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■ユニセフ CRE実践記録 

出所：公益財団法人日本ユニセフ協会 
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大人まで、世代に関わらず、「（こどもたち自身が）学校でこどもの権利について学ぶ時間をつく

る」の回答が多くなった。 

一方で、学校現場ではすでに道徳の時間や人権週間などに留まらず、人権に関する学習は様々な

形で広く行われていることが判明している。また、有識者ヒアリングにおいて、教職員に負担をか

けず、条約やこどもの権利について学ぶことのできる学習用教材が作成されていることや、出前授

業を実施していることが確認できた。今回の認知度等調査の結果においても、こどもは年代が上が

るほど条約、こども基本法の認知度が高くなる結果が得られたところである。 

これらを踏まえると、こども基本法や条約に関する学習の時間を新たに増やすのではなく、既存

の人権に関する学習の時間において、こども基本法や条約の趣旨や内容を紐づけられるように工夫

していくことが重要である。中長期的には、学校や家庭での学習を念頭に置いた教材コンテンツの

開発、活用促進など学校との更なる連携方策についても、関係省庁と連携をしながら検討していく

必要がある。 

 そのため今後は、こどもたち自身が、また、教職員などが情報を適切に入手できるよう、民間団

体等が作成している学習用教材や出前授業等が広く認知、活用されるように促していく。 

 

  ■学習用教材 

  ・子どもの権利条約カードブック（日本ユニセフ協会） 

  ・「こどものケンリ」ウェブサイト（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン） 

  ・なんでやねん！すごろく（関西ネットワーク） 

  ■出前授業の実施 

  ・こどもの権利や条約、条約の各種権利などに関する出前授業の実施（世田谷区子どもの人権擁 

護機関「せたホッと」）※小学生以上が対象 

  ・ウェルビーイングに関する出前授業の実施（認定 NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパ

ン）※中学生以上が対象 

  ■その他 

  ・CREハンドブック（日本ユニセフ協会） 

 

 

（イ）学校以外の場における普及啓発 

   前述のとおり、認知度等調査の結果において、こどもの権利の認知度向上のために必要だと思う

ことは、こどもから大人まで、世代に関わらず、「（こどもたち自身が）学校でこどもの権利につ

いて学ぶ時間をつくる」の回答が多かったが、中学生・高校生では、「SNS や動画など、インター

ネットを使ってみんなに知らせる」の回答が多く、大人では「大人とこどもが一緒に学ぶ機会を増

やす」の回答が多かった。 

 また、日々の情報収集源は、こどもではどの年代でも「テレビ」、「親などの一緒に暮らしてい

る大人」、「友達」は回答が比較的多い傾向にあったが、中学生、高校生になると、「SNS」、「動

画共有サイト」の回答が多くなっている。 

≪参 考 事 例≫ 
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 これらを踏まえて、今後は、親子がともに学ぶ場面の創出や学校以外の場におけるこどもへのア

プローチとして、SNS を含むインターネットを用いた啓発も一つの方法として考えられる。このた

め、本調査で把握したこども基本法の認知度や条約の認知度等や学ぶための教材をこども向けの内

容で公表することによって、これを通じた普及啓発に向けた機運の醸成につなげていく。 

 

  ■条約、こどもの権利に関するイベント 

  ・子どもの権利条約フォーラム（子どもの権利条約フォーラム 実行委員会） 

  ・自治体による「こどもの権利の日」にあわせたイベントの実施（神奈川県川崎市 等） 

  ■メディアによるこどもへのアプローチ 

  ・「みんなの for every child」の放送（日本ユニセフ協会） 

  ・日本ユニセフ協会、神奈川県川崎市等が発信する Youtube動画 

 

 

   また、本調査において把握した、こどもがよく出かける場所や日々の情報収集源の結果を公表す

ることによって、自治体、民間団体等の普及啓発に関する取組を後押しする。 

   また、文献調査において、「子ども会議」を設置・開催している自治体が多数確認できたように、

こどもの意見表明権の実践場面など、権利の実践を通して、こどもと周囲の大人が学ぶ機会につい

ての例がみられた。 

   今後は、認知度等調査の結果や自治体におけるこれらの取組等の情報を共有していくことによっ

て、こども基本法や条約の趣旨や内容についての普及啓発を進めていく。 

 

  ■こどもを対象とした自治体における取組 

  ・「子ども会議」の開催（岐阜県多治見市 等） 

  ・自治体による「こどもの権利の日」にあわせたイベントの実施（神奈川県川崎市 等）【再掲】 

 

 

 

②こどもに関わる職業に従事している大人を対象とした普及啓発 

情報共有と横展開による普及啓発 

   文献調査や有識者ヒアリングにおいて、日本ユニセフ協会で「子どもの権利条約カードブック」、

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンで「『こどものケンリ』ウェブサイト」、関西ネットワークで

「なんでやねん！すごろく」など、条約やこどもの権利を学ぶ教材が多数作成されていることが確

認できた。これらの啓発ツールは各団体によって、頒布・公開されているが、頒布方法は様々であ

り、啓発ツールの情報が一元化されていない状況にある。 

   今後は、実際に啓発ツールを使用する機会の多い、教職員等のこどもと関わる大人や関係団体の

職員等が手軽に情報を得ることができるよう、情報共有や横展開を進めていくことが重要である。 

≪参 考 事 例≫ 

≪参 考 事 例≫ 
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   また、こどもを対象とした普及啓発同様、本調査研究の認知度等調査の結果を公表することによ

って、こども基本法や条約の趣旨や内容についての普及啓発の現状を共有していくことが重要であ

る。 

 

  ■学習用教材【再掲】 

  ・子どもの権利条約カードブック（日本ユニセフ協会） 

  ・「こどものケンリ」ウェブサイト（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン） 

  ・なんでやねん！すごろく（関西ネットワーク） 

  ■出前授業の実施【再掲】 

  ・こどもの権利や条約、条約の各種権利などに関する出前授業の実施（世田谷区子どもの人権擁 

護機関「せたホッと」）※小学生以上が対象 

  ・ウェルビーイングに関する出前授業の実施（認定 NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパ

ン）※中学生以上が対象 

  ■こどもを対象とした自治体における取組【再掲】 

  ・「子ども会議」の開催（岐阜県多治見市 等） 

  ・自治体による「こどもの権利の日」にあわせたイベントの実施（神奈川県川崎市 等） 

  ■その他 

  ・CREハンドブック（日本ユニセフ協会）【再掲】 

  ・母子健康手帳に児童の権利に関する条約を掲載（東京都世田谷区） 

 

 

③広く大人を対象とした普及啓発 

好事例の共有、自治体における取組の周知 

   認知度等調査の結果において、こどもと関わる職に就いていない大人（保護者を含む）は、こど

もと関わる職に就いている大人と比較して、こども基本法や条約の認知度が低い傾向にあった。こ

どもまんなか社会の実現に向けては、広く大人への、こども基本法や条約の趣旨や内容についての

普及啓発を一層進めていく必要がある。 

   この普及啓発に当たっては、民間団体等が作成した啓発物や民間団体等が開催するイベントの周

知によって、こどもと関わりのない大人を含めて広く一般に向けて情報発信を行うことが考えられ

る。また、こどもの権利に関する取組を普及啓発することも一つの方法として考えられる。例えば、

東京都世田谷区では、母子健康手帳に条約の内容を掲載しており、妊娠段階から条約の普及啓発に

取り組んでいる。このため、このように大人を対象とした普及啓発方法の好事例を取りまとめ、周

知することで、こどものいる大人や自治体職員などを始めとする大人への普及啓発が期待される。 

また、こどものいる大人をはじめ、大人全体で日々の情報収集源は「SNS」が多くなっていた。ま

た、条約の認知度が比較的に低い 30歳代、40歳代では、こどもの権利の認知度向上のために「SNS

や動画共有サイト、インターネットを活用した広報活動を拡充する」ことが必要だと考えられてい

た。これらを踏まえて、大人へのアプローチとして、SNS を含むメディアによる広報啓発は一つの

方法として考えられる。 

≪参 考 事 例≫ 
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  ■学習用教材【再掲】 

  ・子どもの権利条約カードブック（日本ユニセフ協会） 

  ・「こどものケンリ」ウェブサイト（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン） 

  ・なんでやねん！すごろく（関西ネットワーク） 

  ■条約、こどもの権利に関するイベント 

  ・子どもの権利条約フォーラム（子どもの権利条約フォーラム 実行委員会） 

  ・自治体による「こどもの権利の日」にあわせたイベントの実施（神奈川県川崎市 等） 

  ■メディアによるこどもへのアプローチ 

  ・「みんなの for every child」の放送（日本ユニセフ協会） 

  ・日本ユニセフ協会、神奈川県川崎市等が発信する Youtube動画 

  ■その他 

  ・母子健康手帳に児童の権利に関する条約を掲載（東京都世田谷区） 

 

 

（３）普及啓発方法の手法とねらいについて 

 

①啓発ツールの紹介ウェブページの構築 

   民間団体等が作成している啓発ツールを対象年齢別や期待される用途別、素材別に合わせて、ウ

ェブページで紹介する。これにより、こどもと関わる大人や関係団体等の職員が、手軽に啓発ツー

ルの情報を収集し、こどもたちが自分で学ぶ機会や大人とこどもが一緒に学ぶ機会において活用で

きることが期待される。併せて、これまでこども家庭庁で作成してきたこども基本法に関する啓発

物を活用することで、認知度拡大に寄与することが期待される。 

 

②自治体、民間団体、企業等の取組の後押し 

   自治体や民間団体等の好事例を収集し、ウェブページにて共有することを通して、情報発信を行

い、条約や基本法の趣旨や内容についての理解促進に向けた取組の後押しを行っていく。また、条

約、こどもの権利に関するイベントの開催など、条約の普及啓発に資する民間団体の取組を捉えて、

条約・基本法の趣旨及び内容について周知していくことが考えられる。これにより、大人やこども

たちが講演会やイベント等でこどもの権利について学ぶ機会を増やすことが期待される。 

 

  

≪参 考 事 例≫ 
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   また、こどもを対象とした普及啓発同様、本調査研究の認知度等調査の結果を公表することによ

って、こども基本法や条約の趣旨や内容についての普及啓発の現状を共有していくことが重要であ

る。 

 

  ■学習用教材【再掲】 

  ・子どもの権利条約カードブック（日本ユニセフ協会） 

  ・「こどものケンリ」ウェブサイト（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン） 

  ・なんでやねん！すごろく（関西ネットワーク） 

  ■出前授業の実施【再掲】 

  ・こどもの権利や条約、条約の各種権利などに関する出前授業の実施（世田谷区子どもの人権擁 

護機関「せたホッと」）※小学生以上が対象 

  ・ウェルビーイングに関する出前授業の実施（認定 NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパ

ン）※中学生以上が対象 

  ■こどもを対象とした自治体における取組【再掲】 

  ・「子ども会議」の開催（岐阜県多治見市 等） 

  ・自治体による「こどもの権利の日」にあわせたイベントの実施（神奈川県川崎市 等） 

  ■その他 

  ・CREハンドブック（日本ユニセフ協会）【再掲】 

  ・母子健康手帳に児童の権利に関する条約を掲載（東京都世田谷区） 

 

 

③広く大人を対象とした普及啓発 

好事例の共有、自治体における取組の周知 

   認知度等調査の結果において、こどもと関わる職に就いていない大人（保護者を含む）は、こど

もと関わる職に就いている大人と比較して、こども基本法や条約の認知度が低い傾向にあった。こ

どもまんなか社会の実現に向けては、広く大人への、こども基本法や条約の趣旨や内容についての

普及啓発を一層進めていく必要がある。 

   この普及啓発に当たっては、民間団体等が作成した啓発物や民間団体等が開催するイベントの周

知によって、こどもと関わりのない大人を含めて広く一般に向けて情報発信を行うことが考えられ

る。また、こどもの権利に関する取組を普及啓発することも一つの方法として考えられる。例えば、

東京都世田谷区では、母子健康手帳に条約の内容を掲載しており、妊娠段階から条約の普及啓発に

取り組んでいる。このため、このように大人を対象とした普及啓発方法の好事例を取りまとめ、周

知することで、こどものいる大人や自治体職員などを始めとする大人への普及啓発が期待される。 

また、こどものいる大人をはじめ、大人全体で日々の情報収集源は「SNS」が多くなっていた。ま

た、条約の認知度が比較的に低い 30歳代、40歳代では、こどもの権利の認知度向上のために「SNS

や動画共有サイト、インターネットを活用した広報活動を拡充する」ことが必要だと考えられてい

た。これらを踏まえて、大人へのアプローチとして、SNS を含むメディアによる広報啓発は一つの

方法として考えられる。 

≪参 考 事 例≫ 
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  ■学習用教材【再掲】 

  ・子どもの権利条約カードブック（日本ユニセフ協会） 

  ・「こどものケンリ」ウェブサイト（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン） 

  ・なんでやねん！すごろく（関西ネットワーク） 

  ■条約、こどもの権利に関するイベント 

  ・子どもの権利条約フォーラム（子どもの権利条約フォーラム 実行委員会） 

  ・自治体による「こどもの権利の日」にあわせたイベントの実施（神奈川県川崎市 等） 

  ■メディアによるこどもへのアプローチ 

  ・「みんなの for every child」の放送（日本ユニセフ協会） 

  ・日本ユニセフ協会、神奈川県川崎市等が発信する Youtube動画 

  ■その他 

  ・母子健康手帳に児童の権利に関する条約を掲載（東京都世田谷区） 

 

 

（３）普及啓発方法の手法とねらいについて 

 

①啓発ツールの紹介ウェブページの構築 

   民間団体等が作成している啓発ツールを対象年齢別や期待される用途別、素材別に合わせて、ウ

ェブページで紹介する。これにより、こどもと関わる大人や関係団体等の職員が、手軽に啓発ツー

ルの情報を収集し、こどもたちが自分で学ぶ機会や大人とこどもが一緒に学ぶ機会において活用で

きることが期待される。併せて、これまでこども家庭庁で作成してきたこども基本法に関する啓発

物を活用することで、認知度拡大に寄与することが期待される。 

 

②自治体、民間団体、企業等の取組の後押し 

   自治体や民間団体等の好事例を収集し、ウェブページにて共有することを通して、情報発信を行

い、条約や基本法の趣旨や内容についての理解促進に向けた取組の後押しを行っていく。また、条

約、こどもの権利に関するイベントの開催など、条約の普及啓発に資する民間団体の取組を捉えて、

条約・基本法の趣旨及び内容について周知していくことが考えられる。これにより、大人やこども

たちが講演会やイベント等でこどもの権利について学ぶ機会を増やすことが期待される。 

 

  

≪参 考 事 例≫ 
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資料編 

回答フォーム 

【小学１～３年生向け】 
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資料編 

回答フォーム 

【小学１～３年生向け】 
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こどもきほんほうとは、

こどもやわかもののみなさんがじぶんらしくしあわせにせいちょうでき、

くらせるようなしゃかいをめざして、こどもやわかものにかんする

とりくみをすすめていくためのきほんとなることをきめたほうりつです。

こどもきほんほうってなに
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こどもきほんほうとは、

こどもやわかもののみなさんがじぶんらしくしあわせにせいちょうでき、

くらせるようなしゃかいをめざして、こどもやわかものにかんする

とりくみをすすめていくためのきほんとなることをきめたほうりつです。

こどもきほんほうってなに
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じどうのけんりにかんするじょうやく（こどものけんりじょうやく）とは、

すべてのこどもがもっているけんりについてさだめたじょうやくです。

じょうやくとは、くにとくにとのやくそくです。

じどうのけんりにかんするじょうやくってなに
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じどうのけんりにかんするじょうやく（こどものけんりじょうやく）とは、

すべてのこどもがもっているけんりについてさだめたじょうやくです。

じょうやくとは、くにとくにとのやくそくです。

じどうのけんりにかんするじょうやくってなに
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【小学４～６年生】 
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【小学４～６年生】 
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こどもき本ほうとは、

こどもやわか者のみなさんが自分らしく幸せにせい長でき、

くらせるような社会を目指して、こどもやわか者にかんする取組を

進めていくためのき本となることを決めたほうりつです。

こどもき本ほうってなに
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こどもき本ほうとは、

こどもやわか者のみなさんが自分らしく幸せにせい長でき、

くらせるような社会を目指して、こどもやわか者にかんする取組を

進めていくためのき本となることを決めたほうりつです。

こどもき本ほうってなに
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じ童のけんりにかんするじょうやく（こどものけんりじょうやく）とは、

すべてのこどもがもっているけんりについて定めたじょうやくです。

じょうやくとは、国と国とのやくそくです。

じ童のけんりにかんするじょうやくってなに
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じ童のけんりにかんするじょうやく（こどものけんりじょうやく）とは、

すべてのこどもがもっているけんりについて定めたじょうやくです。

じょうやくとは、国と国とのやくそくです。

じ童のけんりにかんするじょうやくってなに
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【中学生、高校生】 
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【中学生、高校生】 
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こども基本法とは、

こどもや若者が自分らしく幸せに成長でき、

暮らせるような社会を目指して、こどもや若者に関する取組を

進めていくための基本となる事項を決めた法律です。

こども基本法ってなに
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こども基本法とは、

こどもや若者が自分らしく幸せに成長でき、

暮らせるような社会を目指して、こどもや若者に関する取組を

進めていくための基本となる事項を決めた法律です。

こども基本法ってなに
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児童の権利に関する条約（こどもの権利条約）とは、

こどもの基本的人権を国際的に保障するために定められており、

現在では、日本を含めた世界196の国・地域が締約している世界的

な条約です。

児童の権利に関する条約ってなに
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児童の権利に関する条約（こどもの権利条約）とは、

こどもの基本的人権を国際的に保障するために定められており、

現在では、日本を含めた世界196の国・地域が締約している世界的

な条約です。

児童の権利に関する条約ってなに
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【大人】 
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【大人】 
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